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平成２８年せたな町議会決算審査特別委員会 第１号

平成２８年９月２６日（月曜日）

○議事日程（第１号）

１ 会議録署名委員の指名について

２ 委員長の互選について

３ 副委員長の互選について

○出席委員（１０名）

委 員 長 大 野 一 男 君 副委員長 平 澤 等 君

委 員 細 川 伸 男 君 委 員 神 田 和 浩 君

委 員 江 上 恭 司 君 委 員 本 多 浩 君

委 員 石 原 広 務 君 委 員 桝 田 道 廣 君

委 員 真 柄 克 紀 君 委 員 熊 野 主 税 君

○欠席委員（０名）

１ 本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 横 川 洋 二 君

事 務 局 次 長 丹 羽 小 百 合 君

事 務 局 総 務 係 原 田 翔 太 君
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開会 午後４時２９分

○議会事務局長（横川洋二君） 本日の決算審査特別委員会には委員長が選出されておりませ

ん。選出されるまでの間、委員会条例第９条第２項の規定により、年長議員が委員長職務を行

うことになっております。出席委員中、江上委員が年長委員ですので江上委員に臨時委員長を

お願いいたします。江上委員委員長席にお付き願います。

正副委員長に選任された方は、臨時委員長から当選の告知をしますので、この際には当選の

承諾の挨拶お願いいたします。

○臨時委員長（江上恭司君） それでは私が臨時委員長として委員長が決まるまで行います。

委員会条例の定めるところにより、臨時に委員長の職務を行います。

よろしくお願いいたします。

委員全員が出席し定足数に達しております。

本特別委員会は成立しました。

これによりせたな町議会決算審査特別委員会を開会いたします。

直ちに会議を開きます。

整理番号第１、会議録署名委員の指名を行います。

会議録署名委員には、臨時委員長において、神田和浩委員、本多浩委員を指名いたします。

なお、この指名は本特別委員会開会中の指名といたします。これでいきたいと思いますので

よろしくお願いします。

整理番号第２、委員長の互選を行います。

互選方法についてお諮りいたします。

全員協議会で確認のとおり、投票によって行います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○臨時委員長（江上恭司君） 異議なしと認め、委員長の互選方法は投票で行うことに決しま

した。

委員会室の出入り口を閉めます。

（委員会室閉鎖）

○臨時委員長（江上恭司君） ただ今の出席委員は１０名です。

次に、立会人を指名いたします。

臨時委員長において、立会人に石原委員、桝田委員を指名いたします。

投票用紙を配付してください。

（投票用紙配付）

○臨時委員長（江上恭司君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○臨時委員長（江上恭司君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検いたします。
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（投票箱点検）

○臨時委員長（江上恭司君） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。

ただ今から投票を行います。１番席の方から順次投票願います。

（投 票）

○臨時委員長（江上恭司君） 投票漏れはありませんか。

（「はい」と言う者あり）

○臨時委員長（江上恭司君） 投票漏れなしと認めます。

これで投票を終わります。

これから開票を行います。

石原委員、桝田委員、立ち会いをお願いいたします。

（開 票）

○臨時委員長（江上恭司君） 選挙の結果を報告いたします。

投票総数１０票、これは出席委員数と符合しています。

そのうち、有効投票１０票、無効投票ゼロ。

有効投票のうち、大野君１０票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票であります。したがいまして、大野委員が委員長に当選されま

した。

会場の出入り口を開きます。

（委員会室開鎖）

○臨時委員長（江上恭司君） ただ今委員長に当選された大野一男委員が会場におられますの

で、当選の告知をいたします。

大野委員。

○委員長（大野一男君） ただ今、決算審査特別委員会の委員長の要職を仰せつかりました。

謹んでお受けいたします。誠心誠意議事進行努めますので議員各位の協力をよろしくお願い申

し上げます。

○臨時委員長（江上恭司君） これで臨時委員長の職務は全部終了いたしました。

ご協力ありがとうございます。

大野委員長と代わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時３６分

再開 午後 ４時３７分

○委員長（大野一男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
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整理番号第３、副委員長の互選を行います。

互選方法についてお諮りいたします。

副委員長の互選方法も投票により行いたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認め、副委員長の互選方法は投票で行うことに決しました。

委員会室の出入り口を閉めます。

（委員会室閉鎖）

○委員長（大野一男君） ただ今の出席委員は１０名です。

次に、立会人を指名いたします。

委員長において立会人に、石原委員、桝田委員を指名いたします。

投票用紙を配付します。

（投票用紙配付）

○委員長（大野一男君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（大野一男君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検いたします。

（投票箱点検）

○委員長（大野一男君） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載ください。

ただ今から投票を行います。１番席の方から順次投票願います。

（投 票）

○委員長（大野一男君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（大野一男君） 投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。

これから開票を行います。

石原委員、桝田委員、立ち会いをお願いいたします。

（開 票）

○委員長（大野一男君） 選挙の結果を報告いたします。

投票総数１０票、これは出席委員数と符合しています。

そのうち、有効投票１０票、無効投票はありませんでした。

有効投票のうち、平澤等委員１０票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票であります。したがいまして、平澤等委員が副委員長に当選さ

れました。

会場の出入り口を開きます。
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（委員会室開鎖）

○委員長（大野一男君） ただ今副委員長に当選されました平澤委員が会場におられますので、

当選の告知をいたします。

○副委員長（平澤 等君） 全員の方の推挙をいただきまして副委員長の使命を受けることに

なりました。副委員長の職務職責を十分果たし、円滑な決算委員会を進めてまいりたいと思い

ますので、皆さん方の協力をよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。

○委員長（大野一男君） 本日の本特別委員会はこれで休会とします。

再開予定ですが、審査については第３回定例会閉会後の継続審査となりますので、議長と正

副委員長とまちとの協議の上、日程を決め各位に通知いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。再開場所は議場といたします。

○副委員長（平澤 等君） 何か注文なかったんですか。

○委員長（大野一男君） 注文ですか。別段ないですけれども。何か諮りますか。

○委員（江上恭司君） 委員長、副委員長決めたから…

○議会事務局長（横川洋二君） そこは決めるだけなんで。

○委員長（大野一男君） 以上で本日の本特別委員会は散会いたします。

ご苦労様でした。

散会 午後 ４時４３分
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委員会条例第２８条の規定により署名する。

平成２９年１月 日

臨時委員長

委 員 長 大 野 一 男

署 名 委 員 神 田 和 浩

署 名 委 員 本 多 浩
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平成２８年せたな町議会決算審査特別委員会 第２号

平成２８年１１月１０日（木曜日）

○議事日程（第２号）

１ 認定第 １号 平成２７年度せたな町一般会計歳入歳出決算について

２ 認定第 ２号 平成２７年度せたな町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について

３ 認定第 ３号 平成２７年度せたな町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について

４ 認定第 ４号 平成２７年度せたな町介護保険事業特別会計歳入歳出決算について

５ 認定第 ５号 平成２７年度せたな町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算について

６ 認定第 ６号 平成２７年度せたな町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について

７ 認定第 ７号 平成２７年度せたな町営農用水道等事業特別会計歳入歳出決算について

８ 認定第 ８号 平成２７年度せたな町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算について

９ 認定第 ９号 平成２７年度せたな町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について

１０ 認定第１０号 平成２７年度せたな町風力発電事業特別会計歳入歳出決算について

１１ 認定第１１号 平成２７年度せたな町病院事業会計決算について

○出席委員（９名）

委 員 長 大 野 一 男 君 副委員長 平 澤 等 君

委 員 細 川 伸 男 君 委 員 神 田 和 浩 君

委 員 本 多 浩 君 委 員 石 原 広 務 君

委 員 桝 田 道 廣 君 委 員 真 柄 克 紀 君

委 員 熊 野 主 税 君

○欠席委員（１名）

委 員 江 上 恭 司 君

１．せたな町議会委員会条例第１９条の規定により、議長を通じて説明のため出席を求めた者は次

のとおりである。

町 長 高 橋 貞 光 君

教 育 委 員 会 委 員 長 田 井 重 久 君

農 業 委 員 会 会 長 原 田 喜 博 君

選挙管理委員会委員長 大 坪 観 誠 君

代 表 監 査 委 員 残 間 正 君

監 査 委 員 大 湯 圓 郷 君

（１）町長の委任を受けて出席する説明員
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副 町 長 髙 野 利 廣 君

総 務 課 長 原 進 君

まちづくり推進課長 西 村 晋 悟 君

財 政 課 長 佐 々 木 正 則 君

税 務 課 長 樋 口 靖 君

町 民 児 童 課 長 吉 崎 照 人 君

保 健 福 祉 課 長 福 士 裕 継 君

農 務 課 長 佐 藤 英 美 君

水 産 林 務 課 長 松 村 悟 君

建 設 水 道 課 長 丹 羽 優 君

会 計 管 理 者 関 功 悦 君

国 保 病 院 事 務 局 長 横 川 忍 君

総 務 課 長 補 佐 髙 橋 純 君

まちづくり推進課長補佐 阪 井 世 紀 君

財 政 課 長 補 佐 神 田 昌 君

税 務 課 長 補 佐 佐 々 木 正 人 君

町 民 児 童 課 長 補 佐 佐 々 木 真 由 美 君

町 民 児 童 課 長 補 佐 坂 谷 洋 二 君

保 健 福 祉 課 長 補 佐 西 田 良 子 君

保 健 福 祉 課 長 補 佐 元 島 敬 二 君

水 産 林 務 課 長 補 佐 八 木 忠 義 君

建 設 水 道 課 長 補 佐 松 本 健 裕 君

建 設 水 道 課 長 補 佐 平 田 大 輔 君

国保病院事務局次長 中 川 譲 君

総 務 課 主 幹 濱 登 幸 恵 君

まちづくり推進課主幹 吉 田 有 哉 君

財 政 課 主 幹 黒 澤 美 知 子 君

地域包括支援センター所長 長 内 京 君

農 務 課 主 幹 河 原 泰 平 君

農 務 課 主 幹 三 浦 剛 大 君

農業センター副所長 沼 口 英 樹 君

水 産 林 務 課 主 幹 手 塚 清 人 君

大成水産種苗育成センター副所長 栄 田 武 志 君

建 設 水 道 課 主 幹 久 津 間 智 君

建 設 水 道 課 主 幹 上 田 一 男 君

国保病院事務局主幹 伊 勢 千 佳 子 君
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総 務 係 長 小 林 和 仁 君

防 災 係 長 斉 藤 哲 章 君

広 報 統 計 係 長 伊 藤 哲 史 君

財 政 係 長 尾 野 裕 也 君

経 理 入 札 係 長 小 林 朱 央 君

課 税 係 長 尾 野 真 也 君

徴 収 係 長 伊 瀬 亮 君

戸 籍 年 金 係 長 萩 原 千 明 君

国 保 医 療 係 長 中 山 康 春 君

保 育 士 係 長 尾 野 朋 美 君

社 会 福 祉 係 長 竹 内 亜 希 子 君

障 が い 福 祉 係 長 松 原 孝 樹 君

保 健 推 進 係 長 古 守 亜 珠 君

保 健 推 進 係 長 垣 本 利 子 君

包 括 支 援 係 長 今 川 勇 吾 君

地 域 支 援 係 長 阪 下 克 哉 君

農 政 係 長 長 内 解 人 君

水 産 係 長 藤 井 卓 也 君

林 業 係 長 川 上 佳 隆 君

大成水種苗育成センター業務係長 池 田 裕 之 君

管 理 係 長 井 村 裕 行 君

水 道 係 長 大 野 秀 幸 君

上 下 水 道 係 長 鈴 木 涼 平 君

管 財 係 長 金 澤 喜 嗣 君

出 納 係 長 山 川 彩 子 君

給 食 係 長 林 そ の 子 君

《大成総合支所》

支 所 長 佐 野 英 也 君

次 長 沖 崎 孝 純 君

次 長 萩 原 勝 幸 君

国保病院大成診療所事務長 古 守 幸 治 君

主 幹 浜 高 正 明 君

主 幹 谷 川 一 志 君

大 成 保 育 園 長 國 井 美 千 代 君

庶 務 係 長 藤 谷 知 昭 君

福 祉 係 長 藤 谷 希 君
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産 業 係 長 水 野 万 寿 夫 君

建 設 水 道 係 長 高 橋 真 一 君

保 育 士 係 長 加 茂 秀 子 君

《瀬棚総合支所》

支 所 長 中 村 良 則 君

次 長 濱 口 喜 秋 君

主 幹 増 田 和 彦 君

養護老人ホーム三杉荘所長 上 野 宏 行 君

養護老人ホーム三杉荘次長 平 賀 英 治 君

瀬 棚 保 育 所 長 沼 口 恵 子 君

国保病院瀬棚診療所事務長 古 畑 英 規 君

庶 務 係 長 栗 谷 一 樹 君

住 民 係 長 稲 船 奈 穂 子 君

福 祉 係 長 山 本 亨 君

産 業 係 長 油 谷 好 彦 君

建 設 水 道 係 長 小 池 秀 樹 君

保 育 士 係 長 本 田 和 矢 君

養護老人ホーム三杉荘生活相談係長 畠 中 悦 子 君

保 育 士 係 長 本 田 和 矢 君

（２）教育委員会委員長の委任を受けて出席する説明員

教 育 長 成 田 円 裕 君

教育委員会事務局長 髙 田 威 君

教育委員会事務局次長 上 野 朋 広 君

教育委員会事務局次長 杉 村 彰 君

瀬 棚 教 育 事 務 所 長 三 浦 孝 史 君

北 檜 山 幼 稚 園 長 鎌 田 郁 美 君

大 成 教 育 事 務 所 長 杉 村 輝 明 君

総 務 係 長 近 藤 智 博 君

社 会 教 育 係 長 奥 村 大 樹 君

（３）農業委員会会長の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 小 板 橋 司 君

（４）選挙管理委員会委員長の委任を受けて出席する説明員

書 記 長 原 進 君
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書 記 次 長 髙 橋 純 君

（５）代表監査委員の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 横 川 洋 二 君

事 務 局 次 長 丹 羽 小 百 合 君

１ 本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 横 川 洋 二 君

事 務 局 次 長 丹 羽 小 百 合 君

事 務 局 総 務 係 原 田 翔 太 君
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開議 午前１０時００分

○委員長（大野一男君） おはようございます。

江上委員から欠席届、熊野委員から遅刻届の提出がそれぞれあります。

出席委員８名で定数に達していますので、決算審査特別委員会を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

これより、本委員会に付託された平成２７年度各会計歳入歳出決算の認定第１号から第１１

号までの審査に入ります。

お諮りいたします。

議案配付から相当期間が経過しており、各委員におかれましては内容を十分調査されている

ものと思いますので、説明は配付済み資料、決算に係る主要な施策の成果に関する報告書によ

り、副町長、財政課長、税務課長に概要説明を求め、一般会計の審査は、歳出から配付済み資

料の報告書により２款ごとに担当課長の説明を求め、２款ごとに質疑を受け、２款ずつ進め、

続いて、歳入の説明は求めず、歳入全款一括で質疑を受け、終了後、歳入歳出全款一括で質疑

を行い、討論、採決と取り進めたいと思います。また、特別会計も歳入の説明は求めず、歳出

は配付済み資料の報告書により全款一括担当課長の説明を求め、質疑は歳入歳出全款一括で質

疑を行い、討論、採決と取り進めたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認め、そのように取り進めることにします。

説明員に申し上げます。説明及び答弁は、挙手を行い発言の許可を受けてから行ってください。

各委員の皆さんに申し上げます。質疑は発言許可のあと、質疑内容が明確になるよう決算書

あるいは資料のページを示してから簡略に発言するようにお願いいたします。

それでは、これより付託案件の審査に入ります。

決算に係る主要な施策の成果に係る報告書等により、施策の成果等について副町長、財政課

長、税務課長に概要の説明を求めます。

副町長。

○副町長（髙野利廣君） それでは、平成２７年度決算に係る主要な施策の成果に関する報告

書でございます。１ページ平成２７年度決算に係る主要な施策の成果でありますが、平成２７

年度の我が国の経済は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を

柱とする経済財政政策の推進により雇用・所得環境が改善するなど、緩やかな回復基調が続い

ています。こうした状況の下、政府は希望を生み出す強い経済、夢をつむぐ子育て支援、安心

につながる社会保障の実現に向け１１月に１億総活躍社会の実現に向けて、緊急に実施すべき

対策を取りまとめました。雇用・所得環境が改善する中、緊急対策等の効果もあって景気は緩

やかな回復に向かうことが見込まれております。当町の基幹産業である農業においては、平成

２７年度ですが春先から好天に恵まれ、作物の生育並びに農作業が順調に進み、基幹作物の水

稲においては作況指数で北海道１０４、檜山管内では１０１の平年並みの作柄となり、平成２
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６年と比較して未熟粒米などの品質低下が大変少ない年となりました。

水産業においては主要魚種であるスルメイカが大幅な漁獲減となったことから、総体的な水

揚げが減少となりました。しかし魚種別で見ますと、ウニやナマコなど前浜資源については、

平成２６年に引き続き高価格で推移したほか、秋サケの水揚げが４年ぶりに１億円を超え、ヤ

リイカが豊漁となるなど近年にない状況も見られております。

総じて当町においては、人口の減少や少子高齢化の進展など、まちを取り巻く環境は依然と

して厳しい状況にありますが、合併１０周年、節目の年として、まちが将来に向かって更なる

飛躍をめざし、一層の一体感を高めるため記念祝賀会をはじめ、ラジオ体操、みんなの体操会

のほか、町民の皆様から提案事業として、せたなライドなどの事業を展開してまいりました。

また旧町から引き継いだ約２１２億円の起債残高は、縁故債の繰上償還や高金利の起債を繰

上償還することにより、平成２７年度末で約１３５億円となり、１０年間で約７７億円の削減

を図ることができました。これらのさまざまな取り組みができたことは、議員各位並びに町民

の皆様のご理解とご協力の賜物と厚くお礼を申し上げる次第であります。まちの貴重な財源で

ある地方交付税につきましては、合併町の優遇措置である合併算定替の特例期間が平成２７年

度をもって終了し、今後段階的に縮減され一本算定へと移行することとなりますが、それに伴

う大幅な財源の減額や今後の人口減による更なる減額を見据え、第２次行政改革大綱に基づき

引き続き職員一丸となって行政改革に取り組んでまいります。

平成２７年度予算の執行にあたりましては、議決をいただいた趣旨に背くことなく適正な執

行に努めてきたところであり、ここに平成２７年度の各会計決算の認定を求めるにあたり、主

要な施策の成果についてご報告を申し上げるものであります

なお、各施策の内容につきましては、２ページから１０ページに記載しておりますが、朗読

は省略をさせていただきます。

○委員長（大野一男君） 財政課長。

○財政課長（佐々木正則君） １１ページでございます。平成２７年度決算の健全化判断比率

及び公営企業会計に係る資金不足比率の内容につきましては、９月２６日の第３回議会定例会

本会議におきまして報告第１号、第２号で説明をいたしましたので説明を省略いたしますので、

ご了承をいただきたいと思います。

次にその他の財政指標といたしまして、経常収支比率でございますが平成２７年度は８２．

３％と前年度より４．１％を改善してございます。この主な要因でございますが、地方消費税

交付金が前年度より７，３３０万円の増、公債費の支出が３，５４４万６，０００円減となっ

たことによるものでございます。

続いて公債費負担比率ですが、平成２７年度は２１．５％と前年度より０．１％改善してご

ざいますが、引き続き危険ラインを越えているところでございます。こうしたことから引き続

き今後におきましても、健全な財政運営に努めていかなければならないところでございます。

税の徴収率につきましては、現年度分で平成２７年度は９８．８％と前年度と同じでございま

す。
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次に１２ページでございます。第１表平成２７年度各会計別歳入歳出決算額総括表でござい

ます。特別会計と病院事業会計につきましては、後ほど各会計ごとに説明をいたしますので、

一般会計について説明を申し上げます。平成２７年度一般会計の収支差引きでは４億９，００

１万６，０００円の歳計剰余金が生じてございます。この剰余金につきましては備考欄に記載

のとおり繰越明許費財源として１億７，６１６万３，０００円を平成２８年度に繰越しをいた

しまして、剰余金の２分の１以上の額、２億１，３８５万３，０００円を基金条例第４条第２

項の規定に基づきまして財政調整基金に積み立てたところでございます。したがいまして１億

円を平成２８年度に繰越しいたしました。

次に１３ページでございます。第２表平成２７年度一般会計款別決算額構成比調べでござい

ます。歳入歳出の主なものについて説明を申し上げます。最初に歳入でございますが、１款町

税、構成費は６．５％と前年度の７％から０．５％低くなってございます。９款地方交付税で

ございますが、構成比は５９．６％と歳入の半分以上を占めているところでございます。前年

度は６２．３％でございましたので２．７％低くなってございます。額では５，４５０万円の

減となってございます。

２０款町債でございますが前年度は８億３，６４０万円の借入れでございましたが、平成２

７年度は大成、瀬棚総合支所改修事業、消防庁舎建設事業などにより借入額が増えたところで

ございます。また臨時財政対策債の借入れを抑制いたしましたが、結果的に借入額は前年度よ

り３億１，０３０万円増えてございます。

続いて歳出でございますが、２款総務費でございますが、構成比は１２．４％と前年度の７．

７％から４．７％と高くなってございまして、額では４億５，８５２万９，０００円の増とな

ってございます。

１１款公債費でございますが、構成比では１７．５％で償還額は１６億６，３９６万１，０

００円となってございます。

１２款職員給与費は構成比で１２．７％でございます。経常的な経費でございます。

１１款公債費と１２款職員給与費を合わせますと３０．２％でございます。

以上でございます。

○委員長（大野一男君） 税務課長。

○税務課長（樋口 靖君） 続きまして１４ページをお開きください。平成２７年度町税収納

状況について説明させていただきます。第３表の一、これは徴収率で説明させていただきたい

と存じますが、まず町民税でございますが、これは個人分と法人分を合わせたものでございま

す。現年分が９８．５％、滞繰分２３．８％、９４．１％で前年比０．２％の減でございます。

次に固定資産税でございますが、これは個人分と国有資産等の所在市町村交付金を合わせた

ものでございまして、現年分が９８．８％、滞繰分１２．２％、計９３．１％で前年比０．４％

の減でございます。

続きまして軽自動車税でございますが現年分９８．８％、滞繰分２４．９％、計９６．５％

で、０．２％の減でございます。
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次の町たばこ税そして入湯税につきましては１００％でございます。この小計でございます

が、現年分９８．８％、滞繰分が１７．９％、合計が９４．３％で、０．３％の減となってご

ざいます。

次に国民健康保険税でございますが、現年分が９５．４％、滞繰分が２１．２％、合計７８．

８％で、０．３％の減でございます。税の合計でございますが、現年分９７．７％、滞繰分２

０．２％、合計で８８．８％で０．１％の減という収納状況でございます。

続きまして１５ページにまいりまして、平成２７年度町税及び国民健康保険税の不納欠損の

状況について説明させていただきます。第３表の２でございます。１の執行停止によるもの。

これは地方税法第１５条の７第４項関係でございまして、執行停止が３年間継続し納付納入義

務が消滅したものでございます。個人町民税が２件、６万１，５３０円、固定資産税が１件、

１万６，３００円、国民健康保険税は８件で８４万８，７９２円、延べ合計で１１件、９２万

６，６２２円でございます。この実人員は４名で、すべて生活保護により執行停止後３年でご

ざいます。

続きまして１６ページをお開きください。２の執行停止、即時消滅によるもので、これは地

方税法第１５条の７第５項関係でございまして、執行停止し徴収することができないことが明

らかなことにより納付納入義務が消滅したものでございます。個人町民税これは特別徴収分で

すが、２件、１万５，１１０円、法人町民税が４件、１５万３，８０７円、固定資産税が１８

件で、９２万５，４０４円、延べ合計で２４件、１０９万４，３２１円でございます。この執

行停止の理由でございますが、破産手続が集結し、滞納処分できる財産がない法人が１法人、

閉鎖登記がされていないが、滞納処分できる財産がない法人が２法人、それから費用不足によ

る破産手続廃止及び滞納処分ができる財産がない法人が１法人でありまして、これの不納欠損

でございます。

続きまして３の消滅時効によるもの。地方税法第１８条関係でございます。これは５年が経

過し、納付納入義務が消滅したものでございます。個人町民税が１４件、４３万８，８５５円、

固定資産税が１４件、３６万２００円、軽自動車税が２件、１万４，４００円、国民健康保険

税が２５件で２２４万６，３００円、延べ合計で５５件、３０５万９，７５５円でございます。

この消滅時効による理由でございますが、生活保護世帯で３年の執行停止前に時効となったも

のが６名、居所不明で折衝ができなくて５年が経過し時効となったものが１名、関係者と折衝

ができなくて５年が経過し時効になったものが８名、出稼ぎあるいは町外に居住しながら居所

不明等により折衝ができない状況が続き５年が経過し時効になったものが１３名、それから相

続人全員が相続放棄して５年が経過時効になったものが１名で、実人員は２９名でございます。

不納欠損につきましては、今後においても消滅時効による不納欠損額の圧縮を図るために、引

き続き法令に基づき適正な課税及び滞納処分の執行に努めための税制度や事務処理などに関し

職員のスキルアップを図りながら滞納管理システムを有効に活用し、徹底した財産調査や時効

管理、差し押さえなどの滞納管理を適時的確に実施してまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。
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○委員長（大野一男君） 佐々木財政課長。

○財政課長（佐々木正則君） １７ページでございます。第４表平成２７年度末地方債現在高

調でございます。本表につきましては、一般会計における町債の種別ごとの現在高を示してご

ざいまして合計額で説明を申し上げます。平成２６年度末現在高が９７億１，８４７万３，０

００円、平成２７年度中に借り入れをした額、起債額Ｂ欄でございます。１１億４，６７０万

円を平成２７年度中に償還した額Ｃ欄でございますが、これが１５億３，７２８万８，０００

円で、これらを差し引きいたしますと平成２７年度末の残高は９３億２，７８８万５，０００

円でございます。前年度より３億９，０５８万８，０００円減少しているところでございます。

また備考欄、繰上償還額１億８，２８５万２，０００円につきましては、民間金融機関から借

入れをしたものでございまして、記載のとおり臨時財政対策債でございます。

１８ページでございます。第５表平成２７年度各会計起債償還に係る交付税算入でございま

す。起債償還額に対して交付税算入を表わした表でございます。一般会計から公営企業病院会

計までの７会計を合わせた償還額は元利合計で２０億２，３５３万円。これに対します交付税

算入額は１２億９，４４９万２，０００円でございます。算入率につきましては６４．０％で

ございます。

１９ページでございます。第６表地方債借入先別、利率別現在高の状況でございます。平成

２７年度の発行額、これにつきましては借入額でございます。Ｂ欄になります。１の財政融資

資金から１億３，１７０万円、５のその他の金融機関、これにつきましては民間の金融機関で

ございます。これは１０億１，５００万円の計１１億４，６７０万円を借入れしてございます。

平成２７年度の償還額Ｃ欄でございますが、合計で１５億３，７２８万８，０００円となって

ございます。繰上償還の影響もございまして３％以下の利率のものが合計で９０億７，４６４

万６，０００円と大半を占めているところでございます。

２０ページでございます。第７表一般会計の年度末起債残高・元利償還金・借入額の推移で

ございます。債務残高につきましては折れ線グラフでございます。年々減少しているところで

ございますが平成２２年度末から見ますと平成２７年度末では３７億８，５７８万２，０００

円少なくなってございまして、平成２７年度末の残高は９３億２，７８８万５，０００円とな

ったところでございます。また償還額につきましても起債残高の減少に伴いまして、元利償還

額で平成２２年度の１７億１，７７８万８，０００円から平成２７年度では１６億６，３９６

万１，０００円に減少してございます。なお平成１９年度以降は毎年繰上げ償還をしてござい

まして、累計で約１１億５，０００万円を繰上げ償還したところでございます。

次に年度別の借入額でございますが、黒い棒グラフになります。平成２２年度が８億円台、

２３年度から２５年度までは５億円から６億円台の借入れでございます。平成２６年度は８億

円台、平成２７年度は１１億４，６７０万円となったところでございます。

次に２１ページでございます。第８表の各種基金運用状況でございます。合計欄で説明をい

たします。平成２７年度末の基金総合計５５億１，６０７万６，０００円と１億３，４７７万

９，０００円増えてございます。なお平成２８年度の予算などの措置額は合計で１億９，１５
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３万２，０００円、当年度末の見込みにつきましても合計で５４億１，６２６万１，０００円

と見込んでございます。

次に２２ページでございます。第９表の債務負担行為の状況でございます。これにつきまし

ても地方債と同様に、後年度に財政負担が生じるものでございます。予算書調書として記載し

てございますが、その１の（３）その他の物件の購入に係るもの２８７万８，０００円につき

ましては、公用車や印刷機購入に係るものでございます。３その他（１）利子補給等に係るも

の１，４２７万４，０００円につきましては、農業基盤整備や中小企業経営安定資金融資利子

補給などでございます。合計欄債負担行為の限度額は３億３，９６４万円と昨年度より７，５

３２万円減少してございます。なお平成２７年度において支出された額につきましては１，８

０４万４，０００円となってございます。債務負担の取扱いにつきましては、ご承知のように

地方債同様に十分留意しなければならないところでございます。

説明は以上でございます。

○委員長（大野一男君） 整理番号第１、認定第１号、平成２７年度せたな町一般会計歳入歳

出決算を議題といたします。

決算に係る主要な施策の成果に関する報告書２３ページです。総務費の説明を求めます。

原総務課長。

○総務課長（原 進君） 報告書の２３ページでございます。決算書では４８ページからと

なります。２款総務費、事業名、行政情報ネットワーク更改業務、決算額１，２３１万２，０

００円、全額一般財源でございます。事業実績といたしましては、平成１７年度合併時に整備

したホームページ及びグループウェアのシステム更改でございます。事業効果といたしまして

は、ホームページのリニューアルにより質の高い情報を地域住民等に提供する環境整備をする

ことができました。またグループウェアのソフト更改により、これからのＯＳ、ＩＥに対応し

た新バージョンへ更改することができたものでございます。

次に瀬棚総合支所耐震改修工事実施設計業務、決算額５２３万８，０００円、財源内訳でご

ざいますが国道支出金が１７４万６，０００円、一般財源として３４９万２，０００円でござ

います。事業実績といたしましては、瀬棚総合支所耐震改修の実施設計でございます。内容と

いたしましては、鉄筋コンクリート造、地上２階、地下１階、延べ床面積として２，８６８．

５５平米でございます。事業効果といたしましては、平成２５年度に実施した耐震診断結果に

基づき耐震改修設計を実施したものでございます。

次に役場庁舎北側外壁等防水工事、決算額３８８万８，０００円です。財源内訳といたしま

しては全額一般財源でございます。事業実績といたしまして庁舎北側カーテンウォール１３カ

所の改修、健康センタートップライト４カ所の改修を行なってございます。事業効果といたし

ましては、庁舎建設から１７年が経過しており改修することにより雨漏りを防ぎ、庁舎の適正

な維持管理が図られました。

○委員長（大野一男君） 西村まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） 続きまして広報せたな発行事業でございます。決算額
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１６２万円、財源内訳はその他財源で１５万７，０００円、これにつきましては広告料でござ

います。残り１４６万３，０００円が一般財源でございます。事業実績につきましては、町広

報誌を毎月発行いたしまして、まちの政策や話題、情報を定期的に提供することができまして、

町政への関心を高めることができたものでございます。

○委員長（大野一男君） 丹羽建設課長。

○建設水道課長（丹羽 優君） 次に町有施設等解体事業６，２６２万３，０００円、財源内

訳ですが地方債が６，０８０万円、一般財源が１８２万３，０００円となってございます。町

内の老朽化した１４施設の解体を行いまして、その周辺環境の悪化防止が図られたものでござ

います。

次に旧長磯小学校トイレ改修工事、事業費が７９万円で和式から洋式便器への取替えなどを

実施し、施設の適正な維持管理が図られたものでございます。

次に用地購入事業１，０００万円、旧瀬棚商業高等学校敷地等の登記未了用地５，０７１平

米を購入したものでございます。

○委員長（大野一男君） 西村まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） 続きまして、お試し暮らし体験住宅整備改修工事でご

ざいます。決算額３０５万６，０００円、財源内訳につきましては国道支出金１３０万円、残

り１７５万６，０００円が一般財源となってございます。事業実績につきましては、既存の町

営住宅を改修いたしまして、移住体験専用の住宅を丹羽地区に整備したものでございます。効

果といたしましては、本町への移住を考えている方たちを対象に１週間から２週間程度生活体

験できる環境の整備が図られたものでございます。

○委員長（大野一男君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 次に街路灯電気料金補助金でございます。決算額１，０２６万１，

０００円、全額一般財源でございます。事業実績といたしましては例の記載のとおりでござい

ます。この事業につきましては、防犯灯の交通安全地域の安全を図るために町内会に対して、

防犯灯の電気料金の７５％を補助してございます。また２６年１１月に電気料金が値上げにな

ったものですから、２７年度分、前年度に対しての値上げ分については１００％補助してござ

います。内容で大成区の１０万６７５円と、町が北電へ７５％分を直接支払しているため、１

００％の加算補助分のみ度記載してございますが、これについては北檜山区、瀬棚区について

は従来より電気料金の７５％、１回町内会で払っていただいて７５％うちがその実績に基づい

て補助しているということで、大成区については、あらかじめ電柱を町内会ごとに２５対７５

に分けて７５％分の電気料金については町が直接支払してることになってございます。そのた

め１０万６７５円については、あくまで電気料の値上がり分ということで補助してございます。

次に光ファイバ網運営事業、決算額１，１４３万８，０００円、財源内訳としましては、そ

の他財源として１，１４０万円、これについてはＮＴＴに線の貸付料としていただいてるもの

でございます。一般財源が３万８，０００円、内容といたしましては、光ファイバー網の保守

管理委託及び電柱ＮＴＴ管路等の使用料、光ファイバケーブルの延長として２８７キロでござ



- 12 -

います。効果といたしましては、地域情報通信基盤整備事業で整備した光ファイバ情報網をＩ

ＲＵ契約により、電気通信事業者へ開放、貸出することによって超高速光インターネットを地

域住民へ提供、また光ファイバの保守管理は同契約により、契約した電気通信事業者が行うこ

とにより安定したサービスを提供することができたというものでございます。

次に２４ページでございます。大成総合支所改修事業、決算額２億６，４７７万９，０００

円でございます。財源内訳といたしましては、国道支出金１，３３６万３，０００円、地方債

２億５，１００万円、一般財源として４１万６，０００円でございます。事業実績といたしま

しては改修工事といたしまして、建築主体、電気設備、機械設備が記載の金額でございます。

また電気端末移設工事等で記載の金額となってございます。効果といたしましては、大成総合

支所に大成支署を増築整備し、消防の体制再編が図られたものでございます。

次に瀬棚総合支所改修事業、決算額１億２，６８２万８，０００円、財源内訳でございます。

国道支出金５４３万７，０００円、地方債１億２，１００万円、一般財源として３９万１，０

００円でございます。改修工事につきましては、建築主体工事、電気設備工事、機械整備工事

については記載額のとおりでございます。なお印紙代といいますのは、確認申請に使われた印

紙代等でございます。効果といたしましては、瀬棚総合支所に瀬棚分遣所を増築整備し消防の

体制再編が図られたものでございます。

次に瀬棚総合支所屋上防水改修工事、決算額５８３万２，０００円、全額一般財源でござい

ます。事業実績といたしましては、瀬棚総合支所屋上防水改修工事を実施しており、アスファ

ルト防水で１９５平米実施しております。効果といたしましては、老朽化した屋上アスファル

トを改修することにより雨漏りを防ぎ庁舎の長寿命化が図られました。

以上でございます。

○委員長（大野一男君） 西村まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） 続きまして、合併１０周年記念事業費でございます。

決算額６６９万３，０００円、財源内訳はその他財源といたしまして５７０万７，０００円、

これにつきましては地域振興基金の繰入金となっております。残り９８万６，０００円が一般

財源となっております。実績につきましては記載のとおりの事業を展開しているものでござい

ます。効果といたしましては、合併１０周年を迎える節目の年に当たりまして合併１０周年記

念事業を展開し、せたな町が将来に向かっての更なる飛躍と一層の一体感の醸成が図られたも

のでございます。

続きまして、出生祝金でございます。決算額９６万円、全額一般財源となってございます。

合わせまして３２人のお子さんが誕生しておりまして、お一人３万円をお祝い金として支給し

たところでございます。これによりまして人口の増加の奨励、それから健康育成及び家庭生活

の安定に寄与したものでございます。

次に生活交通路線維持費補助金、通学定期運賃補助金、地域間幹線系統維持費補助金でござ

います。決算額３，８８５万１，０００円、財源内訳はその他財源で３，８８５万１，０００

円、これにつきましては、生活交通確保対策基金を充当したものでございます。事業の実績に
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つきましては記載のとおり４路線の補助金、これは函館バス株式会社に対しまして補助金を支

払ったものでございます。それと通学定期運賃補助金につきましては、檜山北高等学校に通学

されている生徒さん１１７名でございますが、バス通学の定期運賃を補助し家計の負担軽減を

図ったものでございます。

続きまして２５ページに移りますが、定住化促進住宅奨励金でございます。決算額３０万円、

実績につきましては新築住宅ですが、町内の業者以外、いわゆる町外業者ですが施工した１件

につきまして３０万円を補助したものでございます。

続きまして地域活動等推進事業補助金、決算額４１万８，０００円、全額一般財源でござい

ます。これにつきましては事業実績にございますとおり三つの項目に区分されておりまして、

①ではコミュニティ活動の推進、②では自主防災組織の組織・結成するというところでござい

ます。それから③につきましては、自主防災組織の活動活性化を図る事業ということで、この

三つに分けらされておりますが、それぞれ記載の件数と金額でございます。

○委員長（大野一男君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 次に一般コミュニティ助成事業でございます。決算額２５０万円

でございます。全額その他財源といたしまして２５０万です。これは宝くじに係わる補助金で

ございます。事業実績といたしましては、事業主体が北檜山区の寿町町内会、事業の名称とし

ては山車（花山）の新規作成でございます。事業効果といたしましては、地域住民が連帯感に

基づく自主的なコミュニティ活動の促進により、実施意識の高揚が図られたものでございます。

○委員長（大野一男君） 西村まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） 続きまして企業立地促進奨励金でございます。決算額

委員２３４万８，０００円、全額一般財源でございます。事業実績の欄に記載されております

２件につきまして、奨励金を支出したものでございまして、町内において事務所の新設または

増設を行なった企業に対し補助金を交付したものでございます。

次に地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業、（地域消費喚・起生活支援型）これ

は繰越明許費でございます。決算額３，２９５万７，０００円、財源内訳といたしましては、

国道支出金が１，１３９万円、残り２，１５６万７，０００円が一般財源となってございます。

事業実績欄に記載のとおり、プレミアム商品券の発行業務を行ったところでございまして、商

品券発行により町内の消費喚起及び消費の誘発につながったものでございます。

続きまして地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型）これにつき

ましても繰越明許費でございます。決算額７，２３９万６，０００円、全額一般財源となって

ございます。事業実績に記載してあります各事業につきまして実施したところでございます。

事業効果といたしましては、この交付金を活用いたしまして地方版の総合戦略に掲げる平成３

２年目標人口７，７３２人を実現するため、これらの事業が施策が実行されたところでござい

ます。

○委員長（大野一男君） 樋口税務課長。

○税務課長（樋口 靖君） 続きまして２６ページをお開き願います。債権回収先進地視察研
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修でございます。決算額は６９万９，０００円で全額一般財源でございます。これはまちの債

権回収事務の一元化及び効率的かつ効果的な収納体制整備の検討を目的として、これらの取り

組みを行なっている先進地自治体を視察したことによりまして、職員の能力向上を図ることが

できたものでございます。

次に渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金でございます。決算額は８３万１，０００円、す

べて道支出金でございます。町単独で徴収困難な方などを引き継いでおりますが、引き継ぎ案

件は１５件で、税額は１，１４１万６３２円、その徴収実績額は７０９万１，９０８円でござ

います。

次に納税貯蓄組合運営事務費交付金でございます。決算額は２０７万円、全額一般財源でご

ざいます。納期内納入の推進に対する意識の高揚を図るために実施してございまして、１２０

団体へ交付しているとこでございます。

以上で説明を終了させていただきます。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりました。

１款議会費、２款総務費の質疑を許します。決算書では一般４７ページから一般７０ページ

までです。質疑ありませんか。

真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 大変丁寧に説明していただきまして、わからないというよりこれから

の取り組みとしてどういう方向に向かっていくのかということを、この辺をお聞きしたいと思

いますので、お伺いいたします。まずこの企画費の北部檜山４町連携負担金、結構な金額です

が、これスタートしていろいろな活動している。一部分の件については私たちも理解している

んですが、総体この会議の中で方向性としてこれからどんなことを重点的に議論しながら進ん

でいっているのかということを分かる範囲で説明していただきたいのが一つ。それで目指すも

のの方向性はどんなものか。それからもう一点、金額は少ないんですけど、人口減少に立ち向

かう自治体連合負担１万円ですが、これ具体的に情報か、それとも何かの情報誌から来てると

かそんな形の程度のものなのか。これどういう趣旨で、これでいくと全国の町村ほとんどが対

象になるような自治体の関係ですが、どんな形でこれ１万円といいますけども、どんな形で１

万円といいますけど、負担してどんな情報を得ているのか、その２点企画費の中でお聞きした

いと思います。

それからもう一点、５７ページの企画費の中です。

○委員長（大野一男君） 前段２問は５６ページですね。

○委員（真柄克紀君） ５６ページの一番下に書いています。これは質問の範囲の中に入って

ますよね。

○委員長（大野一男君） はい。

２問、先に行きますか。

それでは北渡島檜山４町連携の負担金について、まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） それではお答えいたします。ただ今の真柄委員の北部
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４町の連携事業推進協議会の今後の流れといいますか、在り方でございますが、現在、ご存じ

のとおり本町含めまして、隣の今金町そして八雲町、長万部町の４町で、いろいろな分野で連

携を図って取り進めているところでございますが、具体的に内容を申し上げますと、例えば医

療面ですとか、観光面それから教育面ということで、多岐にわたりまして、それぞれ各分野ご

とに担当者が会議を持ちながら進めているところでございますが、今後におきましても、そう

いう４町の連携を深めて取り進めていける部分は、積極的に進めてまいりたいとこのように思

っております。

○委員長（大野一男君） それでは２問目人口減少に立向う自治体連合負担金について説明求

めます。

まちづくり推進課吉田主幹。

○まちづくり推進課主幹（吉田有哉君） この負担金につきましてご説明いたします。現在、

手持ちの資料がないんですけれども、支払い先におきましては一般社団法人福祉自治体ユニッ

トに負担金を納めております。中身については資料を持ってきておりませんので、後日、返答

したいと思います。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） この４町連携のいろいろな事業なり、それからこれからの各エリアの

研究なり、それから相談ごとなりいろいろある。ある意味では北部檜山のエリアの中では、い

いことだと私も思いますし、ただ議論している中身がなかなか見えてこない。それは議論して

る途中でいろいろ話をできないこともあるかもしれませんけど、ただこの関心事は、片方では

檜山町村会あり、いろいろな形でなったときに、これにも１００何十万の負担金をすること自

体なにも異論はありませんけど、そこら辺のすみ分けと、それからこの中でも特にこのポイン

トに絞って、これに関してはきちんと議論していくんだと、こういう経過で今進んでいるとい

うことは、これは議会にもそうですし、町民に対してもこれだけの負担しながらいっているわ

けですから、一方あとほかの４町の情報も私は広報でただコリドール交流情報館で行事ばかり

書いてますけど、それ以上にこういうことの施策を、せっかくの決算委員会ですから、来年に

向けてぜひ情報提供することによって逆に町民からのいろいろな意見も私は得れると思うんで

す。それで今、町長が４町の中で、どういう立場の中で４町の議論をしているかわかりません

けれども、その構成も含めて私たち知る権利があると思いますので、その辺について今後情報

提供を私はぜひしていただきたいと。それでもっと負担金が必要があればそれはそれとして、

特にこれから冬季化に向けた道路の件もいろいろな件もあると思いますけど、やっぱりその経

過、経過はある程度の段階で説明してもらわないと、これボンと１００何十万、来年の予算に

向けてもそればかり出て来てもこれはちょっと中身が理解できないとつらい面がありますし、

まちの方々の理解を得る意味でも、ぜひその情報公開を早くしていただきたいと思います。

それから２点目、町長、これは前からずっと、合併する前からの負担金とかこういうものは

金額の大小を抜きにしても使用目的、それからそれなりに負担した目的を説明できなければ、

これはなんだと。ただ来てるから出しているのかと。しかも今言う人口減少に立ち向かう自治
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体連合負担金、これあんまり聞いたことない。これ見て質問しているんですけど、であれば当

然、決裁は最終的に町長がしているのでしょうけれども、そこでどういう意味があって出した

かということは説明できないとおかしいんじゃないですか。その２点再度。

○委員長（大野一男君） まず４町連携のほうで答弁求めます。

まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） 前段の４町連携の事業内容の周知ですとか、そういう

点についてどうなんだというご質問でございますが、委員おっしゃるように、今後そういう取

り組みが具体的な内容について、どういうことをやっているのか。そういう内容についても広

報等を通じて町民の皆様にもお知らせしてまいりたいと思います。ちなみに今、八雲町で実際、

先日行なったんですけども、歩くスキーといいますか、そういうノルディックウォーキングと

いいますか、そういうものの実施も先般行われまして、今後につきましては、今金町で開催さ

れる歩くスキーのほうも北部４町の連携事業でやるようになってますので、時期が来たらその

辺の周知もされると思います。それから本町におきましては、バブルサッカーといって、まだ

あまり馴染みがないかもしれませんけども、空気の入った、そういう人間が入るようなエアー

の入ったものがありますが、それを身に付けてサッカーをやるというようなバブルサッカーと

いう競技があるようようですが、それを開催する予定となってございます。

○委員長（大野一男君） 人口減少の答弁できますか。

吉田主幹。

○まちづくり推進課主幹（吉田有哉君） 今資料を持ってきますので少々お待ちいただけます

か。

○委員長（大野一男君） 休憩後にもう一度聞きますけどもその時には答弁できますか。

○まちづくり推進課主幹（吉田有哉君） できます。

○委員長（大野一男君） 休憩後にもう一度、答弁をいただきたいと思います。真柄委員いい

ですか。

○委員（真柄克紀君） 今休憩中ということ。

○委員長（大野一男君） まだ休憩とってないです。休憩をとったときに用意できますかとい

う話なので。

真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 委員長、私はそれは違うと思います。こんなところにこうやってだし

ていて、こういう中身が来ているとわかればいい話で、それを区切って休憩しないで、ほかを

話しておいて、あとからという形でいくんですか、これからずっと。時間がすごい係るなら別

ですが、そのくらいのもの出てこなかったら、おかしい話でないですか。それ資料請求してな

い私が悪いとなればそうなるのかどうかわかりませんけれども。

○委員長（大野一男君） そういうことはないと思います。今無理ですよね、吉田主幹。

それでは１時間経ちましたので、休憩を取りたいと思います。休憩を解き再開して引き続き

真柄委員の質問に対してまち側から答弁を求め再開したいとおもいます。
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１１時１０分まで休憩といたします。

休憩 午前１０時５７分

再開 午前１１時１０分

○委員長（大野一男君） 休憩を解き会議を再開いたします。

先ほど議運を開きまして、インターネット配信が不具合の件について議運で対処についてお

話合いをさせていただきました。今後の対応についても議論されましたので、細川議運委員長

から発言を求めます。

細川議員委員長。

○委員（細川伸男君） ただ今第７回議会運営委員会を開いた結果でございます。その件につ

いては事務局長より皆さんに説明してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） 横川事務局長。

○議会事務局長（横川洋二君） ただ今議会運営委員会で協議いたしまして、協議している最

中にインターネットが回復したということで連絡が入りました。今現在も写っている最中でご

ざいます。それで今回はこのまま続けさせていただいてます。今後このようなことが起きたと

きには、また休憩させていただいて、インターネット、町民が大分関心持っているみたいです

ので、一回休憩して原因等を探って、また回復したら再開したいと結論が出ましたので、お知

らせします。よろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） それでは会議を戻します。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 委員長、今ネットで見ている方いて、それでいいんですか。もう少し

詳しい説明しなくても大丈夫ですか。というのは、やはり配信が止まったというのは、どうし

てなったのかということがわからないで、とにかく直ったからいいですとなるのかがひとつ。

それからもう一つは、どの時点で配信が止まったかということがわからないで、現に決算委員

会しているので、その間空白の時間があるというその分についてのフォローの分についても、

どのくらいあって、どういうふうに支障があったのか、そういうとこもしっかり調べなくても

いいんですか。私は待ってるほうとしては、そういったものの内容説明もいただきたいです。

○委員長（大野一男君） 議会事務局で、今の平澤委員の質問で答えできましか。

石原委員。

○委員（石原広務君） 平澤委員の質問に関連ですが、先ほどご意見を言う方もいらっしゃっ

たんですが、どこから止まったのか。その分の録画もあとで放送できるのかっていうようなこ

との質問もありましたので、そこも含めて説明いただければと思います。

○委員長（大野一男君） 横川事務局長。

○議会事務局長（横川洋二君） 実際インターネットの中継されなくなったと連絡が入ったの

が３０分から４０分当たりたってから連絡が入りました。説明が続いておりますので続けさせ
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ていただきました。それで休憩になったところで協議したということでございます。それとそ

の間の部分についてどうなのかということでございますが、今の段階ではインターネット中継

で写っていなかった部分については、そのインターネット中継、再生はできないということに

なります。

○委員長（大野一男君） 原因についてはどうですか。

○議会事務局長（横川洋二君） 録画できているかどうかについては、見確認中でありますの

で、そこあとで調べてお知らせしたいと思います。それとですね、僕はできたのかどうかにつ

いては今未確認でありますので、そこを後で調べてお知らせしたいと思います。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） ただ心配なのが復旧したからいいだろうということではないと思うん

です。だから今これで会議止めて、これを調査するということではないんですけども、なぜ今

まであったことがこういうふうになってしまったのかということ、これをしっかり究明してお

かないと今後こういうことがあり得る。とにかくネットが復旧したからいいかっていうことで

ないと思うんです。その辺については徹底的に究明していただきたい。ただ今ここで究明する

ことを求めませんけれども、しかしこれはこういう場合想定してあったことに対して対処の仕

方はしっかり対応しておく必要があると思うので、今後については十分検討していただきたい

と申し添えて終わります。

○委員長（大野一男君） 横川事務局長。

○議会事務局長（横川洋二君） ただ今、委託をしてる業者に、今映っているんですが、なぜ

そうなったのかを調査していただいております。それについても調査、わかりましたら皆さん

にお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） よろしいですか。

（「はい」という者あり）

○委員長（大野一男君） それではネット配信については、ここで議論を終わりたいと思いま

す。

本題に戻します。

先ほどの真柄委員の質問に対し、まち側から答弁を求めます。

まちづくり推進課吉田主幹。

○まちづくり推進課主幹（吉田有哉君） 先ほどの人口減少に立ち向かう自治体連合会への負

担金１万円についてのご説明を申し上げます。地方の人口減少に立ち向かうため、地方版総合

戦略策定が必要不可欠となりました。それに向いまして全国の自治体において人口減少に立ち

向かう自治体が集まりまして、自治体連合会を設立しました。その立ち上げ総会に参加をさせ

ていただきまして、それに対する負担金１万円となっております。

以上が１万円の説明でございます。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 今、話聞いて私非常にがっかりしているんですが、これは今回の２７
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年度の地方創生の中、これがすごい予算を含めて地方創生ということは、大変、去年の事業の

中でも大きい事業ですね町長。繰越明許も含めてもかなりの…。それの入り口になる負担金が

今まで掛からないと説明できないという話がありますか。これおかしいんじゃないですか。で

あればこの１万円のほかに旅費からなにから含めてどれだけの経費掛ってますか。参加したの

であれば。

○委員長（大野一男君） 吉田主幹。

○まちづくり推進課主幹（吉田有哉君） この人口減少に立ち向かう自治体連合負担金１万円

のほかに、町長の上京分の旅費に使っております。そして自治体連合のそのあとにはセミナー

を開催しておりますが、そのほかに勉強会も開催しておりますが、公務の都合上出席できてお

りませんので、最初の立ち上げ総会のみ参加しております。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 私、今聞いてこれ誰聞いても思うんですけど、これ町長が出てるんで

しょ。しかもその設立総会に出て、その１万円が何だかわらなくて、今まで調べるのに掛った

ってこんな話ありますか。これおかしくないですか。そしたら地方創生の立ち上げだっていう

んだったら、こんなものわからないという話にはならないでしょ。どういう形で出張して、ど

ういう形の会議に出てたんですかという話になってきますよこれでいったら。それで尚且つ繰

越明許で何千万というお金でこれ事業やっているんです。それで入口の負担金です。私これき

ちんとした答弁できるまで、これはやっぱり町長から最終的なまとめの答弁いただくべきだと

思います。

○委員長（大野一男君） まち側答弁。

吉田主幹。

○まちづくり推進課主幹（吉田有哉君） まず連合なんですけれども、連合に人口減少に立ち

向かっていきませんかという働きかけのもとで、手を挙げた団体だけが参加しているものでご

ざいますので、すべての団体が入っているというのではございません。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 委員長これさっきも言ったように出口のところで、そういう形で町長

がしかも行っていて、この大事な会議に自分が必要だと思って旅費を使っていって、その１万

円が言われて指定されてそこまでわからないという形であれば、それは全然おかしいでしょと

私は言っているんです。だからきちんとした見解と答弁、誰が参加したかのかしないのか。そ

ういう担当課の話ではないです。

以上です。

○委員長（大野一男君） 吉田主幹、日時等詳細についてはもちろん資料がありますので、ま

ずそこの報告いただけますか。

○まちづくり推進課主幹（吉田有哉君） まず総会は昨年１０月２０日、東京都におきまして

開かれております。

○委員長（大野一男君） 確認しますがこの会議に町長が出席されたということでよろしいで
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すか。

吉田主幹。

○まちづくり推進課主幹（吉田有哉君） よろしいです。

○委員長（大野一男君） 真柄委員、町長から答弁を求めますか。

○委員（真柄克紀君） 最初から町長の答弁しかないですと言っているんです。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） この人口減少に立ち向う自治体連合ですが、これは担当からも説明し

ましたように、地方創生に係わることとして、皆で勉強しようという趣旨でございます。その

総会に参加をさせていただいて勉強してきたということになります。

よろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 委員長これ、出張だけで今この一つのことがこうなると、町長のいろ

いろ出張していることも、じゃどうなのという話になってくる。そのぐらいこれは１万円とい

えども、その意義を持って出張してるということを、しかも本人が出てるのであれば当然この

決算委員会の段階で、これはこういうものでこういう形で行ったと説明できなかったら、私た

ち議会としては、これなかなか私は納得できないです。そんなのすぐ出てくるものだと思う。

まして町長行っていると思ってなかったから、だからどういう会議なのかなと聞いたんです。

町長行っているんだったら、なにも時間の掛る何ものでもないし、そういう意義でこういう形

で行ったということをきちっと説明できなかったら意味ないじゃないですか。今の答弁では私

納得できない。町長と別にやる気はないんですが、まちの人見てますし、そんなので会議行っ

てるのかと思われたら大変なことです。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） この決算審査におきましては、質問にい対して担当係長答弁という指

示をしております。ですからそれに沿って現場から説明をさせたということで、最終的に町長

お願いしますということでありましたので、ただ今答弁をさせていただいたところであります。

○委員長（大野一男君） 町長、行為が事実としてあったわけですから、その目的等も町長か

ら説明がありましたけれども、もう少し深い見識の答弁があっていいと思うんですが、いかが

ですか。

○委員長（大野一男君） 西村まちつくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） それでは私からでありますがお答えさせております。

ただ今町長から発言があったとおり、この決算委員会に臨むに当たりましては、十分、職員が

勉強した上で係長がまず対応するというような指示を受けておりまして、その上にいる管理職

の私といたしましては、大変、真柄委員のご質問に速やかにお答えできなかったという点で深

く反省をしております。その上で再度お答えをさせていただきますが、先ほど来ご質問のあっ

た人口減少に立ち向かう自治体連合の負担金１万円につきましては、先ほど主幹から答弁いた

しましたとおり、今回の地方創生に関連して全国の自治体で同じような取り組みをしていかな
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ければならないということで、中心となる音頭取りをした自治体が各全国の自治体に呼びかけ

をして、そしてこういう連合を立ち上げたということでございますので、まずその点をご理解

願えればと思います。それに伴いまして先ほど申し上げましたとおり、昨年１０月２０日、東

京におきまして総会が開催されたということで、それに町長が出席をした経過でございますの

で、今後のこの連合の取り組みにつきましては、また進行がございましたら皆様にもお知らせ

をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） だから計画の中身とその意味についてはわかりました。だけど、今の

答弁からいくと町長自身はその中身はわかったけど、ルール上、担当係が話しまから今まで黙

っていたということですか。そういう進め方でいいんですか委員長。そうなるんですか。私は

町長が行っているんだから、町長きちんと、私はその事実を明らかにして町民にこういう形で

行ったんだと説明するのは、理事者が説明して何らおかしいことはないと思いますけど、こう

いうふうに言っていったら、それで実際の話の中で担当係と理事者との中でこういう形で答弁

がずれてきたらどうなるんですか。町長行ってないと私思っていた。ただ何か負担金か何かを

払っているだけだと。行っているなら全く話が違ってくるから私聞いてるので、その辺どうな

んですか。逆にそうした話、これは担当課の中で話すというルールになっているから担当課だ

というなら、議論出来ないじゃないですか。

○委員長（大野一男君） 副町長。

○副町長（髙野利廣君） 私から答えされていただきます。予算委員会、決算委員会等につき

ましては、こういった数字の内訳につきましては担当者が説明したら１番わかりやすいという

ことで、１番わかっている者が説明すべきだということで今までもしてきたわけです。今回も

この決算でありますから、直接担当している者からまずは中身の細かい数字について答える。

またそれについて、今後、将来それがどうなっていくのか、政策的にどうなっていくのかとい

うことになれば、これは理事者の答弁になるわけでございまして、最初の細かい数字等につい

ては、担当係長あるいは課長から説明させていただきたいと思って、今までもそうしてきたと

ころでありますし、これからもそうさせていただきたいと思っております。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 私何も職員をどうこう言うんじゃないです。ただ、仮に担当職員とし

てもこの１万円を出す意味は説明できないとおかしい話です。そこのところを私は言っている

んです。だからなかなか納得できないというのはそういうことです。まちの人見ているんです。

職員だったらわからなくても、それで説明したあとは、いよいよになったら理事者が答えるの

かと、そういう話にはならないでしょ。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今の話した内容で噛み合ってないところあると思うんですけども、私

の考えとしては、先ほどこの決算委員会に係る質問の内容で、この中身はいいんです。ただ答

弁の仕方というんですが、やはり決算委員会は、去年の結果なのでこれは１円から何万円大き
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くありますけども、それについて決算委員会は、それぞれ議員の皆さんも勉強してきてこの疑

問点についてお聞きしたいというのが決算委員会、それに対するお答えを迅速にいただきたい

というのが議員の願いなんです。ただここでこういうふうに時間かかってますけども、もっと

もっと審議したい内容あるんです。ただそこの中で、たまたま今、担当の方が発言されまして、

そしてちょっと待ってくださいというときに、それを知り得る人が上司になり、例えば町長で

あれ、副町長であれ、わかってるんだったら自分が答えますという形で答えてくれるのが、１

番決算委員会の流れとしていいんです。だから担当者に任せただけで、ちょっとお待ちくださ

いじゃなくて、やはり会議の進行を考えた中では、それを知りうる職員がいたら、誰々、例え

誰でもいいけどもすぐ答弁する。それが１番いいルールだと思うんです。ただ真柄委員が言っ

ているのも、やはりわかっている人がいたらすぐ答えていただきたかった。そしてまた町長が

実際に出席しているんなら、なおさらのことそこで手を挙げて自分行ってきましたからこうい

うことですということをすれば、それですぐ終わったんです。そういった中でやはり決算委員

会については、職員の皆さんも大変忙しい中、恐縮ですけども、やはり２７年度の決算に係る

ことすべてについて聞きたいことあるから、そういう面については、慎重に答弁できるような

体制、それが全部が全部１人できませんから、それは手分けした中で、即答弁できる体制をと

っていかないといつでも滞ってしまう点について、進行上に特に配慮願いたいと思います。こ

れが今回これだからどうのこうのと、どういうふうになるかということもありますけども、今

後については、まだまだ課題がありますから、そういう対応をしていただきたいと希望します。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） 大変時間をとらせたことは、まずお詫びを申し上げたいと思います。

ただ私もさまざまな会議に出席をしておりまして、詳細についてはなかなか、すぐ聞かれても

ということがございます。したがいまして休憩中に確認をさせていただいたところであります。

それで休憩後の答弁となったことについてご理解をいただきたいと思います。ただきちっと理

解してる部分につきましては、私も担当が十分でない答弁をしたとすれば、それは補足させて

いただきたいと思います。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 町長、今私聞いていて、今町長言わない方が良かったと思う。この地

方創生、仮に今いういろいろ会議に出ているかもしれないけど、地方創生というのは、一昨年

から今年に掛けてすごい議会も含めて、どんな方法で、どんな形で地域おこしするか。してな

おかつこういう、せたな町から始まり、いろいろな予算をつけて、そこの会議をいろいろな会

議に出てるから、そこをよく調べなかったらわからなかったといったら、まちの人なんだって

いいますよ。それは町長違う。やっぱりいろいろな会議に出てるかもわかりませんが、この会

議は、あのあと１年間掛けて議会と共にこれだけの仕事したんです。それがよく調べてみなか

ったらわからなかったという話は町長違うんじゃないですか。それともう一つ、やはり職員と

町長と事業するまで当然課長から全部、判を押していくだろうけど、そこにはその事業に対し

てきちっとした共同の形の価値観の共有がなかったら、今みたいな形になったら困ります。そ
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の点は、私は決算委員会ですから指摘しておきますけど、先ほどの町長の今の会議の、どうい

う形の会議にでるんだって、１回、１回そんなこと言ったら、どこにいってどうしているんだ

と。こっちもチェックしなければならなくなります。私は撤回してもらいたい。町長やっぱり

地方創生の会議は大事だと私は思いますけども、いかがですか。再度答弁願います。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） 委員のような考え方も当然あると思いますが、私としてはある程度、

確認をした中でないと答弁をするのは失礼と思っておりますので、その辺をきちんと確認をさ

せていただいて答弁を差し上げたと思っていただきたいと、理解をしていただきたいと思いま

す。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 町長はそういうことで、私も２つ指摘させていただきましたので、こ

れは、まちの方々も含めてやっぱりこれからの会議の出席の在り方等についてもいろいろ検討

しなければならい。お互いに研究しなければならないのはあるような気がいたしますので、そ

の点は、まずこれはこれとして質疑は辞めます。

先ほどの４町連携の件で、今のまちづくり課長の話だと、なんかスポーツ大会やるための協

議会としか思えないんだ、だけどそれやるのに、であれば各社会教育でも何でも含めた中でも

出来るわけであって、その会議はそんなものではないでしょ。１００何十万というのは、４町

同じ人口割で出したにしても、約１，０００万近い予算案です。その中でそれは、ことしはス

ポーツこれやるんだ。来年はあそこのまちでそれやるんだというだけで、中身が見えないとい

ったら私たちもちょっとえっと思うので、その辺もちょっと具体的に、どんな活動しているか

と、そのフットサルか何かそういうのをやるために、社会教育でも何でも体育協会でも頼んだ

って出来る話じゃないですか。その辺どうなんですか。

○委員長（大野一男君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） お答えいたします。ただ今真柄委員から先ほどの私の

答弁につきまして、ご意見がありましたが、先ほどお答えいたしました今金町で開催される歩

くスキーそれから八雲町で既に開催されました事業、それとせたな町で行うバブルサッカーと

いう点につきましては、いずれも平成２８年度にこれから実施するという、２８年度の事業で

ございますので、先ほどの私の答弁が的確であったかどうかというのは反省してるとこでござ

いますが、この２７年度の１７０万１，３００円の負担金につきましては、観光面での事業を

展開したものでございまして、その中につきましては課長補佐から説明をいたさせますので、

よろしくお願いいたします。

○委員長（大野一男君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） それでは２７年度に行いました北渡島檜山４町地

域連携推進協議会の中身につきましてご説明をさせていただきます。この４町連携につきまし

て、昨年の夏から特に４町で取り組みを始めまして、すぐにできる事業っていうのがなかなか

見つからなくて、食と観光の部分に特化した中で事業を２７年度進めさせていただいておりま
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す。１番最初に行なった事業につきましては、ことしに入ってから１月１７日に八雲町の丘の

駅で行いました食と観光フェアで４町の特産品それからマスコットキャラクターなどを持って

いきまして、観光のＰＲそれから物販等を行っております。その次に行いましたのが域内展示

会とビジネス交流会ということで、これも八雲町で行わせていただきまして、町内の特産品な

どを集めまして、ほかの町のバイヤー等にＰＲをさせていただきました。この結果、丘の駅の

店舗で町内の特産品などを新幹線の開業に合わせて３月から町内の物を置いてもらって、テス

ト的に販売をしている。その手数料分を協議会の中で見ているということでございます。それ

からそのテストマーケティングに伴って域内、これ４町のネットワークの構築も一緒に行って

おります。最後になりますが誘客促進キャンペーンということで観光ガイドブック、これはク

ーポン付のブックになっておりまして、これも春夏号として３月に発行しております。そのほ

か２８年度につきましては、同じような域内展示会、ビジネス交流会それからプロモーション

としましては、海外のプロモーションもこれから考えていく。それから物産カタログそれぞれ

４町にある特産品のカタログをこれから作っていきたいという状況でございます。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 今、詳しく説明してもらいました。中身についてはわかりました。こ

れは今後も継続という形で行かれるんでしょうけれども、今の話からいくと当面は観光中心の

事業で展開していくと理解してよろしいんですか。

○委員長（大野一男君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 今１番進んでるのが観光という状況になっており

ますが、教育の面でも今年八雲それから今金、せたなで始まっておりますし、今後の展開につ

きましては、まだほかの方面、病院の関係とかも出て来るのではないかと。事業の実施を通し

て人材の育成それから民間事業者との連携といった形で今後も進めるような状況になっており

ます。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） これからのいろいろ計画についてはいろいろなこと考えてられるとい

うことですから、それはそれとして大変期待したいと思いますが、いずれにしても今進んでい

る段階の中で、ある程度、先ほど言ったように町民の知ることによって、八雲の丘でのイベン

トとか、そういうものであって、そういう点ではＰＲ含めてやっていただいたほうが。それと

生産者の展示等も含めて、これを全部のまちの生産者の方々が知っているかといったら、もし

それで応募すればそういう形もできるとか、その辺のＰＲをもっともっとしていくべきだと思

うし、そのための予算は掛ってもいいと私はいいと思うので、補佐この辺について研究しても

らって、町民に対する認知とそれから協力をいただくほうが、さらにプラスになると思うので、

その辺の努力をしていただきたいと思いますが、ぜひお願いしたいと思います。

○委員長（大野一男君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 観光の部分につきましては、クーポン付ガイドブ

ックについては、今回、今年の３月に春と夏号を出して、先日１０月に秋冬号を出させていた
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だいております。来年の春夏号の準備に入っておりまして、そちらは商工会それから観光協会

を通して参加いただける店舗にお声がけをさせていただいております。また物産カタログにつ

きましても、そういった方面を使いながら参加を呼びかけている状況でございまして、来年度

につきましてもそういった取り組みをさせていただいて、せたな町ＰＲをしていきたいと思っ

ております。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 最後です。今の話からいくと、持ち回りということはイベントの会場

等も各町でイベント持ち回りでやりたいと捉えているんですか。

○委員長（大野一男君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 今年はやれる期間がなかったんですけれども、取

り組みとして来週また４町の食と観光推進部会がありますので、そちらで提案させていただき

たいと思っておりますが、各町それぞれイベントございますので、そちらで観光ＰＲ、それか

ら食のＰＲをさせていただけないかということで、また話をさせていただきたいと思っており

ます。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） お諮りします。１款議会費、２款総務費について質疑ありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終わります。

時計が１２時少し手前ですので、お昼休み休憩に入りたいと思います。

１時から再開をいたします。

午後からは３款民生費、４款衛生費から入ってまいりますので、よろしくお願いします。

それでは休憩といたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午後 １時００分

○委員長（大野一男君） 引き続き会議を再開いたします。

３款衛生費、４款衛生費の説明を求めます。

福士保健福祉課長。

○保健福祉課長（福士裕継君） それでは報告書の２６ページ民生費でございます。社会福祉

協議会運営事業補助金、決算額２，２４１万７，０００円で全額一般財源であります。人件費

及び物件費について、それぞれの補助率を基本に社会福祉協議会の運営に対する補助を行った

ものでございます。

次に敬老会開催業務、決算額１９０万７，０００円で全額一般財源であります。町内３区で

６会場で開催されました敬老会に係る委託料でございます。
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次に介護保険居宅サービス事業補助金、決算額２，４９８万８，０００円で全額一般財源で

あります。北檜山区は北檜山恵福会、大成区は慈恵会において実施をしておりますデイサービ

スセンターの運営に対する助成を行なったものであります。

次に老人クラブ運営費補助金、決算額１９８万２，０００円で、道補助金が６５万７，００

０円、残りが一般財源であります。老人クラブ連合会に対する助成でございます。

次に障害者地域活動支援センター業務、決算額６４８万円で全額一般財源であります。セン

ターの運営管理をＮＰＯ法人瀬棚共同作業所ふれんどに委託実施しているのであります。

次に障害者グループホームのぞみ指定管理料、決算額２２７万５，０００円で全額一般財源

であります。施設の指定管理者を有限会社松神建設に指定し運営をしているものであります。

次に老人ホーム運営費、決算額６，９１０万３，０００円で全額措置費と入所費用徴収金で

あります。三杉荘の運営管理に努めたものであり、毎月１日現在の入所平均人数は４９．３人

で、入所率は９８．６％となってございます。

次に生活支援ハウス運営事業、決算額２，５０４万７，０００円で、使用料が３１２万８，

０００円、残りが一般財源であります。北檜山及び瀬棚の２施設の運営管理委託に要する経費

であります。

○委員長（大野一男君） 吉崎町民児童課長。

○町民児童課長（吉崎照人君） ２７ページです。重度心身障害者医療費助成事業、決算額３，

３９５万５，０００円、国道支出金１，１８９万１，０００円、その他７４６万５，０００円

一般財源１，４５９万９，０００円でございます。重度の障害を持つ方に対して医療費の助成

を行なったもので、助成件数は６，０３９件です。

次にひとり親家庭等医療費助成事業で決算額３６７万５，０００円、国道支出金１３８万７，

０００円、その他３５万６，０００円、一般財源１９３万２，０００円でございます。ひとり

親家庭への医療費の助成を行なったもので、助成件数は１，０２８件です。

○委員長（大野一男君） 西村まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） 続きまして、ふくしまキッズ・せたなサマースクール

実行委員会補助金でございます。決算額７１万４，０００円、全額一般財源でございます。福

島のお子さん２６名とボランティア５名を８月６日から８月８日まで２泊３日で受け入れをし

たものでございます。

○委員長（大野一男君） 福士保健福祉課長。

○保健福祉課長（福士裕継君） 瀬棚養護老人ホーム三杉荘改築工事基本設計業務、決算額７

８８万４，０００円で全額一般財源であります。委託期間は昨年４月１６日から本年２月２９

日までで、三杉荘改築事業に係る建築概要がまとまったものでございます。

○委員長（大野一男君） 吉崎町民児童課長。

○町民児童課長（吉崎照人君） 次に乳幼児等医療費助成事業で１，９９８万４，０００円、

国道支出金３３７万９，０００円、その他１万２，０００円、一般財源１，６５９万３，００

０円でございます。未就学児童から高校生までを対象とし、医療費助成を行ったもので助成件
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数は８，８６５件でございます。

３款民生費の説明を終ります。

○委員長（大野一男君） 福士保健福祉課長。

○保健福祉課長（福士裕継君） それでは続きまして衛生費でございます。母子健康診査等業

務決算額５３３万９，０００円で、その他財源で１万６，０００円、残りが一般財源でありま

す。母子保健対策といたしまして、各種健康診査、健康相談、健康教育事業実施、母子支援に

努めたところでございます。実施内容につきましては記載のとおりであります。

次に２８ページであります。予防接種業務、決算額１，２２７万６，０００円で、その他財

源であり１４０万円、残りが一般財源であります。乳幼児、高齢者に対し予防接種法に基づく

定期接種及び任意接種を実施するとともにエキノコックス症検査を行い公衆衛生の向上に努め

たところであります。

次に健康づくり推進事業、決算額１，８５４万４，０００円で、道補助金が７５万５，００

０円、その他財源６８５万３，０００円、残りが一般財源であります。町民の健康づくり、健

康保持のため各種健康診査、健康教室、疾病予防などの実施に努めたところでございます。

以上で説明を終わります。

○委員長（大野一男君） 吉崎町民児童課長。

○町民児童課長（吉崎照人君） 次に資源ごみ回収補助金、決算額８７万４，０００円、全額

一般財源でございます。資源ごみ回収を行っている子供会や町内会など３８団体へ補助を行っ

たものでございます。回収されたごみの総量は約２３１トンとなっております。

次に公営温泉浴場管理費３，０７２万９，０００円、その他財源は１，０８３万１，０００

円、一般財源で１，９８９万８，０００円でございます。温浴施設やすらぎ館に係る運営費で

ございます。利用者は２万７，６１７人となっております。

次に衛生センター組合負担金２億３１８万３，０００円、全額一般財源で、内容は構成町の

普通負担金が１億６，００３万８，０００円、特別負担金４，３１４万５，０００円です。

２９ページでございます。し尿等処理事業、決算額３，５８１万円、その他財源で２，４４

６万３，０００円、一般財源で１，１３４万７，０００円です。し尿の収集量は４，０８８．

１４キロリットル、延件数５，５５５件でございます。また北檜山下水処理場し尿等処分負担

金が１，５３５万５，０００円となっております。

以上で４款衛生費の説明を終ります。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりました。３款民生費、４款衛生費の質疑を許します。

決算書では一般７０ページから一般９３ページまでであります。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 決算に係る主要な施策の報告書、これの２６ページについてお伺いい

たします。老人クラブ運営費補助金、先ほど説明いただきました予算額が２１３万に対し決算

が１９８万で９３．１％、これは老人クラブ数１８団体に会員５０９人の中で、この運営費の

補助金の執行残、残ったというのは、各団体にそれぞれ補助金として出してるものが、団体が
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減ったということなのか、また老人クラブの人数が減ったということなのか、執行残について

の９３．１％の執行に対しての説明をお願います。

○委員長（大野一男君） 竹内社会福祉係長。

○社会福祉係長（竹内亜希子君） この補助金については、１団体について１か月３，０００

円の基準がありまして、団体数が当初予算は２０団体を考えておりましたが、団体数が減少し

たため１８団体ということで減っております。更に１人当たり１，５００円というようなクラ

ブ員数割があるんですけども、こちらのほうも５０９名ということで当初から人数が減少して

おります。

○委員（平澤 等君） 良く聞こえない。

○社会福祉係長（竹内亜希子君） 団体が２０団体を見ておりましたものが、１８団体に減少

しまして、１か月１団体３，０００円を基準としておりましたので、その分の減少と、１人当

たりの補助金が１，５００円で人数割を見ておりますが、こちらのほうの会員数の減少により

減となっております。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 私は詳しく調査はしていないですけども、今は結構老人世帯が多くな

っている中で、団体の減少とか会員数の減少とかは、そういうこともあるのかという感じで、

やはり今高齢化の中で団塊の世代も老人クラブに入っていく活動の中で、こういうふうに減少

になるということ、これはもし手元にあるのであれば当初２０団体で予算したのが２団体減っ

たということなので、この２団体減ったというのは、最初１８団体で更に増えるからと思い２

０団体の予算だったのか、それとも既存の団体が解消されたという解釈、両方あると思います

が、その辺についていかがですか。

○委員（真柄克紀君） 竹内社会福祉係長。

○社会福祉係長（竹内亜希子君） 当初２０団体ございまして、２団体解消となっております。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 健康づくり推進事業、聞くところによりますとこの受診を含めた検診

率が大変上がってきてる中で、最終的な執行率は一時期よりはかなり上がっているように私は

感じておりますが、この努力に対しては大変感謝するところですけど、こういうふうに検診の

実質的な充実の中で、国保会計なり病院の診療代含めて、若干でもいいですからそういう顕著

な形で表れてるというようなデータは、まだそこまでの成果は出てきてませんか。その辺につ

いてどのように判断されておられるか、お聞きしたいです。

○委員長（大野一男君） 福士保健福祉課長。

○保健福祉課長（福士裕継君） 真柄委員のご質問にお答えいたしますが、ただ今のご質問の

趣旨ご理解いたしましたが、そこまでの調査といいますか、データ等は掌握してございません

ので、その辺はこういった健康づくり事業と医療費等々にどう反映されているのか、担当課と

して病院とも連携をしながら調査してまいりたいと思います。
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○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 私も今お願いしたいことは、そういうデータがあるとそれを何かの形

で町民に知らしめることによって、さらに検診率の重要性とかも高まると思いますので、忙し

いと思いますけど、やはり結果としての成果というのは、きちんと決算委員会等で報告してい

ただければ大変ありがたいと思いますので、重ねて忙しいのはわかりますけれども研究してい

ただきたいと思います。それとこのいろいろな検診の中で、今はこれ満たされるかどうかわか

りませんけれども、一時、頭の検診が希望したくてもなかなか枠が決められて１００％実施で

きないという時期もありましたけど、現段階でどのような状態になっているかお知らせいただ

ければありがたいと思います。

○委員長（大野一男君） 垣本保健推進係長。

○保健推進係長（垣本利子君） 現在の頭の健診の申し込み状況ですけれども、３区でやって

いるんですけれども、よく抽選が外れたとか、申し込んでも当たらないと言ったのは北檜山区

が多かったという現状があります。それで３区ではやっているんですけれども、今１番人口が

多い北檜山区の人の受診枠を広げて、ちょっと瀬棚と大成の人たちはちょっと少な目にはなっ

てはいるんですけども、それで大体、多くの人が希望したら受けているような形に今はなって

おります。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） それは北檜山区に人口が多い分だけ、北檜山で今まで対応ができなか

ったということなんですね。予算的にはこの頭の検診に関して予算は十分に確保されているん

ですか。そうですか。それでは、うまく運用をしながらより良い施策を進めていただきたいと

思います。それと先ほど言いました成果については、ぜひこの次の決算委員会等あたりで報告

できるように努力をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） まち側答弁いいですか。

福士福祉課長。

○保健福祉課長（福士裕継君） そのように取り組みさせていただきます。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） ２７ページの老人ホーム三杉荘の改築工事の基本設計です。この件に

ついて予算と決算と同額と載ってますけれども、これ見積もり合わせなのか、入札してやった

のか、その入札の結果がこの予算とピッタリということになったのか、その辺の事情を聞きた

いと思います。

○委員長（大野一男君） 西田課長補佐。

○保健福祉課長補佐（西田良子君） 予算につきましては８３１万６，０００円見込んでおり

まして、見積もり合わせを実施いたしまして、落ちたという次第でございます。

○委員長（大野一男君） 佐々木財政課長。

○財政課長（佐々木正則君） 見積もり合わせの執行残を補正減額いたしておりますので、同
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額ということでございます。

○委員（細川伸男君） もう一回お願いします。聞こえないんだけど。

○委員長（大野一男君） 佐々木財政課長。

○財政課長（佐々木正則君） 予算額と決算額が同じということにつきましては、入札の結果

７８８万４，０００円になりましたので、当初予算額を減額補正いたしましたので、予算額と

決算額が同額ということでございます。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） ３款民生費、４款衛生費の質疑を終わります。

説明員交換のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時２０分

再開 午後 １時２２分

○委員長（大野一男君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

５款労働費、６款農林水産業費の説明を求めます。

西村まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） それでは資料の２９ページでございます。５款労働費

でございますが、決算書でいいますと一般の９３ページとなります。渡島檜山北部通年雇用促

進支援事業、決算額４万９，０００円でございます。これにつきましては、季節労働者の通年

雇用の促進を広域で行うものでありまして、関係４町並びに関係団体で構成する協議会におき

まして、求人の開拓、事業者向けの雇用化促進支援セミナー、雇用相談窓口の開設などを行な

ったものでございます。

○委員長（大野一男君） 佐藤農務課長。

○農務課長（佐藤英美君） 続きまして農林水産業費です。産業担い手育成事業奨励金、農業

関係分４００万、平成２７年度に奨励金の交付対象となった新規就農者１名、Ｕターン者など

２名に対し交付し、担い手の育成確保を図ったものであります。

続きまして、産業担い手育成事業補助金８９万２，０００円、平成２２年度に新規就農した

農業者２名に対し、農地賃貸料、固定資産税等の補助を行い負担軽減を図ったものであります。

続きまして、環境保全型農業直接支払交付金事業補助金５３０万３，０００円、地球温暖化

や生物多様性保全に効果の高い営農に取り組む農業者に対し追加的コストを支援するもので、

１１戸の農業者が有機農業や化学肥料、農薬の５割低減、カバークロップの栽培などの取り組

みを行いました。

続きまして、北海道青年就農給付金事業交付金４５０万円、平成２４年度から始まった国の

担い手支援対策で、平成２７年度に町内に新規就農した２組、夫婦ですけども、農業者に対し

支援したものであります。
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続きまして、中山間地域等直接支払交付金５，１０８万７，０００円、要件を満たした傾斜

地の面積に応じて交付金が交付され、各集落の協定に基づき農地保全活動や地域独自の農業生

産活動への助成などに活用されました。

続きまして、経営体育成支援事業補助金、融資主体型補助事業でございます。１６１万６，

０００円、国の強い農業づくり事業を活用し、１戸の農業者が取り組む経営規模拡大、馬鈴薯

の規格内率の向上に係る馬鈴薯選別機などの機械の導入に対し支援したものであります。

続きまして、玄米ばら集出荷施設色彩選別機等増設事業補助金９，０４１万３，０００円、

国の強い農業づくり事業を活用し、北檜山町農業協同組合が事業主体となり色彩選別機などの

増設事業に対し支援したものであります。

３０ページになります。米乾燥調製貯蔵施設増強事業補助金２，１７１万７，０００円、国

の攻めの農業実践緊急対策事業を活用し、新函館農業協同組合が色彩選別機などの増強事業に

対し支援したものであります。

続きまして、町営牧場指定管理料４５０万です。すいませんここで訂正をお願いしたいと思

います。主な事業実績欄の入牧頭数２２４頭を２３１頭へ、２０戸を１９戸へ訂正をお願いい

たします。町営牧場の運営に係る指定管理料で５月２７日から１０月２３日までの放牧期間に

２３１頭の入牧がありました。

続きまして、町営牧場草地管理機械購入事業でございます。２１６万１，０００円です。町

営牧場の草地管理を行うため新たにスプレッダー、ディスクモア各１台を導入したものであり

ます。

続きまして、北部檜山酪農ヘルパー利用組合事業費補助金１５０万です。利用組合への運営

助成によりヘルパー利用が促進され酪農家のゆとりある経営支援を図ったものであります。

続きまして、優良家畜導入支援事業補助金１，２３２万８，０００円、２４年度から実施し

乳牛３３頭のほか、肉用牛などの優良家畜の導入費の一部に対し支援し、繁殖効率や生産能力

の向上を図ったものであります。

続きまして、畜産粗飼料生産性向上対策事業補助金１７６万３，０００円、配合飼料の高騰

により畜産農家の経営を圧迫していることから良質な粗飼料の確保を図るため、デントコーン

の作付拡大８．８ヘクタール、草地の自家更新種子助成５２．４ヘクタール、追播の種子助成

１１６．５ヘクタールなどに係る経費の一部を助成し、負担の軽減を図ったものであります。

続きまして、基幹水利施設管理事業、団体営事業でございます。２，１１９万３，０００円

でございます。真駒内ダムの計画的な更新改修により農業用水の安定供給と機能強化を図るた

め、非常放流ゲートバルブ電動機の交換工事など行なったものであります。

続きまして、農業基盤整備促進事業、団体営事業でございます。２，０１６万４，０００円、

農産物の生産性の向上を図るため北檜山区内の圃場について区画整理５．１１ヘクタール、暗

渠排水３．７ヘクタールを実施いたしました。

続きまして、豊岡幹線排水路機能回復事業８７５万です。豊岡排水機場に接続する排水路に

堆積した土砂が通水機能を阻害していることから、今年度７３０メートルの区間の土砂等の除
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去を行い農地の保全に努めました。

続きまして、国営造成施設管理体制整備促進事業、団体営事業でございます。４３１万３，

０００円、後志利別川水系、太櫓川水系にある農業水利施設の維持管理体制の強化を図るため、

これら施設を管理している狩場利別土地改良区に助成し農家賦課金の負担軽減を図ったもので

あります。

３１ページでございます。がんび岱地区農道整備事業補助金、道営事業でございます。６７

０万８，０００円、防雪柵２６０メートルの整備を実施したものであります。

農業センター業務運営事業１，１５２万７，０００円、各種試験栽培、ブロッコリーの苗の

供給、土壌診断等を実施し農業者の負担軽減と情報提供を図ったほか、農業塾を継続開催し若

手農業者の意識向上を図ったものであります。事業の詳細につきましては、記載のとおりでご

ざいます。

以上農務課所管分の説明を終わります。

○委員長（大野一男君） 松村水産林務課長。

○水産林務課長（松村 悟君） 続きまして水産林務課所管分の説明をいたします。３１ペー

ジの農林水産業費の続きからでございます。中ほど林務関係でございます。産業担い手育成事

業奨励金、林業関係１００万円でございますが、林業関係分で父が営む林業事業体に平成２７

年度Ｕターン等就業者１名に対し奨励金を交付したものであります。

次に未利用林地残材活用モデル事業５００万円でございますが、人工林で間伐等により大量

に発生する林地残材の活用を図るため、搬出経費の一部助成事業費４００万円と木質バイオマ

ス利用計画策定に向けた資料収集事業費１００万円を行なったものであります。

次に未来につなぐ森づくり推進事業補助金９８１万５，０００円ですが、伐採跡地への確実

な植林により資源の循環利用を図るため、対象者１４名、３８．４４ヘクタールの造林に対し

補助したものであります。

次に一般民有林造林事業補助金でございますが、町内の民有林において除間伐補助対象者は

２２名、１２８．２８ヘクタールで４５４万６，０００円、下刈り補助対象者７２名、１９９．

２３ヘクタールで８２万３，０００円の造林事業を実施し、森林整備を図ったものでございま

す。

次に森林整備地域活動支援交付金事業６０９万３，０００円でございますが、森林所有者の

高齢化や不在化により適正な管理ができていない状況が発生していることから、森林の計画的

な整備を推進するため、本事業により状況調査を行い山林境界の確認や間伐、作業路網の改良

を実施したものでございます。

次に二俣１号線町有林循環造成工事７３９万８，０００円ですが、伐採した立木の売払い収

入を得ながら、二俣地区の町有林８ヘクタールの更新伐、樹下植栽を行なったものでございま

す。

次に林業専用道共和線開設工事３，７８６万４，０００円でございますが、共和地区町有林

の森林整備促進を図るため、２７年度１，２７２メーターを開設いたしました。
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３２ページになります。未利用間伐材利用促進対策事業４８０万６，０００円でございます

が、未利用間伐材の利用促進を図るため共和地区、宮野地区の２０．２４ヘクタールの間伐を

実施し３２８．２立方メートルの間伐材の搬出を行いました。

次に町有地下刈工事４５３万６，０００円ですが、町有地の幼木の健全な成長促進を図るた

め５３．３３ヘクタールの下刈り整備を行いました。

次に漁業関係でございます。水産多面的機能発揮対策事業負担金２６０万３，０００円です

が、瀬棚地区ほか３地区の藻場保全活動組織が行う藻場造成などの保全活動を事業に対し支援

をしたものであります。

次にウニ移植放流事業補助金８１０万円、檜山振興基金を財源にキタムラサキウニ８０トン

の深浅移植放流を行い前浜の漁業資源の確保を図りました。

次にウニ種苗購入事業補助金４２７万５，０００円、檜山漁業振興基金を財源にバフンウニ

種苗３２万４，０００粒、キタムラサキウニ１０万５，０００粒の購入に対し助成を行いまし

た。

次に日本海漁業振興緊急対策事業４５５万９，０００円ですが、道が策定した日本海漁業振

興基本方針に基づき実施されました養殖事業の取り組みに対し支援をしたものでございます。

次に産業担い手育成事業奨励金漁業関係分１００万でございますが、漁業関係分で平成２７

年度の新学卒就業者１名に対し奨励金を交付したものであります。

次に３３ページになります。水産資源等調査業務６６４万２，０００円ですが、町内におけ

る水産振興の基礎を資料とするため、ニシンの来遊状況や貝類の生息に障害となる有害生物の

駆除及び生息状況などについて調査を行なったものであります。

次に上浦漁港整備事業負担金大成区８２６万８，０００円でございますが、大成区上浦漁港

において船揚場改良工事、延長６８．７メートルを実施し漁港機能の充実を図ったものであり

ます。

次にあわび種苗供給事業４，７５０万１，０００円でございますが、まちの水産種苗センタ

ーから、ひやま漁協を含めた各漁協に対し３５ミリから５０ミリのアワビ種苗３０万９，５０

０個を供給いたしました。

次にナマコ栽培漁業試験事業２８１万５，０００円ですが、漁業者から要望の高いナマコ種

苗について水産種苗センターで生産した種苗約５万９，０００個を町内３か所に放流し前浜資

源の確保に努めました。

次に吹込青年研修所屋根改修工事３１３万２，０００円ですが、地域の主要施設であります

吹込青年研修所の屋根軒天の葺き替えなどを行なったものであります。

次に白岩漁村センター屋根改修工事１７５万円でございますが、地域の主要施設であります

白岩漁村センターの屋根の葺き替えなどを行なったものであります。

以上です。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりました。

５款労働費、６款農林水産業費の質疑を許します。決算書では一般の９３ページから一般１
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１０ページまでであります。

本多委員。

○委員（本多 浩君） ２９ページです。農林水産業費の中で玄米ばら集出荷施設色彩選別機

等増設事業補助金ですが、その事業効果がここで示されているわけですが、この事業効果とい

うのは、当該ＪＡからこういう効果がありましたという報告があって、こういう効果がありま

すという記載がされているんですか。

○委員長（大野一男君） 長内農政係長。

○農政係長（長内解人君） ただ今の質問にお答えします。玄米ばら施設で色選を導入したも

のは、北檜山町農協から２６年度と比較したものが上がっておりまして、施設の稼働日数では

２６年から比べますと４９日間減っておりまして、平均の処理量も２６年度と比較しますと１，

８００キロほど増えております。

以上です。

○委員長（大野一男君） 本多委員。

○委員（本多 浩君） きちんとＪＡからの効果、報告がなされているということで、これは

よろしいですが、なかなかこういう大きな事業に対する補助をしますと、中にはやはり期待さ

れた効果が得られないといった事柄も起きてくると私は思うんです。そういったことについて

もＪＡからこういう点が余り効果がなかったんだという、マイナスといったらなんですが、そ

ういう報告はありませんでしたか。

○委員長（大野一男君） 長内農政係長。

○農政係長（長内解人君） ただ今の質問にお答えします。現在のところ農協さんからそうい

う報告は上がっておりません。

○委員長（大野一男君） 本多委員。

○委員（本多 浩君） 今後こういった似通った同類の補助事業が、これから多分まだまだ出

てくると思いますが、こういった効果の期待できなかった部分は、やっぱり押さえておくのが

非常に今後の補助事業の展開、参考になってくるのではないかと思いますので、これからは良

い点ばかりでなく、きちんと悪い点といったらなんですけれども、効果の薄かった点もきちん

と把握しておいてほしいと思います。

以上です。

○委員長（大野一男君） 長内農政係長。

○農政係長（長内解人君） 今の委員のお言葉とおり農協さんといろいろ不都合だとか、都合

の悪いといいますか、不具合のところがあればどんどん言ってもらえるようにお話して協議し

てまいりたいと思います。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 決算書の３３ページ、１番上に水産資源調査業務で６６４万２，００

０円あるんですが、水産資源とか漁業関係者非常にことしも漁獲高が大変だという考えで、こ
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の業務は非常に大事な業務だと思うんです。そういった意味でこの６００万以上のお金を掛け

て資源調査をされたということですが、それは非常に今回、的を得た大事な時期にこういうふ

うに調査をしたということですが、気になるのがここの事業効果にデータが乏しかったと書い

ているのが、すごく気になって質問したわけなんですけども、こういった予算掛けた中でいろ

いろな調査したというところで、この成果は余りなかったと判断していいのか、またこれに対

して対応するやり方はいろいろあると思うんですが、ニシンの来遊それからエゾバカガイとか

カシパンそれから生息調査こういった面についてもう少し詳しく説明できれば、ありがたいん

ですが、いかがでしょうか。

○委員長（大野一男君） 藤井水産係長。

○水産係長（藤井卓也君） ただ今の委員の質問についてですが、効果が乏しかったというは

ニシンの来遊調査について実施したのが、バカガイの調査とカシパンの調査ができない大成区

で実施しておりまして、調査箇所がどうしても冬場荒天があり、思った場所に網が設置できな

いなどの状況もありました。またヤリイカが豊漁で結果的にニシンがかかったんですが、ニシ

ンが食べられてしまっている状況等もありまして、良かったのか、悪かったのかちょっとわか

らない結果ということもありまして、思ったようなデータが取れない状況となっております。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 予算執行に当たって今の話の中身聞いて冬場に調査したということな

ので、会計年度からいけば４月の段階で出ているので、調査した機関がそういう説明では納得

しにくい点があるんです。やはり費用をかけるのであれば、この調査はどこかの業者に委託し

たということなのか、例えば漁協でしたのか、役場でしたのか、それも教えってほしいんです

が、その中で今の答弁はちょっと足りないと思います。

お願いします。

○委員長（大野一男君） 藤井水産係長。

○水産係長（藤井卓也君） 申し訳ありませんでした。ただ今のご質問ですが１月の臨時議会

において予算を付けていただきまして、調査期間は２月１日から３月１６日までの期間で実施

させていただいております。本当は４月とかに実施できれば、またそれはそれで違う結果が出

たかと思うんですが、予算の範囲内で年度内で漁協に対して調査を委託したという形になって

おりますので、ご理解願います。

○委員長（大野一男君） 松村水産林務課長。

○水産林務課長（松村 悟君） すいません補足させていただきます。データの乏しかったと

いう記述ですが、ニシンに対する知見が、今までは乏しかったということで、今回はカシパン

の駆除と、前回も質問あったかもしれませんが、カシパンの駆除とニシンのデータも揃える必

要があるということで今回やらせていただきました。その結果ニシンについては、今まで漁業

がこの時期されておりませんでしたので、瀬棚沿岸にはニシン居ないのではないかという話も

ございましたけれども、調査の結果ではニシン１９匹を捕獲しております。ただ捕獲されて親

魚として利用できるものは採卵に回すという計画でおりましたけれども、先ほど係長のほうか
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ら説明あったとおり、ヤリイカが非常にこの事業の中で発見したということもあって、ヤリイ

カの捕食もあって親としての利用は出来ませんでした。それともう一つエゾバカガイの漁場を

競合するということで、カシパンという生物がおりますけれども、そのカシパンの駆除を実施

したところ生息も見られておりまして、本年度から国の補助事業に乗っかって実施するという

元データとなって今年から駆除を実施している調査の内容になってございます。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今の説明で２月からだから２か月間の限られた厳冬期の中で調査する

ことについては漁協に委託しても、やはり天候の関係でできなかったということでは理解でき

ました。それについて先ほど冒頭申しましたように非常に大事な調査だと思うので、これまた

継続してやっていくと思うんですけども、今回みたいなデータ踏まえた中で今の漁業者の実態

考えた上では、やはりこれらについても通年とした中でしっかりした調査と、それから対策出

しいただきたいという希望添えて終わります。

○委員長（大野一男君） 松村水産林務課長。

○水産林務課長（松村 悟君） 漁業資源の関係につきましては非常に重要なものでございま

すので、地元の漁業者とも相談しながら今後の調査ですとか、在り方については検討してまい

りたいと考えております。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 関連させていただいて確認も含めて質問させています。今の平澤委員

の質問で松村課長からご答弁ありますけど、今回の調査に関しては、私の認識は不漁対策もあ

ったということで認識してるんですがその辺の確認と、国の補助事業に乗るために調査をした

ということですから、今後、継続も含めて新年度以降、その国の補助制度に乗った中で、今ま

でのようなニシンやカシパンなりの駆除、そういう調査や事業が行なわれるのか、その辺確認

だけさせてください。

○委員長（大野一男君） 松村水産林務課長。

○水産林務課長（松村 悟君） この調査につきましては委員おっしゃっておりますように、

何とか浜の不漁対策にもつなげたいということで実施したものでございます。それで現在２８

年度、今年から５か年にわたって、エゾバカガイの漁場におります競合生物でありますカシパ

ンの駆除については５か年の計画で継続実施することになっておりますので、そこら辺も含め

てより有効な手立てについても地元の漁業者の方の意見を聞きながら、効果的に国の事業を使

いながら整備していきたいと考えております。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） カシパンの駆除に関しては当初予定してた以外のところにも生息して

いるということが漁業者から意見として聞きましたので、以前常任委員会でも述べさせていた

だきましたので課長おっしゃるように、地元の漁業者とよく協議した中で進めていただきたい

と思います。あとニシンの調査に合わせて町長も認識してるように、思わぬ副産物というか、

本当にヤリイカが大漁になったものですから、浜にはいろいろまだ可能性がありますので、ぜ



- 37 -

ひいろいろ前向きな協議をしながら進めていただきたいと思います。

以上です。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

真柄委員。

○委員（真柄克紀君） それでは私、所管で予算を通した経緯があるのであれなんですが、農

業総務費の中の報償費２０万の予算で、執行８万で不用額１２万、これは講習会か、それから

講師を呼んでの担い手に対する勉強会だと思うんですが、こういう予算の場合に８万円で終わ

るということより、この残っている予算の中でもう１回ぐらい有効利用の勉強会とかやるほう

が、私は残すより効率的だと思いますが、そういう考えは一切なかったですか。

○委員長（大野一男君） 真柄委員決算書は何ページなりますか。

○委員（真柄克紀君） 決算書は９５ページの下から３番目、産業担い手育成セミナー講師謝

礼。

○委員長（大野一男君） 長内農政係長。

○農政係長（長内解人君） ただ今の質問にお答えします。２７年度はことし２月２５日に開

催しまして、瀬棚区の町民センターで北大の農学研究員の正木准教授にお願いして実施しまし

た。実際２７年度はこの１回限りという話しか出ませんでしたので、今後、予算を有効に使え

るように課内でも協議して予算の範囲内で、出来るのであれば２回なり３回実施するように協

議していきたいと思います。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 私これせっかくのいい事業だと思って、当初予算を取ってるんですか

らこの辺はやっぱり、これ各対象者から希望を取ったからプランニングするんですか。その２

月ですから、これの調査とか、希望はいつ頃取っているんですか。

○委員長（大野一男君） 長内農政係長。

○農政係長（長内解人君） １２月から１月に掛けて農協なり、農協の青年の方だとかに、ど

ういうようなセミナーなどを開いてほしいとかを確認しまして、その中で話が出てこないのは

結構多くて、その中で私たちのほうでこういうものが必要でないかというのを協議して、その

時、その時で皆さんのためになるようなものを考えて実施しております。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 担当課の苦労はわかりましたけど、そしたら各対象者から希望はほと

んどないんですか。

○委員長（大野一男君） 長内農政係長。

○農政係長（長内解人君） 多少希望があったりとかもしますが、全体にセミナーを開いて、

人が集まって聞いてもらえるかどうかというのもありまして、あと国の制度が変わったりだと

かしたときもありますので、それに合わせて農政事務所に来ていただいて、事業の変わった新

しい制度とかの説明も合わせて開かさせていただいてます。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。
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○委員（真柄克紀君） ではその当初予算はどういう考えで組むんですか。それじゃ全然おか

しい話になるでしょ。当初予算組んでこれだけのしかも不用額でたとなるとそこにこの予算は

どういう形で立案してこういう成果をだしたということをやらなかったら、決算委員会になら

ないし、それだったら予算は付けたけど具体的なもの何もなくて、いよいよなかったからこう

だという話なら私はこの予算の付け方自体がそれでいいのかいという話になってくるのではな

いですか。不用額３分の２が余っているんです。

○委員長（大野一男君） 佐藤農務課長。

○農務課長（佐藤英美君） このセミナーにつきましては、耕種部門と畜産部門２回を想定し

て予算組させていただいております。１回が約１０万程度を見込んで２回ということで２０万

設定して予算取りをしております。

以上でございます。

それで今回２７年度につきましては、たまたま共通のものということで１回のみセミナーを

開催させていただいている次第でありまして、２６年度、先ほど説明あったとおり国の制度が

変わった等があればその制度を農政事務所の職員等、報酬の掛からない方を呼んで説明をして

もらったりしております。

以上です。

○委員長（大野一男君） 真柄委員いかがでしょうか。

真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 事実はそうだと思うんですけど、この報償費を予算立てして、これを

有効に使うという形の持っていきかたなんなりの取り組みはどういうふうにしてるんですかと

聞いているんです。このセミナーとかなんとかでなく、ただ報償費でボンと上げればいいとい

うことなんですか。そういうことで報償費で上げて、そのかわり何に使ってもいいというふう

に、どんなやつやってもいいというふうに、これ捉えるほうでいいんですか。あくまでセミナ

ーをやるという形の報償費なの。どっちなんですか。

○委員長（大野一男君） 佐藤農務課長。

○農務課長（佐藤英美君） 報償費の交渉にあたり、最大限１０万で２回という設定しており

ますので、その交渉次第によっては、例えば５万になったりとか今回みたいに８万になったり

とかという場合があります。たまたま昨年度は２回設定したんですけども、１回しかでません

でしたという話でございます。基本は２回と考えておりますので、ご理解願いたいと思います。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 私はさっきから言っているように、少なくとも３分の２近いものが、

そうなると１人１万円の報償もいろいろあるかもわからないけど、そうなったら、ある程度の

段階の中で、これは有効にいろいろな策をお互いに対象者方と協議しながらでも、これ町長も

こういうものは増やすと何年か前から言って、施策の中に入ってわけですから、それは有効に

使ってくださいという意味で、そこで年度の中でいろいろな研究してやったんですかと質問し

ているだけで、そういうことをきちんとやってもらえれば、幾ら希望がなかったとはいえこれ
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はきちんと１００％消化する形で、担当課は申し訳ないけども対象者と話をしながら進んでい

って、有効活用していただきたいという希望を込めて言っていると理解してください。いいで

すか。

○委員長（大野一男君） 佐藤農務課長。

○農務課長（佐藤英美君） ご指摘のとおり検討して有効活用をさせていただきたいと思って

おります。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） ３１ページです。農業センターの業務運営事業について内容説明願い

たいと思いますが、主な事業実績の中で１番下に体験農園の開設、町民農園それから学校農園

ということで、ここの事業内容に出てます。これは非常に町民に農業を理解してもらうという

意味では非常に意義あることなので、これはどんどん進めていただきたいと思うんですが、ち

ょっと気になって、これは費用の発生する事業なのか、ただ事業としてはわかりますけども、

決算委員会に出て来る関係上、これに対してこの事業に対する町の負担というんですか、事業

があったのか、費用が発生したのかしないのか、私は発生しないのではないかと思ってますけ

ども、いかがでしょうか。確認です。

○委員長（大野一男君） 沼口農業センター副所長。

○農業センター副所長（沼口英樹君） 平澤委員のご質問にお答えしたいと思います。町民農

園の経費が掛るかどうかという話をしますと、町側の経費は掛かってございません。反対に農

業センターの圃場を使っていただいて、作物を作ってもらうというような形になるんですけど

も、その畑を使うに当たっての使用料を１平米３０円で、５０平米１年間で１，５００円の使

用料を１区画分いただいてることになります。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました。これは費用発生ではなくて収入の発生だという解釈で

いいのかと思います。こういったことについてわずかな金額であれば今後、検討していただい

て広く町民の方に、また学校に対しても浸透するためには、こういう費用をいただかなくても

いいんでないかということを申し添えて終わります。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

真柄委員時計が２時ですので休憩を挟んで、そのあと質疑いただいてよろしいですか。

それでは議長上の時計で１５分まで休憩といたします。

休憩 午後 ２時０４分

再開 午後 ２時１５分

○委員長（大野一男君） 休憩を解き会議を再開します。

真柄委員。
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○委員（真柄克紀君） それでは畜産業費の優良家畜導入事業についてお伺いいたします。こ

れはうちのまちの基幹産業で、町長も大変力を入れ、本当にこれはいい制度の中で、基金から

利用しながら、ただこれ質問で私今大変ここの不用額の中、それから監査委員の報告の中でも、

非常に家畜の高騰により１００％事業を達成できなかったという表現をされております。それ

で私がお聞きしたいのは、この今の状況でいくとこの家畜の高値はなかなか納まりそうもない

という中で、結果的に１００％消化できなかったということが、もうこれじゃ希望しないよと

いう形になっているのか、それともしたいけどもその辺の高値についてどのような形で生産者

と担当課と話しながら、この事業の展開を進めていこうとしているのか、ちょっとこれからの

考え方についてお聞きしたくて質問いたしました。非常に高値は、これからしばらくの間まず

下がることはないと。これは農業新聞見てもビックリするような価格で、かといってほかの産

地も優良家畜導入は結構力入れてやってますので、それについて近々の状況含めてお聞かせ願

えればと思って質問しております。

お願いします。

○委員長（大野一男君） 農務課三浦主幹。

○農務課主幹（三浦剛大君） ただ今の質問についてお答えいたします。委員おっしゃるとお

り市場の家畜の導入価格については高止まり傾向で、私が聞いた中では東京オリンピックまで

は下がらないと。まず下がらないだろうという話を聞いてます。この中で、まちの優良家畜導

入事業につきましては、２７年度につきましては当初予算８００万でした。各生産者から導入

計画を取るようにしまして追加補正しまして、１，４０５万というような予算措置をさせてい

ただきました。その中でこの不用額が生じたわけですが、中には、それぞれの農家の事情によ

って８０万円の牛を買いたい。例えば５０万円の予算があるとか、それぞれ事情があるんです。

その５０万円で買いたい牛が必ずしも、その週に出ていないとか。その時期で買いたいけども

７０万するから止めるとかということがあるそうです。その中で導入計画をしていましたが、

予算を消化できないというのが重なって、黒毛の場合で行くとだいたい２３万ぐらいの補助が

出るわけですけども、これでいくと６頭分ぐらいでもうこの１７０万という数字が出ますので、

農家の方からすればそんな高くない数字なんです。そういう中で今回はこういう不用額が出て

しまうということです。今後につきましても、この事業につきましては要望が多数ありますし、

瀬棚地区の黒毛の和牛の部会については、全道の農協中で単価がトップなんです。平均単価が

トップです。瀬棚の黒毛の評価は全道でもすごく高くて、そういうようなことを部会でお話し

ましたら、これは全部優良家畜導入事業の影響がかなりあるという評価をいただいております

ので、必ず続けてほしいという要望を受けております。

以上のような状況で今年度につきましては、まだ時期途中でございますが有効に活用できる

ように農協等と協力しまして推進していきたいと思っております。

よろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 約５０％近い補正の中でこういう数字になって、成果が上がっている。
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これは瀬棚地区だけじゃなくて、そこに瀬棚地区に行ってお話聞くと、本当にびっくりするよ

うな価格で売買し、利益も上げているのも事実でございます。ただ一つお聞きしたいのは、こ

れ今までの既存の生産者以外に新規で買ってみようとかという農家は１件か２件増えたりとか

しているんですか。その辺についての現状はどんなものですか。

○委員長（大野一男君） 農務課三浦主幹。

○農務課主幹（三浦剛大君） 平成２７年度につきましては１件、黒毛和牛で新規就農されま

した。その農家につきましては、この事業の最終的な要綱には予算の範囲内というのがありま

すので、予算の範囲内で、ただ上限、飼養規模頭数での制限措置がありますので、その中で課

内で協議して、できる範囲で助成をちょっと増やしてるというような状況でございます。基本

的に最低２頭までという導入の制限があるんです。事業を使える制限があるんです。それを新

規就農したということの導入計画をもらってますので、その飼養規模相当に予算の範囲内です

するように対応することで協議してやっております。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） わかりました１件増えたということで、大変ありがたいと思います。

今、話聞いて、ダメだというのではなくて、そこに確かに要望もあるから枠があるものだから、

せっかくの今のこの１００何十万、これもその枠を違う形で運用することによって、満度に導

入できたかもしれない。こういう一つのパターンがあるわけです。これ私現場からも聞いてま

す。これは来年の予算に向けてですが、今回のこれをこれだけの需要があるんであれば、そう

いう形の運用も含めて検討する価値はあるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

○委員長（大野一男君） 農務課三浦主幹。

○農務課主幹（三浦剛大君） この事業につきましては確認していただきたいと思うんですけ

れども、あくまでも各農家がこういう規模で臨みたいという導入計画を持って補助してます。

ですから急遽増やしたいとか。死亡牛が出たから導入したいという部分については、グレーな

ところがありますので、必ずしも平均的に皆さんを救うことができないんじゃないかというと

ころが僕ら担当としての考えです。ですから昨年度から導入計画を用いて、こういう規模で望

みたいというベースで平均に事業が当たるようにしていきたいとは思ってます。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） おっしゃるとおりだと思います。公平の原則の中で受益者がそういう

形の…ただ今のどういうふうになるかわかりませんから、対外的な商品として戦っていかなけ

ればならないという事実も畜産業界も出て来ているわけです。その中でのグローバリズムの中

に取り組んでいかざるを得ないという農家も出てきてますから、その辺含めて、きょうすぐ結

論でなくてもいいですけど、運用の仕方、それから基金の出し方含めて非常に私は高いだけに

逆な意味ではチャンスもあるかと思いますので、その辺についてよく生産者方と議論しながら

より良いものに進めていっていただきたいと思います。

よろしくお願いしときます。町長そういうことでお願いしたいと思いますが、よろしいです

か。
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○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） 担当から申し上げましたように、この事業の成果は非常に大きい物が

ございます。したがいまして、今大変いい水準の価格帯で市場が動いているということから農

家の経営も非常に好調という状況が続いているところでございます。この状況を今後とも維持

していくということになりますと、更にこうした優良家畜の導入を続けていくということにし

なければ維持できないと考えておりまして、畜産の場合、遺伝的なこういう資質の向上もさる

ことながら、併せて管理技術であるとか、回転率であるとか、さまざまな要因が経営に大きく

影響してくると思っておりますので、総合的に底上げをしながら畜産の振興発展につなげてい

くという努力をこれからも続けさせていただきます。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） ５款労働費、６款農業水産業費の質疑を終わります。

説明員交換のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２４分

再開 午後 ２時２６分

○委員長（大野一男君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

７款商工費、８款土木費の説明を求めます。

西村まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） それでは資料の３３ページでございます。７款商工費

でございますが、予算書で申し上げますと１１０ページからとなります。まずふれあい市場開

設事業、決算額９万５，０００円、全額一般財源でございます。開設期間につきましては５月

２３日から１０月３１日までの毎週土曜日となっておりまして、開設日数でいいますと２６日

間となっております。地元の海産物、農産物及び加工品のＰＲと地産地消が図られたものでご

ざいます。

続きまして、商工会補助金１，２００万円、全額一般財源でございます。商工会の適正な運

営と経営改善普及事業による会員の安定と負担軽減が図られたものでございます。

続きまして、産業担い手育成事業奨励金商工関係分についてでございますが、決算額４００

万円、全額その他財源でございますが、これは担い手育成基金を充当したものでございます。

就業者１名、新卒が１名、そしてＵターン者が３名と、それぞれ奨励金１００万円の奨励金を

交付したとものでございまして、商工業の発展のための担い手の育成、確保が図られたもので

ございます。

続きまして、魅力ある店舗づくり事業補助金３００万円、全額その他財源につきましては、

産業振興基金を充当したものでございます。これにつきましては、一般会計からの予算の使い

道としましては３件ございまして、下段にあります参考という欄では、先ほど申し上げました
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地方創生先行型の繰越明許分でございますが、そちらで３６件という実績がございました。効

果につきましては、商工業者が行う店舗改装それから設備の導入などに要する経費の一部を補

助いたしまして、商店街の活性化が図られたものでございます。

続きまして、地域ふれあいプレミアム付商品券発行業務、決算額７８９万４，０００円、全

額道補助金でございます。これにつきましてはプレミアム率が２５％の商品券を総額では３，

７５０万円発行いたしまして、その効果といたしましては、消費喚起による商工業者の活性化

と町民の生活支援が図られたものでございます。

次に３４ページに移りたいと思います。地域おこし協力隊事業、決算額２３５万６，０００

円、全額一般財源でございます。地域おこし協力隊１名を雇用いたしまして、主に観光協会の

活動支援それからは町内外の各種イベントへの支援といったものに、地域おこし協力隊が活動

をしたものでございます。

続きまして、観光協会補助金５５０万円、全額一般財源でございます。観光協会の運営及び

観光客誘致事業の推進そしてホームページとブログの管理運営等を行いまして、観光協会の適

正な運営と会員の負担軽減、そして観光の振興が図られたものでございます。

次にイベント事業補助金８１７万５，０００円、全額一般財源です。町内外からの入り込み

客数を増やし、町内経済の活性化と観光のＰＲをするために観光イベント事業に係る補助金を

支出したものでございます。内容につきましては以下のとおりとなっております。

続きまして、グリーンパーク運営事業８８９万４，０００円、その他財源で２４８万１，０

００円、これにつきましては施設の使用料でございます。残りは一般財源でございます。開設

期間は４月１１日から１１月６日まで、延べ利用者といたしましては９，５６８名が利用いた

しまして、健康増進と、それから観光の振興が図られたものでございます。

次に三本杉海水浴場管理運営事業７０１万１，０００円、その他財源で２０万６，０００円

はシャワーの使用料でございます。残りは一般財源でございまして、開設期間が７月１８日か

ら８月１６日まで３０日間、利用者は５，４４６人となっておりまして、利用者へのサービス

の提供と、それから観光振興が図られたというのでございます。

次のふとろ海水浴場管理運営事業につきましては、決算額５０万４，０００円、その他財源

が１３万３，０００円、これは先ほどの三本杉と同じでシャワーの使用料でございまして、残

りが一般財源となっております。開設期間につきましては７月１９日から８月１６日までの２

９日間、利用者数は３，０２６人となっております。

次に臼別温泉管理運営事業、決算額６５万５，０００円、その他財源２８万３，０００円は、

清掃の協力金でございます。残りは一般財源となっております。年間の利用者は４，８０１名

でございまして、利用者へのサービスの提供と観光振興が図られたという内容でございます。

次に道の駅てっくいランド大成管理運営事業６６９万円でございます。その他財源で２８万

円２，０００円は、シャワーの使用料と電気料の収入などでございます。残りが一般財源とな

っております。利用状況につきましては、ご覧のとおりとなっておりますか、これによりまし

て利用者へのサービスの提供そして観光振興が図られたものでございます。
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次に青少年旅行村運営事業７０５万９，０００円、その他財源で３９６万２，０００円、こ

れも施設の使用料でございます。残りが一般財源となっております。開設期間につきましては

４月１９日から１０月３１日まで、利用人数は２，８３５人となってございます。

続きまして国民宿舎あわび山荘運営事業１，８７２万４，０００円、全額一般財源でござい

ます。これにつきましては指定管理料が１，４００万円それと工事請負費といたしまして、給

水給湯管の改修工事を施工しております。４４２万８，０００円であります。これに伴いまし

て、利用の延べ人員は２万９，３１４人、宿泊の延べ人員は５，９６２人となってございます。

次に３５ページに移りますが、温泉ホテルきたひやま運営事業１，７３４万８，０００円、

全額一般財源でございます。こちらにつきましても指定管理料がは１，４００万円、それから

修繕料で７４万２，０００円、工事請負費が２本ございまして駐輪場の新設工事で１２３万１，

２００円、防犯監視システムの更新工事が１０８万円となっております。利用延べ人員につき

ましては１２万２，１８７人、宿泊延べ人員につきましては９，９２５人となっておりまして、

先ほどのあわび山荘同様、効果といたしましてはサービスの提供を利用者にするとともに、地

域経済と地域の雇用に貢献したというものでございます。

商工費につきましては以上でございます。

○委員長（大野一男君） 丹羽建設水道課長。

○建設水道課長（丹羽 優君） それでは続きまして８款土木費です。決算書の範囲といたし

ましては１１４ページから１２３ページとなっております。町道平浜通線防護柵敷設替工事、

決算額が４８６万円、全額一般財源でございます。ガードパイプ型の防護柵、延長１２０メー

ターの敷設替えを行なっております。

次に町道寿町４号線外側溝補修工事、決算額が１８９万円、全額一般財源でございます。Ｕ

型トラフの敷設替え延長６４．５メーターを施工いたしております。

次に町道丸山線外舗装補修工事、決算額が１９２万２，０００円、全額一般財源でございま

す。舗装補修工事といたしまして延長５０メーターを実施しております。

次に橋梁長寿命化補修事業、決算額が７，１０６万４，０００円、財源内訳ですが国道支出

金４，９７４万４，０００円、地方債２，１３０万円、残り一般財源です。瀬棚区の林栄橋補

修設計業務、延長１８．５メーター、それと北檜山区の小川橋補修工事といたしまして、延長

４３．７メートルを実施しております。

次に町道舗装補修工事、決算額が１，１０２万７，０００円、財源内訳ですが国道支出金が

約７７０万円、残り一般財源でございます。舗装補修工事といたしまして記載の３路線におい

て、延長各１００メーターずつを実施してございます。

次に町道豊岡鍋坂線支線３号線改良工事、決算額７４７万４，０００円、全額一般財源でご

ざいます。舗装工事といたしまして延長５８．５１メーターを実施してございます。

次に準用河川最内川堆積土砂除去工事、決算額が２５１万６，０００円、全額一般財源でご

ざいます。これについては瀬棚区でございます。土砂除去として延長８６０メーター、１６０

立米の土砂を除去しております。
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○委員長（大野一男君） 松村水産林務課長。

○水産林務課長（松村 悟君） 続きまして、水産林務課所管の説明をしたいと思います。土

木費３５ページの続きからでございますが、下から４つ目、上架施設台車上架台の購入でござ

います。上架施設台車上架台購入１９９万８，０００円でございます。これは船舶を陸上に引

き上げるときに使う台車ですけれども、それが老朽化して安全性が危ぶまれる状況であったこ

とから上架台１２基を購入し施設の安全向上が図られたものでございます。

次に上架施設ワイヤーロープ等取替工事２２１万４，０００円でございますが、船舶の上架

施設のワイヤロープ等の取替えを図りまして施設の安全と維持、保全を図ったものでございま

す。

次に瀬棚港フェリー岸壁嵩上工事３８３万４，０００円でございますが、これはフェリーの

車輌乗降用岸壁を嵩上げし大型バスが安全に降りることができるように改善を図ったものでご

ざいます。

次に瀬棚港修築事業負担金３３６万５，０００円でございますが、これは瀬棚港の東防波堤

の延長や深浅測量が行われたことにより利用船舶の安全性の向上が図られたものでございます。

３６ページに移りますが、瀬棚港修築事業負担金繰越明許費５２８万円でございます。これ

は瀬棚港東防波堤の延伸に係るものでございまして、利用船舶の安全性の向上が図られたもの

です。

以上です。

○委員長（大野一男君） 丹羽建設水道課長。

○建設水道課長（丹羽 優君） それでは次に町営住宅屋根改修事業、決算額が４９７万９，

０００円、全額一般財源でございます。大成区の長磯団地１棟４戸葺替それと瀬棚区のあかし

や団地２棟７戸の舗装を実施したものでございます。

次に町営住宅換気設備改修工事、決算額が１８３万６，０００円、全額一般財源でございま

す。大成区のみやこの丘団地６戸、それと都いさりび団地４戸の集中換気設備の改修を実施し

てございます。

次に町営住宅内部改修工事、決算額が３１３万２，０００円、全額一般財源でございます。

大成区のみやこの丘団地１戸について内部改修を行なったものでございます。

次に町営住宅避難梯子改修工事、決算額が１４８万円、全額一般財源でございます。北檜山

区川沿団地３号等の１棟で８か所の梯子改修をしてございます。

次に町有住宅屋根外壁改修工事、決算額が３１１万円、全額一般財源でございます。北檜山

区における太櫓町有２０２号棟の屋根の塗装、外壁の張替を実施したものでございます。

次に職員住宅屋根葺替工事、決算額が１１８万８，０００円、全額一般財源でございます。

瀬棚区の職員住宅１棟１戸を実施してございます。

次に町営住宅等長寿命化計画見直し業務、決算額が３６７万２，０００円、財源内訳ですが

国道支出金が１８３万６，０００円、残り一般財源でございます。平成２２年度策定した計画

の進捗状況の精査をするとともに、町営住宅等の円滑な更新や維持管理コストの低減を図るた
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め、現行計画の見直しを実施したものでございます。

次に町営住宅解体事業４０５万円、財源内訳ですが国道支出金は１８６万３，０００円、残

り一般財源でございます。大成区の貝取澗団地１棟４戸について解体工事を実施してございま

す。

以上で８款土木費の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりました。

７款商工費、８款土木費の質疑を許します。決算書では一般１１０ページから一般１２３ペ

ージまでであります。

本多委員。

○委員（本多 浩君） 説明書の３５ページ、町道の舗装補修工事について質問をします。こ

の補修工事は、修繕計画があってそれに沿って事業を進めていると聞いてますか。間違いござ

いませんか。

○委員長（大野一男君） 上田主幹。

○建設水道課主幹（上田一男君） 舗装の修繕につきましては、計画をもちましてそれに沿っ

て２６年度から実施してございます。

○委員長（大野一男君） 本多委員。

○委員（本多 浩君） 計画に沿って進めるというのは、とてもいいことですけど、なかなか

融通が利かない部分もあるんではないかと思います。近年町道にも大型車両と超大型車輛も侵

入してきて、かなり路肩の歪み、割れそれから陥没等が目立っている道路も散見されますので、

この計画を前倒しでやる考えはございませんか。

○委員長（大野一男君） 上田主幹。

○建設水道課主幹（上田一男君） 町道補修事業につきましては、交付金事業をもって計画を

立ててございまして、その採択基準がございます。その採択基準というのが調査によりまして、

ひび割れ率が４０％以上、わだち掘れが４センチ以上の場合に交付金事業で出来る舗装事業に

なってございます。それ以外の舗装につきましては、ひび割れとか、そういう採択基準外のも

のにつきましては、町道の維持管理で修繕してまいる次第でございます。

○委員長（大野一男君） 本多委員。

○委員（本多 浩君） そういった町民もやっぱり我慢しなければない部分というのは当然わ

かっているんですけど、例えば集落を通る町道、細い町道ですけども、そういった道路は交通

弱者と言われる障害者が利用する補助車両というんですか、そういった自転車的なものも通っ

ているわけなんです。そうすると交通事故を起こすということが懸念されるわけです。そうい

った道路の使用車、使用状況をしっかり見きわめた上での、やっぱり計画を練り直すことは必

要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○委員長（大野一男君） 上田主幹。

○建設水道課主幹（上田一男君） 委員のご指摘のとおりといいますか、利用されている状況
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を確認しながら、今持ってございます維持補修費で対応したいと考えております。

○委員長（大野一男君） 本多委員。

○委員（本多 浩君） ぜひ検討されて、やはり計画を変更するものは変更するというような

対応を今後ともとっていただければと思います。

○委員長（大野一男君） 上田主幹。

○建設水道課主幹（上田一男君） そのようにしてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いします。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 報告書の３４ページ、イベント事業補助金についてお伺いいたします。

この中でイベント事業で８１７万５，０００円の決算で１００パーセントでいいんですが、こ

の中の事業の実績の中で１番下の太田神社の観光イベント事業で４５万と出ているんですが、

この内容について教えてください。

○委員長（大野一男君） 答弁、資料を持ってくるまで持ちますか。

大成総合支所長。

○支所長（佐野英也君） 太田神社のイベント事業の件についてお答えいたします。このイベ

ントにつきましては、大成区にあるまちづくり会議が中心となって、地域の祭りを盛り上げよ

うということで実施しています。実施の内容については花火とか、それと中学生がやっている

久遠神楽それと地場の特産品をそこで売っていると、こういうようなことで実施しております。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 説明すぐなかったんですけども、中身の内容の費用の使い方について

聞きたかったんですが、すぐにでませんか。すぐに出るんだったら聞きますけども、出なかっ

たら無理して聞きませんけれどもいかがですか。

○委員長（大野一男君） 答弁どうしますか。待ちますか。

阪井まちづくり推進課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 今手元に資料持ってきておりませんので、後ほど

お答えしたいと思います。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました。内容についてちょっと聞きたかったんですが、私、あ

とで報告してもらって結構です。それで今、資料をなんたかんた要求するものではありません。

ただ私が今言いたかったのは、この神社の祭りに関してのイベントっていう括り付けは、ちょ

っと危険かなという気がするんです。各地区においてそれぞれの予算の執行によっては、先ほ

どの予算委員会の中で承認した１人でございますけども、こういった神社の催し物っていうこ

との、これはある意味誤解を招くおそれがあるんで。だから観光イベントとして太田山につい

ては、いろんな意味で霊場とか何とかといろいろな面で非常に観光スポットとしてはいいんで

すけれども、太田山の神社のイベントっていうこういうやり方でするのは、ひょっとして誤解
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を招きやすい。というのは、ほかの地区においてもいろいろな神社あるわけです。そういった

ところで、さまざま大きなイベントが起きてる中で、ここだけがという表現にならないと思う

んです。そういった意味で、ここの予算の使い方について表現の仕方ですけども、そういった

ものについては十分配慮しないとちょっと困ったことが発生したら困るので、この観光イベン

トということに対する位置付けはいいんですけども、この辺についての見解はどうでしょうか。

○委員長（大野一男君） まち側答弁どなたがされますか。答弁調整必要ですか。

髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） なかなか言葉どおり理解をするということになると、今は委員おっし

ゃったようなご指摘が当然、そういう心配もなされると思っておりますが、これにつきまして

は旧町からこうした形での事業がなされてきたということで、それを新町としても引き受けな

がらその通りやってきた経緯がございます。したがいまして、これらについての整理というの

は委員の質問に対する答弁としては、もう少し中身の整理が必要になってくるのかというふう

に質問をされて感じておりますので、この部分について今後きちっと整理をさせていただきた

いと思います。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 町長の答弁では多分そこまでしか言えないだろうなという予測はして

ました。これは今言ったように旧町から引き継いできた非常に大きな、また道内でもまれに見

るこういった太田山というのは位置付けなってございます。観光スポットとしての位置付けに

ついては私も評価しているし、せたな町のいろいろな場所的にもよくまちの観光ＰＲの中にも

取り上げられてございます。ただこれが例大祭というような形の中の位置付けにつけるのは、

やはり非常に危険だということでございます。よって今回ここで終わりますけども新年度の予

算についても、またこのような予算にすると思うんです。私は内容が聞きたかったのは、その

神仏に関することに費用を使ってるのであれば、これは大変かと思ったのでそれではないよう

なことなので、それについても、しかし名称とかについてもしっかりした配慮していただきた

いという要望を添えて終わります。誰か答えてくれるならお願いします。

○委員長（大野一男君） 先ほど平澤委員から求められていた４５万の予算の内訳については

今説明できますか。

藤谷庶務係長。

○大成総合支所総務係長（藤谷知昭君） 先ほどの４５万円の補助対象の経費ですけども、主

に歌謡ショー、お山掛けに対する衣装代、あと郷土芸能の発表の出演者の謝礼代、あとゲーム

大会、会場設営費に充てられております。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 先ほどそれは担当の方が内容言ったんです。だからどのように使った

のですかという内訳を聞きたいと言ったので、中身いいんです。それを聞きたかったのでどの

ようにお金を使ったんですかということなので、それを教えてくれればいいんです。それで先

ほども申しましたけども、そういった内容について新年度に対する対応の仕方、ちょっと町長
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申されましたけども、担当課で何かコメントがあればお願いします。なければ結構です。

○委員長（大野一男君） 佐野総合支所長。

○支所長（佐野英也君） 委員おっしゃるように中身を検討して、整理して新年度予算に上げ

ていきたいと思っています。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 今の質問に関連してですけど町長の答弁で旧町時代から引き継いでき

て、こういう形で予算措置してると。あくまでも主に動いてるまちづくり会議という団体も、

その運営経費ということで要請もしてますし、理解した中で歴史を守るというか、そういう思

いの中でやられているので、ぜひ、携わる団体と協議をしながら平澤委員のおっしゃることは

わかるんです。政教分離ということでは、確かにぱっと見た中では多くの理解を得れないかも

しれません。ただ旧町時代から大事なイベントとして地元の有志が神社とタイアップしながら、

迷惑をかけない中でやってきてますから、ぜひそれらの配慮もお願いして終わります。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） 先ほど本多委員の質問に関してお聞きしたいんですが、３５ページの

真ん中辺です。舗装補修工事、これちょっと私気になってんだけども、交付金事業で、その交

付金を貰って予定してやっていくという話ですけども、その事業については変更もできるんで

すかという話で、先ほど変更も可能ですという話もしてたので、これ簡単に変更できるんです

か。町の一般財源とかそういう部分でやる部分については変更もあり得ますけども、先ほど言

った交付金事業は、基準があって先ほど述べたとおり割れからわだちからそういう部分で道路

の状況が変わったときには、この交付金を事業として申請したら通ればこれは乗っかるという

ものだと思うんだけども、それが変更もできますという話をしてましたので、これまさしく本

当に変更できるのかどうかその確認だけ。

○委員長（大野一男君） 上田主幹。

○建設水道課主幹（上田一男君） この舗装補修事業につきましては、町で年次計画で計画し

ておりまして、それの採択基準に則って順次整備してございます。先ほどのお話は、それ以外

の路線については、変更というわけではなくて別の町の維持修繕費で実施していきたいという

形でございます。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） あの町道ではなくて、町道でもそうだけども、要するにこういう道路

が、いろいろこうなったので、これ交付金事業に乗っかりたいんだと。そういう部分で計画持

って乗っけます。乗っけた中で、これはいい、これはまずいとかってあります。採択されたも

のの中の部分で、要するに先ほど聞いてると、そのただ単に町道を一般財源でやるのは変更で

きるとか、それは単純に分かる話で、交付金事業で採択されたものの中を要するに３本なら３

本これやりますという決まったものを勝手に中身の変更じゃないです。別なとこを持ってきて、

この事業をこっちに変えますという話には私はならないんじゃないかと質問をしているんです

けれども、なにか私の質問と噛み合ってないので、もう 1 回答弁してください。
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○委員長（大野一男君） 上田主幹。

○建設水道課主幹（上田一男君） 申し訳ございません。その修繕計画の中での前倒しとかと

いう変更といいますか、事業としての前倒しはできます。ただその計画外の路線につきまして

計画の中に取り入れるということは今のところございません。それは別計画でもってまた新た

に修繕計画を立てていかなければいけない状況でございます。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） ですから要するに変更はできないと言ってもらえば端的にわかるんで

すが、今の話を聞くと、どうもちょっと違うんですニュアンスが。要するに事業採択されたも

のは、例えば前倒しでやれる分は確かにあります。けども新たなものを持ってきてそれを、こ

のものと変更したいですというものはもうダメですと。あくまでも採択したものは、その予定

内にやるんだということでは間違いないと思うんだけども、先ほどの答弁を聞くとちょっと違

うなと思ったので、その確認だけしているんですけど間違いなくそういうことで、この事業に

乗っかってるものは、例えば先ほど言った前倒しはいいけども、あとはほかのものを持ってき

て変更できないということで解釈してよろしいということでいいですね。はいわかりました。

○委員長（大野一男君） 上田主幹答弁いいですか。

○建設水道課主幹（上田一男君） 申し訳ございませんでした。現在の計画修繕計画を持って

実施してまいります。計画外の路線につきましては、今町で維持している予算の範囲内で修繕

して参ります。

よろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） これで７款商工費、８款土木費の質疑を終わります。

３時を回りましたので休憩をとります。３時１５分まで休憩といたします。その間に説明員

の交換をお願いいたします。

休憩 午後 ３時０７分

再開 午後 ３時１５分

○委員長（大野一男君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします

９款消防費、１０款教育費の説明を求めます。

原総務課長。

○総務課長（原 進君） 報告書の３６ページでございます。決算書では１２３ページから

となってございます。９款消防費、防災行政無線管理事業、決算額５２３万８，０００円、全

額一般財源でございます。事業実績につきましては、運用状況等記載のとおりでございます。

効果といたしましては、安定した無線放送を提供するため施設の維持管理に努めるとともに町

民への災害等の緊急情報や通常時の行政情報を提供することにより、町民の防災に対する安全
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確保と町の行政サービスの向上が図られたことでございます。

次に屋外拡声子局改修工事費、決算額２７０万円でございます。全額一般財源でございます。

実績につきましては、屋外拡声子局の更新で北檜山区３か所、大成区４か所ということで、地

域住民の安全と安定した無線放送を提供することができたということでございます。

○委員長（大野一男君） 次に教育委員会高田事務局長。

○教育委員会事務局長（髙田 威君） 教育費をご説明いたします。報告書では３６ページか

ら４０ページでありまして、決算額で説明させていただきます。初めに学校教育からです。外

国語指導助手派遣事業３５２万円、小学校及び中学校へ英語指導助手を派遣し、児童生徒の英

語語学力の向上を図りました。非常勤講師派遣事業１０７万８，０００円、小学校へ英語指導

助手を派遣し、児童の英語学力の向上を図りました。

３７ページになります。特別支援教育支援員配置事業１，６１９万６，０００円、学習や生

活などに特別の支援を要する幼児や児童生徒に対する支援員を配置し、関係機関との連絡のも

と学習支援を行いました。

檜山北高校通学費補助事業７２万３，０００円、財源につきましては全額が生活交通確保対

策基金です。大成区や瀬棚区須築方面などの遠距離通学生徒に対する交通費を助成し、保護者

の負担軽減を図りました。

教職員研修会等補助事業８８万円、学校教育研究会をはじめ、記載の教育団体に助成を行い、

教職員の資質向上を図りました。

小学校スクールバス運行事業４０８万円、遠距離通学となる児童に対し送迎バスを運行し、

通学体制の確保を図りました。

小学校スクールハイヤー運行事業９３０万９，０００円、遠距離通学となる児童に対し送迎

タクシーを運行し、通学体制の確保を図りました。

小学校教師用パソコン購入事業５０６万５，０００円、小学校教室パソコン購入事業１５６

万１，０００円、小学校ＩＣＴ環境整備事業９８２万８，０００円、小学校ＩＣＴ機器購入事

業６９万１，０００円、これはＩＣＴ教育を推進するため若松、北檜山小学校にＬＡＮ配線工

事を行いまして、機器等を整備をしたことにより教諭同士でデータの共有ができ事業の資質向

上や細やかな指導の充実、学習体験の改善などを図りました。

小学校要保護及び準要保護児童就学援助事業２９７万７，０００円、財源につきましては、

国道支出金の９万２，０００円は国庫補助金で、一般財源は２８８万５，０００円です。生活

保護世帯などに対する児童への学用品費などの助成を行い、保護者の負担軽減を図りました。

小学校の施設整備につきましては、記載の久遠小学校教室天井補修工事１７６万円、瀬棚小

学校トイレ改修工事１４２万６，０００円を実施し、施設の適切な維持管理を図りました。

中学校スクールバス運行事業２，５５３万２，０００円、遠距離通学となる生徒に対し送迎

バスを運行し、通学体制の確保を図りました。

３８ページになります。中学校スクールハイヤー運行事業１，４５５万４，０００円、遠距

離通学となる生徒に対し送迎タクシーを運行し、通学体制の確保を図りました。
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中学校教室用パソコン購入事業２０８万４，０００円、中学校ＩＣＴ環境整備業務１９４万

４，０００円、中学校ＩＣＴ機器購入事業３７４万８，０００円、これはＩＣＴ教育を推進す

るため機器等を整備したことにより、授業の資質向上やきめ細やかな指導の充実学習体験の改

善などを図りました。

中学校活動事業補助事業２３３万６，０００円、中体連のスポーツ大会や吹奏楽活動などに

対する補助を行い、スポーツや文化活動に対する支援を行いました。

中学校要保護及び準要保護生徒就学援助事業４７８万円、財源につきましては国道支出金の

８万６，０００円は国庫補助金で、一般財源は４６９万４，０００円です。生活保護世帯など

に対する生徒への学用品費などの助成を行い保護者の負担軽減を図りました。

中学校の施設整備につきましては、記載の大成中学校体育館梯子改修工事１６７万８，００

０円、瀬棚中学校体育館床改修工事１３５万円を実施し、施設の適切な維持管理を図りました。

次に社会教育です。各種生涯学習講座５２万８，０００円、地域学習講座など記載の事業を

実施し、少年から高齢者までの学習機会の提供を図りました。

社会教育団体補助事業１４０万９，０００円、記載の６団体へは文化協会１６万円、女性団

体連絡協議会２２万４，０００円、ＰＴＡ連合会１９万円、子ども育成会連絡協議会２１万円、

町民文化祭実行委員会４６万３，０００円、郷土芸能団体連絡協議会１６万２，０００円を、

それぞれ補助いたしまして団体活動への支援を行いました。

３９ページになります。学校支援事業１８万８，０００円、地域人材の活躍の場の提供を図

り学校支援体制を推進いたしました。

ブックスタート事業４万３，０００円、読書活動を通じて親子のふれあいやコミュニケーショ

ンの向上を図りました。

図書等購入事業１３９万８，０００円、３区施設の図書購入などを行い図書館の利用を通じ

て、学習や生活、文化活動などの支援を図りました。なお各施設の利用状況は記載のとおりと

なってございます。

スポーツ教室等事業６１万２，０００円、スポーツ教室や町民大会を通じてスポーツの日常

化に対する意識の高揚と参加者の交流を図りました。

ここで委員の皆様に１部数字の訂正をお願いいたします。次の小中学生派遣事業参加負担金

の主な事業実績欄で、小中学生８名派遣となっているんですけども、３名の誤りでしたので訂

正方よろしくお願いいたします。８名が３名になります。大変申しわけございませんでした。

小中学生派遣事業参加負担金１２万５，０００円、財源につきましては、全額がスポーツと

文化振興基金で、Ｂ＆Ｇ北海道大会の参加を通じて海洋スポーツの普及と青少年の健全育成を

図りました。

体育団体補助事業２１８万４，０００円、財源につきましては１０万円がスポーツと文化振

興基金で一般財源は２０８万４，０００円です。記載の４団体へは体育協会７８万９，０００

円、スポーツ少年団連絡協議会９５万円、スポーツ合宿招聘事業３４万４，０００円、スポー

ツフェスタ大会事業１０万１，０００円をそれぞれ助成いたしまして団体活動への支援を行い
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ました。

全道全国大会出場助成事業５８２万７，０００円、財源つきましては全額がスポーツと文化

振興基金で、陸上競技をはじめとする記載の全道全国大会への参加への助成を行い、参加者の

負担軽減を図りました。

４０ページになります。体育施設整備事業１，４９０万５，０００円、財源につきましては

３５７万６，０００円がスポーツ振興くじ助成金で、一般財源は１，１３２万９，０００円で

す。整備の内容につきましては、大成農村広場照明灯安定器等取替修繕をはじめ、記載の９か

所の修繕を行ないまして施設の適切な整備を図りました。

蒸気・温水ボイラー等改修工事２，４８４万円、財源につきましては、地方債の２，３５０

万円が合併特例債で、一般財源は１３４万円です。給食センターのボイラーの取替え及びピッ

ト内の配管改修を行いまして給食業務の円滑化を図りました。

換気設備改修工事１６２万円、給食センター厨房内等の換気設備であるインバーターなどの

機器を交換いたしまして、施設の適切な維持管理を図りました。

給食配送車購入事業８４３万４，０００円、財源につきましては地方債の７９０万円が合併

特例債で、一般財源は５３万４，０００円です。給食配送車１台を更新いたしまして、給食配

送業務の円滑化を図りました。

以上教育費の説明を終わります。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりました。

９款消防費、１０款教育費の質疑を許します。決算書では一般１２３ページから一般１４３

ページまでであります。

細川委員。

○委員（細川伸男君） 最後の４０ページの給食車の購入事業です。これ８４３万４，０００

円ですか。これ下取りは出していると思うんですけど、その下取り分を除いた分の支出金額に

なってるのか、そこを教えてください。

○委員長（大野一男君） 髙田教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（髙田 威君） 下取りは出しておりません。廃車にしてございます。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） ないからそうかと思うんですけども、たまたま廃車と言うけれども、

結構高く売れているんです。ネットで売っても多分１５０万からそのくらいで売れると思うん

です。それがなぜ、チラっと聞いたら廃車にしてます。廃車のものが、例えばこれ購入したか

どうかちょっとあれなんですけれども、購入先で車を持っていってると思うんです。廃車はま

ちで、教育委員会で考えている廃車はどういう部分で廃車として考えてるのか。その辺私たち

も見てわかってますので十分まだまだ使える車だと思うし、ただ給食のものを運ぶには年数も

経っているしあれなんですけれども、あの手の車でまたまだ古くてもあのあと１０年も古い車

でも現役でバンバン走ってますので、ただ廃車にするとなるとエンジンまたはミッションで多

額のお金が掛かる部分で発生するなら別ですけども、ちょっと私も業者に聞いてみたらそうい
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う状況が全くないので、いくらでも使える車ですと。じゃあまちでは下取りなり中古として競

売なりしたのかと思って聞いてみたら、廃車ということは、要するに業者にやらないで廃車手

続きして、抹消でいえば１５条抹消、完全抹消、そういう形の抹消したのか。それとも戸籍を

残した抹消をしているのか、抹消したのであればその辺教えてください。

○委員長（大野一男君） 髙田教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（髙田 威君） 車は平成５年に購入したもので、もう２３年が経って

いる。かなり海岸線とか走ってますので、下回りもかなり腐食してたりで老朽化が激しいこと

から、業者に処分費も含めて処分するのもお金が掛るでしょうし、その分も含めて抹消してい

ただいたというようなことでおります。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） ちょっとそれおかしくないかい。私も現車見てますし、当時黒澤さん

に入ってますね。下回りも全部確認してます。そんな腐れてなんていません。それはそれでい

いとして、まちの財産ですから、くれるという話ではないと思うんです。皆さんもネットで、

ようするにオークション、国でやってるオークション見ても今の年式でも確認してもらえれば

わかるけども、そんな５万、１０万の値段ではないですから、だからどこをもってそれを、私

はてっきり下に出したか、売ったのかと思ったんだけども、それも黒澤さんにちょっと確認し

たら、いやこれまだまだ使えるから、多分まちでは、せたな町のどこかで使うのか、それとも

下に出すのか、競売掛けるのかという話聞いたので、黒澤自動車の人と一緒に確認してますか

ら。もし競売掛るんであれば買ってもいいなということで、私見てきてるから、だから今ここ

で確認してお話ししています。だからもしそういうことであれば業者と確認とってもらっても

わかるし、だからくれてやるというよりは、要するにまちの財産ですから抹消するんなら抹消

する。その抹消も要するに完全抹消するのか、戸籍を残した抹消をするのか、やはりきちっと

協議してやらなかったら、これ税金で買ってくるのですから一部補助もあるかもわかんないけ

ども、ただそういう状況の中であれだけ下回りもきれいな車がなんで抹消するなんて話、今私

聞いてビックリしたんだけども、そういうまちの財産をそんな形で勝手に抹消したという話に

なると、担当者方その車を確認して、きちんと見た人は事務局長のほかにあと誰かいますか。

あと業者にきちっと車の状況を聞いて、この車の状況はこうですと。これであれば抹消します

とか、使い物にならないとかという判断はするだろうけれども、そういう聞き取りしたり自分

で、私たちは車専門に扱っているからわかるけれども、なかなか普段そういうトラック等々に

ついては携わってない人はなかなかわからないかもわかんないけども、メーカーも来てました

し、一緒に僕も確認してますから、そういう中でその抹消できるような車じゃないし、まだま

だ給食センターから離れた部分で幾らでも使える車ですから、その辺の確認だけしてください。

確認したかどうか。

○委員長（大野一男君） 髙田教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（髙田 威君） 教育委員会では購入のとき前から予算要望していたん

ですけども、予算の状況とかございまして、それで２７年で予算が付いて購入することができ
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た。その前に結構故障とかもありましたので、そういうことで予算要望しまして、それで購入

したということなんですけども、私たちの判断としては処分費も含めて、その部分は手数料払

わないけれども、その部分を含めて抹消手続きまでしてもらったというような判断でおりまし

た。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） ちょっと私もわかんないだけども、抹消する手続するのにお金当然掛

ります。普通乗用車でもお金もらって皆な抹消してもらってるんです。それ逆ですよ。幾らで

も持っていきますから。売れますから。皆さんも毎日新聞取って見ていると、どんな車でも買

いますよってどんどん出てますから、電話掛けて呼べばすぐ来ます。もうちょっとあれじゃな

いですか。考えて処分したりしないとないですか。これ本当に財産です。これ私も間違いなく

見て来てますから、予算の中でありましたから購入するというのも全部知ってましたから、私

は競売に係るものだと思ってましたので、それで下見も全部してます。ですからどのくらいの

修理代掛ったかわかりません。だからそんなに多額な修理代掛っているんであれば、その修理

の状況出してくれればそれを私も確認します。じゃそういうデータがあるんであれば出してく

ださい。それでは納得できません。

○委員長（大野一男君） 暫時休憩をしたいと思いますが、細川委員よろしいですか。

暫時休憩といたします。

休憩 午後 ３時３７分

再開 午後 ４時０１分

○委員長（大野一男君） それでは休憩を解き会議を再開いたします。

９款消防費、１０款教育費の款で質問を受けます。ありませんか。

石原委員。

○委員（石原広務君） 資料で３６ページ、大会の子供たちの補助に関連してですけど、いろ

いろな大会で小学生ももちろんですが中学生の活躍も本当に目立っている状況ですが、その中

で一部から補助の仕方を見直すような話が、教育委員会の委員の方からも聞かれたんですが、

何か基準に対して規定の変更とか、検討をしているのであればお知らせいただきたいと思いま

す。

○委員長（大野一男君） 杉村事務局次長。

○教育委員会事務局次長（杉村 彰君） 全道全国大会参加奨励補助金の関係ですが、最近に

なって小学生、中学生の活躍が非常に喜ばしいくらい活躍している。もっともっと参加してい

ただけるよう、こちらとしても参加補助要綱を厳しくするのではなく、もうちょっと柔軟に補

助金を交付できるような、そんな方策として各種大会の枠を広げるとか。あと学校単位で参加

できる大会にも補助できるようにするとか、そのような方策について現在、進めているところ

でございます。
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○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 前向きなご答弁いただいて本当にありがたく思います。再度確認なん

ですが、ということは個人競技であれ、選抜であれ、そういうこともいろいろな対象にしてい

ただけるということで理解してよろしいんでしょうか。例えば順位でなくて標準記録突破で全

道大会とか全国大会だという可能性もある競技があります。そういうことにも補助として検討

してると理解してよろしいんでしょうか。

○委員長（大野一男君） 杉村事務局次長。

○教育委員会事務局次長（杉村 彰君） 全道大会の標準記録等についてはこれから議論して

いきたいところなんですが、現在では、いろいろと基準をどうするかというのは具体的にはこ

れから進めていきたいと考えております。あと選抜については、今もどんどん広げていってい

るんですが、正式な選抜をするような記録会、そのようなものを催した場合には、これまでも

補助金の対象としておりますので、またその辺も、もっと柔軟に対応できるように教育委員会

の中で進めていきたいと考えております。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） せっかく子供たちが活躍する中で、父兄の負担が現実としてある状況

の中、参加も見合わせたいという声も一部聞こえてますので、今答弁いただいた形前向きな検

討をしていただきたいと思います、お願いして終わります。

○委員長（大野一男君） 杉村事務局次長。

○教育委員会事務局次長（杉村 彰君） 今、委員おっしゃったとおり出場を辞退している事

例もお聞きしておりますので、このような大会に参加したいんですがという事案がありました

ら、その都度、私どもにご相談いただければ回答したいと思いますので、その辺もよろしくお

願いいたします。

○委員長（大野一男君） 髙田教育委員会事務局長、答弁はできますでしょうか。

それでは高田教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（髙田 威君） 先ほどの給食センターの配送車の関係ですが、一時抹

消登録ということで、業者から来てまして、それで私たちは抹消手続きがされたものと認識し

ていたところでございます。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） 一時抹消というのは、本当に一時で、車を生かせるから一時抹消する

のであって、先ほど車がもう使えないから抹消するのは１６条抹消で、完全抹消で、リサイク

ル券を添付して、そして処分するのが完全抹消でございますので、今の抹消の書類は、要する

にコピーで来てると思うんです原本でないでしょ。なぜかというのは相手方がその車を使いた

いから、原本は向こうに持っていってコピーをしてコピーを相手に渡すんです。普通、役所で

いう抹消というのは、業者に抹消させるのであれば、抹消した書類原本を持って来てください

というのは、普通の抹消の仕方です。だから今話し聞いてるとそういうコピーを持ってきて、

抹消しましたという話になってくると、本当にこれ抹消しているのって。ここに今総務課長い



- 57 -

ますけれども、建設課時代除雪車等々いろいろ扱っているから聞けばわかると思うけども、今

の抹消であれば業者がその車を生かして使うための抹消手続きしたのであって、まちが考えて

る抹消手続はしてないという判断にならざるを得ませんので、この後の問題どうするかという

ことは、どうしたらいいか考えていかなかったらないのかと。要するにくれてやったという話

になると問題だと思うんです。それでまちがくれるんだというのであれば、ほかのものだって

くれるとか何とかってまた大げさな話なっちゃうから、やはりきちっと書類ですから、まちの

考えてる抹消はこういう抹消ですと、生かすのであれば当然、生かすなりに当然、生かすなり

に、売るなり、競売するなりしてきちっと処理するのが、まちの仕事だと思うし、本当に完全

抹消するのであれば、本来でならば業者でないです。要するに、大沼にあるようなところだと

か、函館に入る前の黒田商会とか、ああいうところはすべてリサイクル券と今の抹消とセット

でやって、終わったら必ず完全抹消したものが来る。それはコピーでもいいんです完全抹消で

すから、この抹消は人間でいう戸籍ですから幾らでも生きる戸籍です。だからそういうものを

もらって、完全抹消と思ったかどうかわからないけれども、それで抹消手続を終えましたとい

うのであればちょっと僕はおかしいのかと思いますけども、町長どうですかこれ、どういうふ

うにしますか。財産、使えるものをただ単にそういうことでくれてやったとか、抹消の意味が

わからなくてやったか僕もわかりませんけれども、やはりこれ財産をそんな形でくれていいん

ですか。私は問題残ると思うんですけども、そこだけ答弁願います。

○委員長（大野一男君） 髙田教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（髙田 威君） ただ今の細川委員のお話、私たちもちょっとそこまで

考えが及びませんでした。甘かったです。申し訳ございませんでした。以後こういうことのな

いように気を付けさせていただきますので、よろしくお願いします。申し訳ございませんでし

た。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） この件については私も承知はしておりませんでしたが、今の細川委員

の話を聞かせていただきました。そういう可能性としてはそういうことも現状の中では考えら

れると。したがいまして、今後そういった心配のないように、しっかり車の入替えの際には十

分気を付けながらやってほしいと思っております。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） 自分の質問で時間ばかりとっても困りますので、総括もありますので

これはこれとして受けとめておいて、総括のときには、また自分なりに考えて質問するのであ

れば質問したいと思いますので、そういうことでこれで質問を終わります。

○委員長（大野一男君） ありがとうございます。

ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） これで９款消防費、１０款教育費の質疑を終わります。

１１款公債費、１２款職員給与費、１３款予備費、１４款災害復旧費４款について質疑を許
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します。決算書では一般１４３ページから一般１４６ページまでです。

説明がありませんということですので、この４款について質疑があればこれを許します。あ

りませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） なければ次に進みます。

一般会計歳入全款の質疑を許します。決算書では一般１２ページから一般４４ページになり

ます。一般会計歳入全款の質疑ありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） これで質疑を終わります。ここでもう一度一般会計歳入歳出全款の

質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） これをもって一般会計歳入歳出全款の質疑を終結いたします。

これより認定第１号について反対討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 続いて賛成討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終わります。

これより採決します。お諮りいたします。

認定第１号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第１号、平成２７年度せたな町一般会計歳入歳出決算は認定することに決しまし

た。

お諮りいたします。明日も決算委員会日程が組まれております。よってただ今時計が４時１

５分を過ぎましたので、お諮りいたします。本日の会議はここまでとし、この続きは明日午前

１０時から再開したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって本日の会議はこれで閉じ、明日午前１０時から再開といたしますので、ご参集をお願

います。

本日はこれにて延会といたします。

大変ご苦労さまでした。

延会 午後 ４時１６分
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開議 午前１０時００分

○委員長（大野一男君） おはようございます。

江上委員から欠席の届けがあります。

出席委員９名で定数に達していますので、決算審査特別委員会を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

整理番号第１、認定第２号、平成２７年度せたな町国民健康保険事業特別会計歳入歳出の決

算を議題といたします。決算に係る主要な施策の成果に関する報告により、所管の担当課長の

内容の説明を求めます。

吉崎町民児童課長。

○町民児童課長（吉崎照人君） それでは報告書の４１ページをご覧願います。国民健康保険

事業特別会計の決算状況についてご説明申し上げます。第１１表（１）決算の状況について歳

出からご説明いたします。１総務費３，６３４万３，０００円、職員の人件費に係わる経費が

主なものでございます。２保険給付費１０億１，５２８万円、療養給付費が主なものでござい

ます。３老人保健拠出金９，０００円につきましては事務費拠出金です。４後期高齢者支援金

等１億５，４４４万３，０００円、７５歳未満の現役世代が支援金として社会保険診療報酬支

払基金へ拠出することになっているものでございます。５前期高齢者納付金等で９万８，００

０円、６介護納付金６，５１２万２，０００円、４０歳から６４歳までの介護保険第２号被保

険者に係わる保険料相当額を支払基金へ納付するものでございます。

次のページ、７共同事業拠出金４億１，４４６万９，０００円、高額医療費共同事業運営の

ための国保連合会への拠出金でございます。８保健事業費９３７万８，０００円、特定健診事

業やインフルエンザ予防接種事業などに係わる費用でございます。９繰出金２，７７０万５，

０００円、国保病院や診療所の施設整備等に係わる経費及び予防接種や検診等に係わる経費に

ついて繰出ししたものでございます。１０基金積立金１万３，０００円につきましては、預金

利息を基金へ積立てしたものでございます。１２その他支出１，８８４万円につきましては療

養給付費等負担金の精算に伴う返還金が主なものでございます。歳出合計が１７億４，１７０

万円。

次に歳入についてですが左側の欄、１保険税から１０その他収入までの合計は１７億８，６

３０万円で歳入歳出差引額４，４６０万円となり次年度へ繰越しとなってござます。

また右側の（２）保険税の状況、（３）保険給付の状況、（４）経理関係諸比率は記載のと

おりですので説明を省略させていただきます。

次に４３ページをご覧願います。第１２表の主要施策効果表です。決算額が先ほど説明した

とおり１７億４，１７０万円、財源内訳として国道支出金４億７，００３万４，０００円、そ

の他財源で９億６，７８１万円、一般歳入で３億３８５万６，０００円となっております。主

な事業実績としまして、一般被保険者と退職被保険者合わせて申し上げますが、平均被保険者

数が２，７６１人、医療給付件数が４万１，８４１件、療養給付費等費用額１２億６３７万４，

１６７円でございます。また被保険者１人当たり費用額は４３万６，９３３円、出産育児一時
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金は８件で３３６万円、葬祭費が２０件で６０万円となっております。また主な保健事業につ

きましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

以上で国保会計の説明を終らせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりましたので歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書

では国保１ページから国保３０ページとなります。質疑ありませんか。

真柄委員。

○委員（真柄克紀君） せっかくの機会ですので、決算委員会ということで国保会計について

若干質問をさせていただきます。きょう朝庁舎に入ってきましたら、くしくも大変、小学生、

中学生の書道が一面に飾ってある。それが税を知る週間、税の週間がきょうから始まったのか

どうかわかりませんけれども、大変ＰＲという形で税のテーマが正面に掲げられておりました。

私も国保会計事業中でこれは今までもずっと事業を運営する上で、理事者共々各担当の方も苦

労をしながらこの事業の推進に努めてること十分理解してるつもりでございます。しかしなが

らこの置かれている現状も大変厳しいことも認識しております。それで監査報告等を読ませて

いただきましても、監査からもその点についての指摘は十分にされてると思いますが、私は議

員の立場から再度この点についていろいろと確認しながら、お互いに共通の中のこの事業のた

めにどういう形でこの税の関係を扱っていくべきかということを議論していきたいと思います

のでお時間をちょうだいしたいと思います。

まずもって、この収納率、現年分それから滞納分ありますけども、今回収納率でいきますと、

現年分で９５．４％、滞納分で２１．２％で資料に上がっておりますけど、これは前年あるい

は前年から見たときの率でいったらどのように変化しておられるのか、わかればお知らせ願い

たいのですが。

○委員長（大野一男君） 税務課伊瀬徴収係長。

○徴収係長（伊瀬 亮君） 真柄委員のご質問にお答えいたします。国保税の現年分の徴収率

につきましては９５．３８％、２６年度につきまして９４．５８％となってございます。滞納

繰越分につきましては平成２７年度が２１．１７％、２６年度については２４．４２％、現年

度滞繰合計しまして２７年度が７８．８２％、２６年度が７９．０８％となってございます。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） だいたい前年、前前年見たときに、まずこの数字でみると現年度の率

は、ほとんど変わらないという形で、滞納分が残念ながら落ちてきている現状でございます。

それでこの数字を、これは皆さんも認識して国保税の集金の難しさは十分に認識してる中でお

話するんですが、最終的な形で両方合わせた形の収納率でいくと７０数％となりますね滞納ふ

くめてなりますね。こういうような数字の場合に、例えばこれはわからないで聞くんですけど、

国なり道なりから来るいわゆる補助金なりそれから支出金あたりに関しては、これどの程度

の％でペナルティーが係るとかそんなことは一切ないんですか。

○委員長（大野一男君） 中山国保医療係長。
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○国保医療係長（中山康春君） ただ今の質問についてですが、今の収納率でございますと国

からのペナルティーはございません。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） ということはこれより悪くなった場合は、そういうこともあるという

こと。そういうルールがあるということですか。今はないということは、もしこれより下がっ

ていった場合は、そういうふうにある程度国からいろいろな形の規制とかはあるというルール

になっているんですか。参考のためになっているならお聞きしたいですが、なってないんです

か。

○委員長（大野一男君） 中山国保医療係長。

○国保医療係長（中山康春君） 下がった場合に確実なペナルティーがあるかとかは、すいま

せんまだ認識不足で申し訳ないですけれども、ただ下がった前年度から下がった場合、過去３

年間の収納率を見て医療費の適正化計画を道に提出して、今後の収納率上昇に向けて計画を持

って実施するというところでございます。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） まだちょっとわからないというのもあれなんですけれども、もしその

辺でわかったらあとから。どっちにしても金額的なものはないにしても作業的なもの含めて、

そういう形の指導はあるということですね。わかりました。それで私はこのあとちょっとずっ

と決算の結果見させてもらった時に、予算規模で、予算現額、最終的に２億９，０００いくら、

それでこれ調定額でいきますと３億７，５００数十万これ間違いですね。それから収入済額が、

これ私国保税に限定して質問してますので理解してください。収入済額が２億９，６２２万、

それから不納欠損が３０９万何がし、それで収入未済額が７，６５２万いくら、この数字間違

いないですね。そしたら私読み方間違ってないということで、そうで私これ収納率両方合わせ

ると今回７８．８％収納率ですけれども、これは素人目でただ単純に危惧するのは、この収入

未済額とそれから今いうところの不用額がほぼ拮抗している状態になっているんです。決算上

みると。なってますね７，０００万台で。なりませんか。

○委員長（大野一男君） 真柄委員、今の質問の数字の参考データは４３ページからのあれで

すか。

○委員（真柄克紀君） 決算書だって。

○委員長（大野一男君） 決算書からですか。わかりました。

○委員（真柄克紀君） 私なりに計算したらそうなる。間違ってたらまた悪いので、ちょっと

聞いてるということです。

だけど委員長これ聞いたらちょっとそのくらいそうだということくらい言ってもらわないと

困ります私。違うなら違うって。

○委員長（大野一男君） 答弁を精査するために休憩いただきます。

休憩 午前１０時１６分
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再開 午前１０時２０分

○委員長（大野一男君） それでは会議を再開いたします。

中山国保医療係長。

○国保医療係長（中山康春君） お答えします。関連はございません。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） わかりました。関連ないということであれば、これはまったくほかの

いろいろなものが繰入れになってたまたまこの数字がだいたい似たような数字になったという

ことですね。そう理解すればいいんですね。わかりました。関連ないということですが、しか

しながらこの税にあれして言いますけれど、この税収を最終的な形で何パーセントかでも回収

を高めていく、これと関係ないということであれば、関係ないとはいえないと思いますけど、

それはそれで会計全体としては私は関係あると思うんですが、それがないということであれば、

この税収の問題です。本当にこれは町側も苦労し、渡島檜山の回収機構とか、そういうのも使

っていろいろやっているのも確かですし、それからこの前一般会計でありましたけど、税務課

もわざわざ、あの時私も聞けばよかったんですが、土佐までいってそういう研修もしてこられ

ていると、そこの中でこういうテーマについて研修があったかどうかわかりませんけれども、

その辺についても合っていい地域に行って来たのかどうかわかりませんし、町長も昨日のとお

り、全国いろいろ出ているわけですから、各自治体でいろいろないい案があるかどうか、その

研究もされているかどうかわかりませんけれども、そういうのがあればそういうのをぜひ活用

しながらやっていただきたいと思いますけど、ただ町長、これ今のルールが変わって今までだ

ったら全部積算してたけど、やっぱり不納欠損も結構年度によっては残念ながら増えてきてい

る中で、この７，０００万以上のものが、だけど収納未済でずっと積み重ねていった場合、こ

れはまたこれが不納欠損からいって、決してうちのまちにとって相当な重荷になってるという

現状は、私これ決算委員会だから言うんです。ということはきちんと納税してくれている方に

ついても申し訳ないし、逆にそれを今債務を不履行している方にはきちんとやっぱりこの議会

を通しても、議会も責任ありますので今質問させていただいてるんですが、それでこの不納欠

損がもし２％なり３％でもきちっと上向いていけば、当然、国保税の税率は下がっていくわけ

です。これは今までどおり議会も私も何年間に１回しか質問しないし責任ありますけれども、

でもやはりこれだけ今回ずっと去年の一般会計見ても、いろいろ中身あるところにしろ、やは

り公債費の比率も上がってきている。そういう中で今度この、今合併１０周年で記念事業いろ

いろやりましたけど、この辺に本当に抜本的に手を掛けないと、これ国保税だけでなくて、町

民のせっかくきちんと納税している方々への負担がますます増えることになると私は思うんで

す。その辺について、だから今すぐどうすれとか責任を問う問題ではないですが、どのように

考えているのかということを、これ機会ですので私は再度、担当課もそれから理事者にも伺い

たいということで、きょう質問していることでご理解ください。

○委員長（大野一男君） 樋口税務課長。
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○税務課長（樋口 靖君） ただ今の不納欠損の部分でございますが、滞納の部分につきまし

ては、私どもでいろいろ督促や催告を行いまして、納付を促しているとこでございます。しか

しながら、なかなか納付の納入が困難という方もおりますので、その辺につきましては納税相

談等を行いながら分割納付、そういう誓約をいただきながらなるべく徴収に努めております。

ただやはり、何の連絡もない方につきましては、私ども差押え等、そういう滞納処分にむけて

渡島檜山の地方税の滞納整理機構と連携をしながら取り進めているところですので、ご理解を

お願いしたいと思います。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） その通りだと思います。税務課長のやれる範囲も限られているし、そ

れから本体債務者の情報もいろいろないと、こういう時代ですからなかなか難しい面あるのは

わかる。ただ今はいうところの７８％という中で、少なくとも予算規模のかなりの数字がここ

で。したら逆に常にこの未収済額がこのぐらいあってもしかたないという形で運営されている

のか。これで運営していっているということは、このくらいあってもしかたないんだという形

で、考えて税対策に対して言っているのか、これはまちの人に対してもきちんと私は説明する

責任が事業者である以上あると思うんです。だからその辺どういうふうに考えているか再度、

これは本当にお互いにどうのでないですから、これをどうやって解決するかという意味での質

問ですので。ただ今のままの同じような形の同じような形の同じような徴収の形ではなかなか

難しいでしょうと。この７，０００何万は少なくとも５，０００万くらい、２，０００万ぐら

いまでせめて落とせば、さっき言った２，０００万落とすということは、結果的に今負担して

いる高税率の方々が１万でも２万でも税率下がるのは、はっきりしているわけですから、その

辺町長もっと真剣にという言い方また悪いですが、本当にやらないと今、このあと合併１０周

年の記念事業は確かにわかりますけど、１０周年を機にこういうこともきちんとしていかない

と、ますます大変になってくるんじゃないですかということで、私質問しておりますので。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） まず税のしっかりやられてないという部分については、せたな町ばか

りでなくて各自治体、随分頭を悩ましている部分であります。税ばかりでなくて水道料だとか

住宅使用料だとか、さまざまこれは未収になっている部分が出てきております。これはやはり

税の負担の公平性から考えると、やはりしっかり取り組んでいかなければならないと思ってお

りまして、これは現在、委員もおっしゃいましたが、滞納整理機構を含めて悪質な部分につい

ては、これは強力に滞納整理をさせていただいております。この成果は上がってきております。

それ以外に生活の困窮による納入できない方というのもおります。そういう方につきましては、

分納であるとか、そういう納税相談をしっかりやらせていただいて、今の収納に向けた取り組

みをしている。そういう状況でございまして、これ以上の対策はなかなか難しいと考えており

ますが、ただ、その中でやっぱり積極的に収納をしていくことは税務の担当職員含めて、これ

はしっかりやっていかなければならないと思っております。これは重要な問題の一つとして、

私たち抑えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
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○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） これただ町長、国保税というのは、要するに応分、応益ということで

要するに能力に合わせた形で税率配分してるわけですから、その困窮者どうこうといろいろい

うけれども、それはそれに合わせた応分の負担をするための税率でやっているわけですから、

この公平性というのは、きちんともっともっと表に出していかないと先ほど言ったように、そ

ういう弱者だよという言葉の中で最低限の今いう、給食とこういうのはまた別です。この国保

税というのは特殊ですから、ですからそのとこは特に、私この国保税に限って質問したけども、

当然、使用料も含めていっぱい課題はあるのわかってます。ただこれを一つの主題にして、ま

ちの方々にもその納税義務なり、支払い義務をきちっと理解していただくし、その分の行政サ

ービスきちんとしますということの意味で、今質問してるわけですから。町長今いうようにそ

れしかないというけど、ぜひプロジェクトチームでもこの際作ってやらないと、なかなかいか

ないじゃないですか。私思います。それでなかったらいかないと思う。ま副町長がトップにな

ってもいいですけど、そういう中で通年を通してきちっとした形で活動していかないと、これ

を解消して今いう、どちらかというと負担感の高い国保税を維持していく。これはわかりませ

ん。このあと国が１本化の中で、なんか知らないけどそういう形にもっていくという話も聞き

ますけど、現状はまだそうなってないし、現実自分のまちの財産がここでかなり引っぱられて

いるの事実なわけですから、その点議会も責任あります。私も当然責任感じておりますけど、

そういう中ではまた町民の方々が話す中でそういう形のものを私たちもしていかなければなら

ないと思いますが、ぜひ町広報にそれから広報以外にもいろいろな形で、１番大変なのは現場

で本当に徴収している職員に関しては本当に申し訳ないと思うけど、立場上これはやっていか

なければならないということですし、そういうことを含めて、本当にこれはお願いしたいと思

います。それでぜひ最終的な形の中で税率の低減化、それときのう質問しましたやはりこの事

業を展開することによって、国民、町民の健康増進なり、そういうものも図られていっている

わけですから、これを回って行くと最終的にそれで病院のやっぱり最終的な負担も減っていく

と形になっていきますので、ぜひこれを一つの最大のテーマとして全町上げて再度取り組んで

いただきたい。決算委員会でございますのでそういう形でお話させていただきましたけど、一

つ最後の答弁よろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） 副町長。

○副町長（髙野利廣君） 先に町長よりも私が先に答弁をすればよかったですけども、真柄委

員のまさにおっしゃるとおりでございまして、大変私たちとしても憂慮しているところでござ

います。実は定期的に滞納者のための対策会議を四半期ごとに開始をしております。国保係の

保険証を交付する側とそれから税を徴収する税務係と連携をしながら定期的に情報交換をしな

がらどうしたら収納の向上率が上がるかということで会議を行なっているところでございます。

やはりなんといいますか、だんだん高齢になってきて収入も減ってくる。それと前の年はなん

といいますか、農業でも漁業でもたくさん収入があったけども次の年に不漁とかになれば、ど

うしても前の年の収入が次の年の税に影響してくるということもございます。そういったこと
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で、税も国保もそれぞれ未納になってる方と折衝をしながら誓約書等をいただき、あるいは保

険証も資格証あるいは３カ月だけ認めますと。あとはもっと半年あるいは年間通してのという

ことになればまた保険税をいただかなければ交付できませんというそういう個々の相談をしな

がら、今までも苦労してやってきているわけですけども、いずれしてもそういった未納者と疎

遠にならないよう何回も折衝することによって納税意識といいますか、そういうのも出てもら

って、意識してもらわなければどうしても向上につながりませんので、担当としてもそういっ

たことで苦労しながら、私もそういったメンバーになっているものですから、役場の中で支所

の職員も含めて定期的にそういったことで協議をしながらやっているところでございます。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 副町長の強力なリーダーシップのもとそういう形での作業ぜひ継続し

て粘り強く進めていただきたいと思います。それとこれはきょう委員長が総務厚生の委員長で

ございますので、私たちも委員長方とも相談しながら議会でもできる形でのいろいろな形での

知恵を出していくことは必要だろうと認識しておりますので、その辺についてもご理解いただ

きたいと思います。それでさっき中山さんから言いましたけど、本当にまったく関連ないとい

うわけではないんでしょさっきの話。全然関連ないと理解してよろしいですか。全体の会計の

中でいったら関連がないことにはならないと思うんですが、関連ないといい切らなくてもいい

んでしょということだけ確認しておきます。関係ないということになったら私おかしいんじゃ

ないかという気がしますので。

○委員長（大野一男君） 佐々木財政課長。

○財政課長（佐々木正則君） お答えを申し上げます。まず結論から申し上げますと偶然に近

寄った数字ということでございます。不用額は会計全体１年間の不用額ということでございま

す。それと不納欠損につきましては、それぞれの定めによる不納欠損額ということでございま

すのでそのようにご理解をいただきたいと思います。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今の真柄委員の内容に関連してお聞きしたいと思ったんですが、国保

税に関しては以前に勉強したことがあって、それぞれの収入の応益になった中で配分されると

いうことで来てるんですが、ただ今回の場合、監査報告の中においても、それ見て真柄委員質

問したと思うんですけども、この収入未済額が何年も、だいたい数字パーセントから見ても、

金額的にもほぼ固定化しつつあるという判断ができると思うんです。やはり中身については先

ほどの答弁にありましたように、国保税だけでなくても水道料とかまた下水道とかいろいろな

ものでも確かに収入未済あるんです。これについて、いじわるな言い方ですけども払えないの

と払わないのとは、ものすごい違うんです。そういった意味で対応の仕方ということで、やは

り毎度こういう形で数字に出てくることは、やはりどこかに元になる大きな原因があると思う

んです。きょう出席してませんけども、江上議員がもしいれば、そういう大変な方には救済措

置があるはずでしょうと多分述べられたんでないかと思いながら話してますけども、そういっ
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た意味で、かなり窮屈な思いがするんであれば先ほど言われました納税相談の形を逐次会議を

起こしてやってるというけども、数字は変わらないということであって、この納税相談なんか

は、年間で個別にどのくらいの件数行なってるんでしょうか。そしてまたその内容成果はどう

いう形に出てきているんですか。その辺について今回せっかくの機会ですから教えていただき

たいと思います。

○委員長（大野一男君） 伊瀬徴収係長。

○徴収係長（伊瀬 亮君） 平澤委員のご質問にお答えいたします。この納税相談の件数の詳

細については持ち合わせてございません。把握してございません。ただ年間相当件数の相談を

受けてございます。その中には先ほど平澤委員からも申し上げられました、あるけれども払え

ない。あと本当に払えない。その両者が存在するわけなんですけども、お金があって払えない

という方については、納税相談の上、払う意思、納税の意思があるのであれば、分納誓約ある

いは一括で納入とそのような方向に導いてございます。ですが本当にお金がない方、お金がな

くて払えない。このような方については、実は納税相談の際に財産の状況、生活の実情を詳し

く聞き取りした上で、例えば多重債務に陥ってる方などもいらっしゃいます。その方などは、

昨年も実績あるんですが、法テラスに導きまして、そちらで相談を受けて任意整理という形で

債務を圧縮されまして、税金に充てれるようになったという方もいらっしゃいます。実は私ど

も交渉の中で、特に健康保険税がそうですが、健康でなければ働けない。働けなければ払えな

いと、このような心情をもっていろいろ交渉にあたっておりまして、先ほど副町長から申し上

げましたけども、国保税の滞納者の審査会でさまざまな交渉のアプローチの方法を提案させて

いただいて、副町長はじめ資格担当の町民課の方々の後押しも得て今まで交渉できなかったも

のが、交渉出来るようになった。そして納付につながっていると。このようになったものも多

数出てきております。

以上です。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 各々相談されてきているから件数はわからないということで、先ほど

答弁の中に課内会議も十分やられているということですけども、一番心配されるのが、先ほど

町長言いましたけども、たまたま所得の変動によって非常に厳しくなった時代もありうる。こ

れは当然それぞれの自営の中ではあり得ると思うんです。ただ私が心配するのは、この総体的

な金額はここ何年も続いて、このパーセンテージもだいたい替わらないということであれば、

私はこの収入未済額の支払できない方、固定化してきてるんじゃないかっという懸念があるん

です。だから改めてそういう経済的な事情によって払えないとか、そういう事情についてはそ

れはまたいろいろな意味での方法あるんですが、これはずっと悪循環といいますか、そういっ

た意味での町民の方で厳しい内容があるんでないのかなっていう心配があるんです。そういう

ことで個別の対応にしても、今回、固定化しているということがあるのか、ないのかという点

について教えていただきたいと思いますけどもどうなんですか。

○委員長（大野一男君） 伊瀬徴収係長。
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○徴収係長（伊瀬 亮君） 平澤委員のご質問にお答えいたします。冒頭に申し上げればよか

ったんですけども、まず現年度と滞納繰越分の徴収率の関係ですが、実は平成１８年、このと

きの徴収率が７１．６２％です。それで平成２７年度が７８．８２％ですので、実質７％ほど

上昇しているような状況です。２７年度の合計７８．８２％は過去１０年間で見ますと、実は

これ２番目の数字です。毎年上昇していたんですが、昨年だけコンマ何％という形で落ちてし

まったような状況です。滞納金額につきましても平成１８年度の段階では１億４，０００万ほ

ど滞納繰越分があったんですが、平成２８年度に繰越しした金額については７，６５０万と約

半減しているような状況であります。滞納者の固定化というお話でございましたけども、確か

に固定化してる部分があります。その固定化している部分をどのようにしようかということで

副町長を本部長とする滞納審査会、これでさまざまなアプローチをさせていただいて、それで

交渉困難な方について交渉を再開し、納付につながってきているというような、いまやっとそ

の段階でございます。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 詳しく説明していただきました。そこでちょっと気になるのが救済方

法は考えていかなければならないと思うんです。やはりどうしても払えないという場合には、

その今言われたいろいろな意味での調査されてるということで報告ありましたけども、そうい

った中で無いところにどうしても払えということで、そしてまた収入未済額、不納欠損、その

分が累積されていくのは納税義務者にとっても大変なことだろうと思うんです。それはそうい

った完全に支払い不能な状態にあるという場合には、まだ今の国策であるいろいろな方法を使

った中で、救済していく必要があると思うんですけども、そういった制度に乗せた例は何件か

あるんですか。

○委員長（大野一男君） 伊瀬徴収係長。

○徴収係長（伊瀬 亮君） 平澤委員のご質問にお答えいたします。徴収サイドとしてはよく

研修に行かさせていただいているんですが、取るか落とすかどちらかだというような研修を受

けてございます。というのは、取るというのは、当然払えない方には滞納処分をする。落とす

というのは、財産調査の結果、財産がなければ滞納処分を停止すると。滞納処分を停止して３

年経過後に状況が変わらなければ不納欠損処分をします。そのような形でございます。

○委員長（大野一男君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 非常に難しくデリケートな問題だということは自分も認識しておりま

す。そういった中でご飯食べるのも、取り上げて払えということはまずできない。しかしこう

いった数字がずっと続くとなれば、やはり徴収の仕方また課税の仕方そういったのも中には問

題があるのかということについては、検討しなければならない、ただ逆に言えば８割の方がき

ちんと納められているんだっていうことで、そういった大きな負担があるのだろうかっていう。

ただ、まちの今言われた、先ほど真柄委員も言われましたけども、税の公平化っていう点から

いけばやはり収納率については８割から９割の形の中で、よっぽどの突発的な事情の場合には

それは私もわかりますけども、こういう形で毎年同じような７，０００万以上の金額が未済額
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になっていることに対して、やはりこれから本当に本腰入れた中で協議して対応策しなきゃな

らないし、そして先ほど申しあげましたけども、支払い不能な方、そういった方については今、

伊瀬さんが申し上げましたけども、最終的にいくんじゃなくてそれに対する柔軟な姿勢をとっ

ていく必要があるんじゃないかなと対応の仕方について思うんです。そういった面についてま

ち側の姿勢というんですか、これからまた来年も再来年この同じような数字が出てくるんじゃ

なくて、幾らかそれが改善されるような方向付けでもった中でやっていかないとならないと思

うので、これは今からでも取り組まないとならないと思うんです。だから今回までの決算委員

会の中でこういう数字が何年も続いてくることに関して、これを解消するということの算段と

して今までの話では、納税相談それからあとは会議等を通じた中でしていくということですけ

ども、こういった方法の解消に向けた方策について取り組みの姿勢を述べていただきたいと思

います。

○委員長（大野一男君） 副町長。

○副町長（髙野利廣君） いろいろとご心配をいただいているかと思います。先ほどの固定化

ですけども、確かに未納者の方は段々固定化されてきている状況です。定期的な対策会議、審

議会の審査会の中でも話題になるのは納税相談のことで、向こうから来てもらうのではなくて、

こちらから積極的に出向いて納税相談する。やっぱり疎遠にならないことが大事でありまして、

納税意識を持っていただくためには、その家庭に入って家庭の事情もある程度把握しながら納

税相談をしなければならない部分があると思うんです。だからそういったことで職員には、デ

リケートな部分もあるんですけども、結局、家庭を訪問しながら納税相談に上げて毎月、分割

払いですが、５，０００円でも３，０００円でもいいから意識を持っていただくようにという

ことで対策会議の中で私ども話をさせていただきながら、職員もそういった対応をしているわ

けですけども、今後さらにそういったことに力を入れていきたいと思っているところでござい

ます。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

細川委員。

○委員（細川伸男君） この税の徴収は大変な部分ですけども、僕も過去何回か税については

質問したことあるんですけれども、先ほど言ってた平成１８年から今までで約半分くらい不納

が減ったという話ですけども、本当に払ってもらってこの分が減ったということで理解してよ

ろしいですか。

○委員長（大野一男君） 伊瀬徴収係長。

○徴収係長（伊瀬 亮君） 細川委員のご質問にお答えいたします。この中には当然不納欠損

で処理した部分もございますので、一概に全部が全部徴収したというものではございません。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） ということは純然たる半分になったと胸を張って言える数字じゃない

と思うんです。そうなってくると聞いている人は、今僕が質問したからわかるんであって、ネ

ット配信からテレビ見てる人方は、そんなに純然たる債務が減ったんだという取り方するので、
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それはちょっと違うんじゃないかと思って、今聞いてたものですから、やはり町民に言うので

あれば、減ったのは減ったけどもこの部分はこう減ったけども、不納処理したものは処理しま

したという部分も伝えてやらないと、言っている人はわかるけども聞いてる人がわかるような

理事者側の説明をしてやらなかったらまずいんじゃないかと私は思います。それで今までも決

算の中でやってきていても、やはりもう少しその辺の配慮が足りないのかと思いますので、そ

の辺の考え方も教えてもらいたいのが１点と、それと先ほど言った相談、いろいろ相談もある

んですけれども、例えば、まちでどうしても払えないとか、いろいろな指導もしながらそうい

ったときに、例えば先ほど平澤委員も言ったように要するに促す部分についても、例えば再生

するんですか、これも個人的にどうしても究極まで言ったのであれば、個人的に相談の中で、

個人再生もあると。例えば個人的に破産するものもあるという中で、先ほど伊瀬さんが言った

ように、その手法によっては一般のほかのものは全部カットになっても、まちの部分は国道市

町村の部分の債務については、全額はこないんですけれどもこれこれこういう訳できますとい

う制度もあります。それはわかってますね。だからそういうものもあるのであれば、ただ単に

３年経ったから５年経ったからこれを不納欠損に処理するという考えじゃなくて、もう時期が

迫ってきたならば、そういう促し方も一つあるんじゃないかと。そうすると少しでも戻ってく

る税収が私はあると思うんです。その辺の考え方も、もしもあれば言ってもらいたいと思いま

す。

○委員長（大野一男君） 伊瀬徴収係長。

○徴収係長（伊瀬 亮君） 細川委員のご質問にお答えします。先ほどの不納欠損の関係、十

分なご説明がなかったことについては申し訳なく思っております。ただ不納欠損、毎年行って

いるんですが、欠損額イコールすべて時効というわけではございません。私どもが十分財産調

査の上、財産がなかった方については滞納処分停止をして、その方についても時効と同様、不

納欠損という形も出ておりますので、一概に全額あれということではございませんので、その

点だけをご理解いただきたいと思います。

２点目の質問申し訳ありません。

○委員長（大野一男君） 細川委員もう一度お願いします。

○委員（細川伸男君） ２点目の質問がちょっとあれだということで、私が言ったのは時間と

年月が経過して、下手すればこれ不納欠損で最終的に処分しなかったらないと。もうこれはも

らえないという段階までくることありますね。その時に、例えば個人で俺は破産したくないよ

という人もいるだろうし、やや出来れば個人で再生したいという考えの人もいると思うんです。

それは知らないでいる人も中にはいると思うんです。であればまちで手法としてこういう手法

がありますと。で個人的に再生したい人は、結局、裁判所にはなるんですけども、そのときに

きちっと個人の部分で生活する部分は大変な部分は大変な部分できちっと分けてくれますので、

そうすると、まちに入って来る税収は、先ほど言った、たくさんあっちこっちからお金を借り

て困っていると、もう払えないという話も出ましたので、そういうところは個人再生だとか、

個人破綻をすることによってその分はゼロになるけれども、要するに残った分は、これはまち
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で取れる。取れると言ったら語弊ありますが、国道市町村でもその分はもらえますという制度

が私はまちがいなくあると思うんです。いろいろ調べてみても。ただそういう部分があるので

あれば、もう期限が来たからこれもう不納欠損処理しますと。単純にそうやらないでそういう

人方にはそういう促し方もしながら、これはあくまでも個人との了解を得ないとない部分です

から、まちが勝手にできるわけじゃないですから、それを踏まえて相談に乗ってやってわから

ない部分を教えてやって、そういう制度もあるんだと。どっちを選ぶのかは個人ですけれども、

そういうことも指導しながらやってやったら、まだ変わった形がでるのかと思いますので、そ

の辺はどうですかという質問です。

○委員長（大野一男君） 伊瀬徴収係長。

○徴収係長（伊瀬 亮君） 大変失礼いたしました。なるべく納税相談の段階では、いろいろ

な話を聞くようにしておりますし、また私の知っている範囲でいろいろな提案等々させていた

だいている状況にあります。不納欠損の関係につきましては、時効が近づいているのであれば

納税誓約をし、時効を延ばす、あるいは差押えが必要であれば差押えをして、時効を中段させ

てまた時効を延ばす。そのようなことをしておりますので簡単に時効で不納欠損というような

ことには持っていっておりません。実際ここに上がっている不納欠損というのは、例えば住民

票が置いてある居所に実際に住んでいない。居所不明ですとか、そういったたぐいのものが非

常に多くなっておりますので、一つご理解のほどよろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） 私はそういうふうにやってないというんじゃないんです。そういうこ

ともしながら、私が言ったそういう、なんていうか指導というか、教えてやってこういう方法

もある、こういう方法もあるよということで促しながら、相談しながらそういう方法もあるん

じゃないかということを私が言っているのに、先ほど私の答弁には皆さんに言ってることと同

じようなこと言っていて、私の質問とはちょっと噛み合ってないので、委員長それ調整してく

ださい。

○委員長（大野一男君） 副町長。

○副町長（髙野利廣君） 先ほどからいろいろ申し上げておりますけれども、まちから自己破

産を奨励するのはいかがなものかと思いますけども、いずれしてもそれぞれの家庭の事情があ

ります。したがって家庭に入り込んで収入の状況を把握しながら、ケースバイケースというも

のがあると思うんです。そういったことで担当者が親身になって相談することによって、納税

意識が高まるのではないかと思っております。したがって１，０００円でも２，０００円でも

いいから毎月納めてくれるようにということで、協議をしていくことが収納率の向上になると

思っておりますので、そういったことで担当者には小まめに家庭訪問をするよう指示をしてい

るところでございます。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） そのとおりだと思いますのでいいのですけれども、例えば、私も聞い

たことあるんですけども、先ほど言った一時的に保険証出しますね、滞納している人でまずい
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という人は。一時的にその保険証を使って一時的に払ってる。それはいいです。でもそれが一

時的の部分は払っておけば、残ってる分は払わなくてもいいんだと。何もどうせ困ったって一

時的に出るんだと。出るから何も問題ないんだという人も中にはいるんです。これ本当に私も

聞いてますから。だからそれがどうこうではないけども、そういうのも含めて、先ほど言った

例えば、お金がある人で払えないという人で、そういう人がいるかどうか私はわかりません。

わかりませんけども中にはそういう人もいる話も聞いてますから、なかなか難しい問題なんだ

けども、法律でも何でもそうなんだけども、抜け道があるのでそこまでどうこうは言いません

けれども、ただそういうことも全体的に踏まえた中でもって、やはり交付する側も考えて交付

してもらいたいし、先ほど副町長言ったように、その家庭といろいろお話してますよというの

もありますけども、多分その家庭には何人かお住まいになって、１人でいる人もいるかもわか

りませんけども、家族が３人、４人いる中でそのほかの家族が収入を得ている部分もあります

ので、だからそういう部分も含めて、どの程度、話して調査をしてるかわかりませんけども、

同居家族であれば一個人ではなくて、３人なら３人いて、３人の収入があるというのは、ここ

のまちで住んでいれば税務課でもどの程度の収入あるかわかっていると思うので、だからその

辺も含めて徴収に対しての努力をしてもらいたいと思いますので、今後とも皆さんで頑張って、

徴収してもらいたいということで、答弁もらって終わります。

○委員長（大野一男君） 副町長。

○副町長（髙野利廣君） 悪質な方についてはそれなりのまちの指導といいますか、行政指導

もあるわけです。したがって払えない方については、そういったこと個々の事情を聞きながら

対応していきたい。今の細川委員のおっしゃる通りでございますので、今後ともそういった形

で取り扱いたいと思っております。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終結いたします。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終結いたします。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第２号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第２号、平成２７年度せたな町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は認定す

ることに決しました。

開会から１時間が過ぎましたので休憩をとらさせていただきます。

１１時１５分まで休憩といたします。
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休憩 午前１１時０４分

再開 午前１１時１５分

○委員長（大野一男君） 休憩を解き会議を再開します。

整理番号第２、認定第３号平成２７年度せたな町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

内容の説明を求めます。

吉崎町民児童課長。

○町民児童課長（吉崎照人君） 説明資料は４４ページです。後期高齢者医療特別会計の決算

状況についてご説明いたします。下段の歳出から説明します。１総務費３３３万１，０００円

は一般事務費及び後期高齢者システム保守管理業務に係わる経費でございます。２後期高齢者

医療広域連合納付金１億２，３５６万２，０００円、広域連合の運営経費やまちが徴収した保

険料等を広域連合へ納付したものでございます。３繰出金４５０万４，０００円、後期高齢者

の健康診査やインフルエンザ予防接種の助成分を一般会計へ繰出したものでございます。５そ

の他の支出６万５，０００円は、保険料の還付金でございます。歳出合計が１億３，１４６万

２，０００円となってございます。

次に歳入ですが、１後期高齢者医療保険料から４その他の収入までの合計は１億３，１５０

万２，０００円となっており歳入歳出差引額４万円で次年度へ繰越となっております。

次の４５ページをご覧願います。主要施策効果表についてご説明いたします。ただ今ご説明

したとおり、決算額は１億３，１４６万２，０００円、財源内訳として、その他財源で６，４

６４万５，０００円、一般財源で６，６８１万７，０００円となっております。事業実績とし

ては、被保険者数が２，０３０人、後期高齢者医療広域連合納付金については記載のとおりで

すので、説明を省略させていただきます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりましたので歳入歳出全款一括で質疑を許します。決算

書では後期１ページから後期１７ページとなります。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終結いたします。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終結いたします。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第３号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。
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よって認定第３号、平成２７年度せたな町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は認定する

ことに決しました。

説明員入れ替わりのため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１９分

再開 午前１１時２１分

○委員長（大野一男君） 休憩を解き会議を再開いたします。

整理番号第３、認定第４号、平成２７年度せたな町介護保険事業特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

内容の説明を求めます。

福士保健福祉課長。

○保健福祉課長（福士裕継君） それでは報告書の４６ページ介護保険事業特別会計の決算状

況でございます。まず歳出からご説明をいたします。１款総務費、決算額３，８０７万５，０

００円で、人件費及び事務費に係る一般管理費が２，７７６万９，０００円、そのほか主なも

のといたしましては、認定調査費、認定審査会共同設置負担金でございます。

２款保険給付費、決算額８億７，０２７万２，０００円で、介護サービス給付費が７億４，

０７４万３，０００円、そのほか主なものといたしまして低所得者への補足給付となります特

定入所者介護サービス費、要支援者に対する介護予防サービス給付費でございます。

３款地域支援事業費、決算額７，４６６万８，０００円で、包括職員の人件費、事務費など

に係る包括的支援事業費が４，１４５万１，０００円、そのほか主なものといたしまして、配

食サービス等に係る介護予防事業費一般財源分、入浴サービス等の任意事業一般財源分でござ

います。

６款諸支出金、決算額６４３万２，０００円で、介護給付費負担金等返還金が主なものでご

ざいます。以上歳出の合計は９億８，９６０万３，０００円であります。

次に歳入でございますが、１款保険料から９款諸収入まで合計１０億１，３６０万７，００

０円となり、歳入歳出差引２，４００万４，０００円が翌年度へ繰越しとなったところでござ

います。

続きまして４７ページ主要施策効果表についてご説明をいたします。介護予防事業の決算額

は２，１９１万２，０００円で、国道支出金が１３７万２，０００円、一般会計からの繰入金

が１，５９２万５，０００円、残りが一般財源であります。要支援、要介護者になるおそれの

高い高齢者を対象に記載の各種介護予防事業を実施し、高齢者が在宅において健康で日常生活

が送れるよう支援に努めたところでございます。

次に包括的支援事業、決算額４，１４５万１，０００円で、国道支出金１，０３２万６，０

００円、一般会計からの繰入金が２，７２４万２，０００円、残りが一般財源であります。地

域包括支援センターの運営に要した経費でございまして、介護予防ケアマネジメント業務をは
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じめ記載の業務、研修を行い高齢者が要支援、要介護状態にならないための予防に努めたとこ

ろでございます。

次に４８ページ任意事業の決算額は１，１３０万４，０００円で、国道支出金が１９１万円、

一般会計からの繰入金が８６２万７，０００円で、残りが一般財源でございます。高齢者が在

宅において日常生活が送れるための支援、更に介護者の負担軽減を図るため、記載の事業、サ

ービスの提供を行ったものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますお願いを申し上げます。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりましたので歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書

では介保１ページから介保２８ページとなります。質疑ありませんか。

石原委員。

○委員（石原広務君） 報告書の４６ページ、決算書の１７ページ総務費、節でいうと１２節

と１３節、あとはその下の１９節に関連した形で質問させていただきます。この介護認定審査

会費で決算資料を見ると、例えば介護認定申請者が見込みより下回り、主治医意見書作成手数

料が少なかったため、その下に要介護認定調査数が見込みより少なかった。その下に認定審査

会の負担金も少なかったということですけれども、認定審査会年に何度を予定した形で毎年行

われるのか。月日もわかればお知らせいただきたいとます。

○委員長（大野一男君） 元島課長補佐。

○保健福祉課長補佐（元島敬二君） 認定審査会ですけども、せたな町単独で月に１回、年１

２回、今金町と合同で月２回、年２４回審査会が行われております。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） これは確認ですけど、高齢化が進んで審査会を受けた上で介護度とか

が決定する。一度受けて例えば介護度２の方が１、２か月の間に状態が進んで、要は家族、周

りから心配の声も上がった中で、そういう緊急の場合はその都度対応していただけるというこ

とで理解していいのか、そこだけ確認させてください。

○委員長（大野一男君） 元島課長補佐。

○保健福祉課長補佐（元島敬二君） お答えいたします。担当されてるケアマネジャーから変

更交付申請で適時対応されております。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） ということは次の審査会までまたないとないということではないとい

うことで理解してよろしいんですか。

○委員長（大野一男君） 元島課長補佐。

○保健福祉課長補佐（元島敬二君） お答えいたします。あくまで審査は審査会で行いますの

で、変更交付申請が出されまして、次の審査会に係るまでは介護度の変更はなされません。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） そういった状況に中で、先ほどの繰り返しなんですけど審査会を受け
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たら介護度２だったと。その期間があるうちにどう見ても介護度が上がっている。状況が心配

だという方への対応はどう考えてるかお答えいただきたいと思います。

○委員長（大野一男君） 坂下地域支援係長。

○地域支援係長（坂下克哉君） お答えします。あくまでも介護認定がまだついてない状況で

喫緊の課題があって、介護サービス等を利用すると。そういう必要性がある場合は暫定でサー

ビスを利用するということになると思います。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 審査の上で介護度２だと三杉荘は対象になるけど３だと養護の老人ホ

ームだということで、いろいろ家族からもいろいろな不安な状況がよく聞かれるものですから、

今のような形でその随時、その都度、高齢化が進んでる世帯に対しても、家族に対してもぜひ

ケアマネと相談しながらということでしたから、今後もそういう形で対応していただきたいと

思います。

以上です。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終結いたします。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終結いたします。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第４号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第４号、平成２７年度せたな町介護保険事業特別会計歳入歳出決算は認定するこ

とに決しました。

整理番号第４、認定第５号、平成２７年度せたな町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

を議題といたします。

内容の説明を求めます。

福士保健福祉課長。

○保健福祉課長（福士裕継君） それでは報告書の４９ページでございます。介護サービス事

業特別会計の決算状況歳出からご説明をいたします。１款サービス事業費決算額４，００３万

８，０００円で、主なものはデイサービスセンター事業費で２，９７５万７，０００円、介護

予防支援事業費１，０２１万１，０００円となってございます。

次に歳入でございますが、１款サービス収入から４款諸収入まで合計４，０３６万４，００

０円となり、歳入歳出差引３２万６，０００円が翌年度へ繰越となったところでございます。

続きまして５０ページの主要施策効果表についてご説明をいたします。通所介護サービス事
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業、決算額２，９７５万７，０００円で、一般会計からの繰入金３５７万１，０００円、残り

は事業収入でございます。要支援、要介護認定を受けた高齢者に対し、入浴、食事、送迎など

のサービスを提供し、介護者の負担軽減を図ったところであります。

次に認知症共同生活介護事業、決算額７万円、全額一般会計からの繰入金でございます。認

知症高齢者を対象といたしましたグループホームあさなぎの指定管理者を有限会社ケアステー

ションせたなに指定し、運営及びサービスの提供を行なったものであります。

次に介護予防支援事業、決算額１，０２１万１，０００円、一般会計からの繰入金で４６５

万９，０００円、残りは事業収入でございます。地域包括支援センター内の介護予防支援事業

所において在宅高齢者が要介護状態になることを防ぐため、必要なサービスを受けるための支

援を行なったところでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜わりますようお願いを申し上げます。

○委員長（大野一男君） 議員説明が終わりましたので歳入歳出全款一括質疑を許します。決

算書では、介サ１ページから介サ１５ページになります。質疑ありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終結いたします。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終結いたします。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第５号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第５号、平成２７年度せたな町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算は認定す

ることに決しました。

説明員交替のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時３４分

再開 午前１１時３５分

○委員長（大野一男君） 休憩を解き会議を再開します。

整理番号第５、認定第６号、平成２７年度せたな町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

内容の説明を求めます。

丹羽建設水道課長。

○建設水道課長（丹羽 優君） それでは報告書の５１ページでございます。簡易水道事業特
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別会計決算の状況についてご説明いたします。第１９表簡易水道施設及び業務概況については

記載のとおりでございます。

次のページに参りまして５２ページ、第２０表簡易水道事業特別会計の決算の状況について

ご説明いたします。表の左側から説明いたします。１収益的収支（１）総収益２億４４９万１，

０００円、（２）総費用１億６，３２９万５，０００円、（３）収支再差引４，１１９万６，

０００円。

次に２の資本的収支でございます。（１）資本的収入３億９，７６４万５，０００円、（２）

資本的支出４億３，８１１万６，０００円、（３）収支差引といたしまして４，０４７万１，

０００円のマイナスでございます。右上段にいきまして、３の収支差引でございます。７２万

５，０００円、４の積立金ゼロ、５の前年度からの繰越金７２２万９，０００円、６前年度繰

上充用金ゼロ、７の形式収支７９５万４，０００円でございます。８の翌年度に繰り越すべき

財源ゼロ、９の実質収支といたしまして黒字で７９５万４，０００円でございます。以下につ

いては記載のとおりでございます。

次に５３ページ、第２１表平成２７年度末簡易水道事業特別会計地方債現在高調べ、第２２

表地方債借入先別、利率別現在高の状況。

次の５４ページに参りまして、第２３表年度末起債残高・元利償還金・借入額の推移につい

ては記載のとおりでございます。

５５ページ、第２４表簡易水道事業特別会計主要施策効果表についてご説明させていただき

ます。決算書では簡水の１ページから２１ページとなってございます。事業名、施設改良事業、

決算額が３，６１３万７，０００円、財源といたしましては、その他財源３，０２３万円、事

業収入が５９０万７，０００円でございます。主な事業実績といたしまして、北檜山区で若松

簡易水道施設整備工事２６２万５，０００円、丹羽団地配水流量計取替工事費３０５万６，０

００円、東丹羽着水流量計取替工事３６１万８，０００円、丹羽ポンプ場施設更新工事６９６

万６，０００円、徳島ポンプ場取水流量計取替工事３２４万円、大成区では長磯簡易水道施設

改修工事１，６６３万２，０００円ございます。

次の５６ページでございますが簡易水道事業でございます。決算額３億３７５万円、財源内

訳といたしましては、国道支出金で９，８３１万６，０００円、地方債が１億５，６９０万円、

その他といたしまして４，７８５万８，０００円、事業収入で６７万６，０００円です。実績

といたしましては瀬棚区の北島歌簡易水道施設整備工事１，３８２万４，０００円、大成区で

大成区水道施設整備工事８工区で７，７４９万、同じく９工区で９，００１万８，０００円、

同じく１０工区９，０３９万６，０００円、同じく付帯工事で３０５万６，０００円、給水管

の敷設工事といたしまして、大成区都上浦地区その１で２３５万４，０００円、同じ区本陣都

地区で７８３万円、同じく久遠本陣地区で７０４万１，０００円、同じく都上浦地区で９７２

万円、同じく富磯地区で２０１万９，０００円です。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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○委員長（大野一男君） 説明が終わりましたので歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書

では簡水１ページから簡水２１ページとなります。質疑ありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終結いたします。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終結いたします。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第６号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第６号、平成２７年度せたな町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算は認定するこ

とに決しました。

整理番号第６、認定第７号、平成２７年度せたな町営農用水道等事業特別会計歳入歳出決算

を議題といたします。

内容の説明を求めます。

丹羽建設水道課長。

○建設水道課長（丹羽 優君） それでは５７ページでございます。営農用水道等事業特別会

計決算の状況についてご説明いたします。第２５表営農用水道等施設整備及び業務概況につい

ては記載のとおりでございます。

次のページに参りまして、第２６表営農用水道等事業特別会計の決算状況についてご説明い

たします。表の左側から説明いたします。１の収益的収支（１）総収益１，６５３万５，００

０円、（２）総費用１，４６９万円でございます。（３）の収支差引といたしまして１８４万

５，０００円でございます。

続きまして２の資本的収支でございます。（１）の資本的収入２，０５４万６，０００円、

（２）の資本的支出２，０４３万２，０００円、（３）収支差引といたしまして１１万４，０

００円でございます。右上段にいきまして、３の収支再差引１９５万９，０００円でございま

す。４の積立金、ゼロ、５の前年度からの繰越金もゼロ、６の前年度繰上充用金もゼロ、７の

形式収支１９５万９，０００円、８の翌年度に繰り越すべき財源ゼロ、９の実質的収支で黒字

で１９５万９，０００円でございます。以下については記載のとおりでございます。

次に５９ページ第２７表平成２７年度末で営農用水道等特別会計地方債現在高調べ、第２８

表地方債借入先別、利率別現在高の状況。

次の６０ページ、第２９表年度末起債残高・元利償還金・借入額の推移については記載のと

おりとなってございます。

次の６１ページでございます。第３０表営農用水道等事業特別会計主要施策効果表について

ご説明させていただきます。事業名、施設改良事業で決算額１，２７３万３，０００円、財源
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内訳といたしましては全額その他財源でございます。主な事業といたしまして、北檜山区で小

川地区営農用水道施設整備工事１８９万円、小川配水池水位計取替工事２０４万１，０００円、

瀬棚区で瀬棚地区営農用水道施設整備工事８８０万２，０００円でございます。

以上で説明を終ります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりましたので歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書

では営水１ページから営水１６ページとなります。質疑ありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終結いたします。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終結いたします。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第７号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第７号、平成２７年度せたな町営農用水道等事業特別会計歳入歳出決算は認定す

ることに決しました。

整理番号第７、認定第８号、平成２７年度せたな町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を

議題といたします。

内容の説明を求めます。

丹羽建設水道課長。

○建設水道課長（丹羽 優君） それでは６２ページでございます。公共下水道事業特別会計

の決算の状況についてご説明いたします。第３１表公共下水道施設及び業務概況については記

載のとおりでございます。

６３ページの第３２表公共下水道事業特別会計の決算状況についてご説明いたします。表の

左側から説明いたします。１の収益的収支（１）総収益１億５，８１９万１，０００円、（２）

総費用１億５，４１４万２，０００円、（３）収支差引といたしまして４０４万９，０００円

でございます。

続きまして２の資本的収支でございます。（１）資本的収入５億２，３２９万１，０００円、

（２）資本的支出５億２，３２８万９，０００円、収支差引といたしまして２，０００円でご

ざいます。右上段にいきまして３の収支再差引４０５万１，０００円でございます。４の積立

金、ゼロ、５の前年度からの繰越金２３２万５，０００円、６の前年度繰上充用金ゼロ、７の

形式収支６３７万６，０００円、８の翌年度に繰り越すべき財源ゼロです。９の実質収支とい

たしまして黒字で６３７万６，０００円でございます。以下については記載のとおりでござい

ます。
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次のページに参りまして６４ページ、第３３表平成２７年度公共下水道事業特別会計地方債

現在高調べ、第３４表地方債借入先別、利率別現在高の状況。

６５ページの第３５表年度末起債残高・元利償還金・借入額の推移については記載のとおり

でございます。

次のページに参りまして６６ページ、第３６表公共下水道事業特別会計主要施策効果表につ

いてご説明させていただきます。決算書では公下の１ページから２０ページでございます。事

業名、公共下水道事業、決算額３億６，４８２万２，０００円、財源内訳といたしまして国道

支出金１億７，００７万９，０００円、地方債１億５，７４０万円、その他といたしまして、

３，７３３万７，０００円、事業収入が６，０００円でございます。主な事業実績です。補助

事業で北檜山区連絡幹線新設工事１工区４，２６７万１，０００円、同じく２工区５，４４８

万６，０００円、同じく３工区が５，９１３万円、豊岡地区下水道新設工事２９３万８，００

０円、北檜山地区下水道新設工事費雨水８工区１，５２２万８，０００円。

次に瀬棚区です。瀬棚中継ポンプ場建設工事委託業務１億４，２００万円。

次の６７ページに参りまして大成区です。本陣地区管渠設計調査業務５６７万円、上浦地区

下水道新設工事２工区１，８０３万６，０００円です。次に単独事業になります。公共汚水桝

新設工事北檜山区５７万２，０００円、同じく北檜山区その２が８６万４，０００円、同じく

北檜山区その３が２１万６，０００円、北檜山その４が９１万８，０００円、同じく瀬棚区が

１２６万９，０００円、同じく大成区が８６万４，０００円です。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりましたので歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書

では公下１ページから公共下水２０ページとなります。質疑ありませんか。

石原議員。

○委員（石原広務君） 丹羽課長水道と関連あると思うんですけど、報告書の６７ページに関

連して質問させていただきますが、調査業務ということでこれ上がっているんですけど、工事

完了して利用もされてる状況の中で、例えば業者ということではないんですけども、その場所

の実情とか、配管埋設して砂利引いて固めてアスファルトを引くということで、おそらく雑駁

な設計の仕方を素人なので言わせてもらっているんですけれども、それで例えば冬しばれた時

に、アスファルトが膨らんだとか、やってもらった業者はわかるんだけどなかなか言えないん

だよねっていう話もあるわけです。例えばなんですけど、出来るか、出来ないかでお答えいた

だければいいんですけど、調査をした上で、例えば限定しないでやったところどうですかって

いう聞き取りをした上で、全般調査した上で、例えばアスファルトが浮くとかそういう不具合

があったときに、どうですか役場として実は調査したらそういうところがあるんだけれども、

業者さんどうですか。ここ直していただけませんかっていう動きは出来ませんか。どうでしょ。

○委員長（大野一男君） 久津間主幹。

○建設水道課主幹（久津間智君） お答えします。原則的に民と民の契約になりますので、官
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庁がそこに入るとなるといろいろ問題もありますので、原則出来ないです。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） そのとおりなんです。本管はまちでいろいろ水道、下水道予算をもっ

て執行してるんですけど、張り巡らされた個人宅には、それこそ民の管理になるわけです。業

者は民と民と今説明があったとおりなんですけど、中には工事がきちんとなされてなくて、あ

とあと別な業者がそのあと直したとか、処理したとかということもありますので、もし何か苦

情めいたことが聞き取りとか、そういうことをしていただけるのであれば、ぜひ窓口を開いて

いただいて、できれば優しい対応を望んで、立場としてはわかるんです。そういう対応をして

いただきたいということをお願いしたいんですけど、いかがですか。

○委員長（大野一男君） 久津間主幹。

○建設水道課主幹（久津間智君） 配水設備工事ですけれども、原則その配水設備工事自体は

うちのほうに申請していただいて、検査もしておりますので、うちである程度分かる範囲でし

たら民民というのは契約関係のことで、その工事自体はうちでも一応検査しますので、そうい

った形があれば、うちでも指導したいと思います。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 終わったあとは検査申請して、担当が最後は検査をして判子を押すと

いうことです。その上で要は何の状況かわからないですね。アスファルトの圧力のかけ方なの

か、その下の砂利のひき方なのかわからない状況で、結構冬になったらと膨らんでくるとか、

陥没するとかそういうところがありますので、今おっしゃっていただいたような形で、もしそ

ういうことがあれば検査した担当の責任も少しあるような感じで今理解したんですけど、そう

いうことであれば対応していただけると理解してよろしいんですか。

○委員長（大野一男君） 久津間主幹。

○建設水道課主幹（久津間智君） 当然うちに上がってくる申請書はちゃんとした形で上がっ

てきますので、それがちゃんと施工されてないということになりますと、うちでもある程度指

導はしなければならないと思います。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 業者特定するとか、そういうことではなくて、書類としては上がって

きているはずなんです。でも現実、気候とか地理状況にもよるんですけど、現実そういうこと

があって、悩んでいる方も数件いらっしゃいますので、ぜひそういう対応を、聞き取りからで

いいと思うんですが、ぜひそういう窓口を開いていただいて優しい対応を望んで終わります。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

細川委員。

○委員（細川伸男君） 今の話ですけれども、当然まちに下水道業者が指定業者いますので、

図面を出して、例えば、さっき言ったアスファルトの厚さから砂利の高さから全部出てます。

それで指導というよりも、やはりまちに設計書なり上がってきてそれを業者やるということで

あれば、まちがやはり指導ではなくて、まちも責任あると私は思いますけれども、それはまち
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が責任ないということでよろしいんですか。

○委員長（大野一男君） 久津間主幹。

○建設水道課主幹（久津間智君） 先ほども申しましたとおり一応契約は民民の形になってま

すので、町の発注工事であれば当然町も責任ありますけれども、発注が個人と個人の形になり

ますので、そこに町がという形にはならないんです。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） それではまちが全然そういうの責任ないということであれば、別に設

計書なり、そんなもの貰う必要ないし、申請上がってきてここからここまでこれやりますでい

いんじゃないですか。じゃそういう申請書の設計書そのものも要らなくなるし、どうなんです

かその辺、本当にそれでいいんですか。

○委員長（大野一男君） 原総務課長。

○総務課長（原 進） ただ今の質問については、今まで聞いてると決算に書かれている調

査については本管の部分の工事の部分なんです。今、石原委員と細川委員のご質問だと、本管

に接続する汚水桝があって、それから個人の敷地に入る配水設備の関係でございます。その部

分については当然、石原委員も細川委員も言われました指定店を、町としては指定店制度を引

いてます。この中できちんとした、例えば技術的にいきますと勾配ですとか、先ほど言われた

ように凍結、凍結しない深さだとかというものを出していただいて、審査をしてよしというこ

とでします。ですから当然指定店にはそういう指導もしてます。ですからそういうような苦情

があったときには、今までもきちんと対応はさせていただきます。ただ石原委員がおっしゃっ

たようにお客さんによっては、確かに今まで久津間主幹が言ったように民民として選ぶ権利が

ございます。数ある指定店のうちから。人間関係で選ぶ場面もあると思います。その中で言い

づらい場面は当然出てくることもある場面も確かにあったのかという場面は過去に聞いたこと

はございますけれども、ただその場合は役所に言っていただければ、当然それは手直し工事と

いうことで、今までやってももらってますので決してまちに責任がないというよりは、言って

いただいてそれ終わったあと当然検査も行ってますから、ただその後見に行くかといったら、

それはわざわざ人の敷地まで入って行って見たり、終わったあと見には行かないです。ですか

らお客さんからそういう声がありましたら、当然その経年経って自然的なものでない限り現地

に赴いて、やった指定店わかりますので、今までも指定してございますので、最初にやった石

原委員の言われて、言いづらい部分は役所にどんどん言っていただいて結構だと思います。そ

ういう体制になってます。そういうことでご理解願いたいと思います。

以上です。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） 総務課長からそういう答弁受けましたので、私もそのとおりだと思い

ますので、やはり終わったあと何かがあれば設計書を基にして、それがきちんとなされている

かどうかという確認くらいはまちが指導してやって、悪ければ直すほうに指導するということ

は、まちでやらなければならないということでよろしいですね。はいわかりました。
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○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第８号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第８号、平成２７年度せたな町公共下水道事業特別会計歳入歳出は認定すること

に決しました。

議場の時計が１２時になりましたので昼食のため休憩をとりたいと思います。

再開は午後１時から行いますので、よろしくお願いいたします。

お昼休みのため休憩に入ります。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

○委員長（大野一男君） 休憩を解き会議を再開いたします。

整理番号第８、認定第９号平成２７年度せたな町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を

議題といたします。

内容の説明を求めます。

丹羽建設水道課長。

○建設水道課長（丹羽 優君） それでは報告書の６８ページでございます。漁業集落排水事

業特別会計の決算の状況についてご説明いたします。第３７表漁業集落排水施設及び業務概要

については記載のとおりでございます。

次の６９ページ、第３８表漁業集落排水事業特別会計の決算状況についてご説明いたします。

最初に収益的収支から説明いたします。１の（１）総収益５６１万７，０００円、（２）総費

用５６２万３，０００円、（３）収支差引といたしまして６，０００円のマイナスでございま

す。

続きまして資本的収支でございます。（１）資本的収入５３万２，０００円、（２）資本的

支出５３万２，０００円、（３）収支差引といたしましてゼロでございます。右上段にいきま

して、３収支再差引６，０００円のマイナスでございます。４積立金ゼロ、５の前年度からの

繰越金１１万５，０００円、６前年度繰上充用金ゼロ、７形式収支１０万９，０００円、８翌

年度に繰り越すべき財源ゼロ、９実質収支といたしまして黒字で１０万９，０００円でござい
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ます。以下については記載のとおりでございます。

次のページに参りまして７０ページ、第３９表平成２７年度末漁業集落排水事業特別会計地

方債現在高課調べ、第４０表地方債借入先別・利率別現在高の状況。

７１ページ第４１表年度末起債残高・元利償還金・借入額の推移については記載のとおりで

ございます。

次の７２ページでございます。第４２表漁業集落排水事業特別会計主要施策効果表について

説明させていただきます。決算書では漁集の１ページから１５ページでございます。事業名、

施設維持管理事業といたしまして、決算額３６０万３，０００円、財源内訳といたしましては、

その他財源で３１３万８，０００円、事業収入といたしまして４６万５，０００円、主な事業

実績といたしましては、浄化槽の清掃手数料２３２万９，０００円、これは太櫓地区、太田地

区でございます。

次に合併浄化槽維持管理業務として１２７万４，０００円、これも太櫓地区、太田地区でご

ざいます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりましたので歳入歳出全款一括の質疑を許します。決算

書では漁集１ページから漁集１５ページになります。質疑ありませんか。

石原委員。

○委員（石原広務君） 報告書の７２ページ、手数料に関して確認も含めて質問させていただ

きたいんですけど、漁業集落ということで年々高齢化も進んで戸数が減るんですけど、１戸あ

たりの手数料は総体の集落の人口減、家が減ったに関連なく決まってるのか、そこだけお知ら

せいただきたいと思います。

○委員長（大野一男君） 久津間主幹。

○建設水道課主幹（久津間智君） 集落排水の使用料のことについての問い合わせかと思いま

すが、使用料については、失礼しました。浄化槽の手数料についてですね。これは施設自体が

合併浄化槽になってますので合併浄化槽協会に検査を依頼してますので、それの手数料でござ

います。

○委員長（大野一男君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 自分の質問の仕方が悪かったと思うんです。確認ですけど集落の件数

が数十件ある中で、その合併浄化槽としてこういう形で行われているんですけど、仮にその集

落の件数が減っていった場合、負担額が減っていった分残ってる方の負担が増える、減るそこ

を確認したかったんですけどいかがですか。

○委員長（大野一男君） 久津間主幹。

○建設水道課主幹（久津間智君） 今使用料としていただいてるのは、公共下水道と同じ料金

をいただいてますので、これは変わる変わらないで現状のままでいこうと思っております。

○委員長（大野一男君） 細川委員。
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○委員（細川伸男君） 私は確認だけです。今言った７２ページの成果のところで、私言われ

たことあるんですけども、悪臭がして匂いがするんだと。悪臭が出ないようにできないのとい

う話を聞いて、まちに言っているという話は聞いてましたけども、その辺の話というのは、あ

ったのか。もしあったとしたらそれをどう対応したのかそれをお聞きしたいと思います。

○委員長（大野一男君） 鈴木上下水道係長。

○上下水道係長（鈴木涼平君） ただ今の質問ですけども、悪臭の問題につきましては数年前

から煙突先の方からそういう話は伺っておりまして、役場の対応としまして臭気抜きですとか、

消臭剤の散布、あと臭気抜きの途中に外気に匂いが出ないような恰好の消臭剤の薬剤の設置等

を地先の人と協議といいますか、こういうふうにしますということで話合いを進めながら匂い

がなるべく出ないような恰好で対策をとっております。

以上です。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） そういうことでまちが対応してるという話ですけども、今はもうその

地域の人方と話し悪臭の問題は、ある程度解決済みということで解釈してよろしいんですか。

○委員長（大野一男君） 鈴木上下水道係長。

○上下水道係長（鈴木涼平君） 毎年、春先に住宅と地先の人にお話を伺って、お話をして、

今年もこういうような対策をとらせてもらいますという話で、その方からは了解もらって役場

で臭気の無いように手立てを取ってもらってると理解していただいてると考えます。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） そういうことで理解してるというけれども、今後そういう問題が出な

いというのと、出ないためにはその臭気を出さないための抜本的な改革できるのか、どうなの

か私はわかりませんけれども、風、脱臭剤というか、脱臭するためにただ脱臭剤だけで済むの

か、逆に言ったら臭気を取り込んでそこで分解して臭気の無いようなものに、まちでも変えて

いく、それで解決をしていくという考えなのか、そこだけ説明してください。

○委員長（大野一男君） 鈴木上下水道係長。

○上下水道係長（鈴木涼平君） 現状で臭気ゼロになってるとは考えておりませんけれども、

出来る範囲の対応はしております。今後についても、地先の方がもう臭気がするというような

ことであれば、うちのほうでもまた別の方法もいろいろ検討して出来る範囲で臭気が無いよう

な恰好で対応したいとは考えております。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） 地域からそういう話があるので、できるだけ住民に対してそういう部

分はできるだけないようにして努力してもらいたいと思ってますけれども、ただ今はそうです

けどもこの１年、２年後もまた同じような話になったときに、その時になってどうするこうす

るといっても困りますので、やっぱり事前に臭気抜きなり、その臭気を出ないようにするため

には、その施設の管理をお金が係るものか係らないものか、係るのは係るんですけども、相当

お金が係るのかどうなのかも含めて、まちで早く検討して対策をとってもらえればと思います
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ので、その辺も合わせてお願いしたいと思います。

○委員長（大野一男君） 丹羽課長。

○建設水道課長（丹羽 優君） ただ今のご質問についてお答えしたいと思います。鈴木係長

が言われたように、今のところは完全にゼロというような状態ではなくて、毎年の対応という

ことで対応しているところでございますが、細川委員言われるように、今後そういう良い脱臭

剤出てきたりとか、あるいは施設自体の改良でそういうものが限りなくゼロに近づくというこ

とになるのであれば、そういう方面についても検討して参りたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第９号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第９号、平成２７年度せたな町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算は認定す

ることに決しました。

説明員入れ替えのため休憩をいたします。

休憩 午後 １時１３分

再開 午後 １時１４分

○委員長（大野一男君） 休憩を解き会議を再開いたします。

整理番号第９、認定第１０号、平成２７年度せたな町風力発電事業特別会計歳入歳出決算を

議題といたします。

内容の説明を求めます。

西村まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（西村晋悟君） それでは報告書の７３ページでございます。まず左側

の表ですが上段でございますが、１の収益的収支では、総収益で４，１２０万３，０００円で

ございます。これにつきましては営業収益の料金収入、いわゆる北電への売店収入でございま

すが４，１１９万９，０００円、その他では基金の利子として４，０００円ございます。総費

用では１，７９７万３，０００円、これにつきましては営業費用１，６１２万円、営業外費用、

地方債の利息でございますが１８５万３，０００円ございます。収支の差引では２，３２３万
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円となってございます。

次に下段の資本的収支でございますが、資本的支出８５０万円、ここで誠におそれいります

が、この８５０万円の内訳といたしまして下の９のその他８５０万が漏れておりましたので、

誠におそれいりますが加筆をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

資本的収支３，２８２万３，０００円、これは地方債の償還金でございます。資本的収支の

差し引きでございますがマイナス２，４３２万３，０００円となってございます。

次に右の表でございますが、収支再差引といたしましてマイナス１０９万３，０００円とな

ってございます。次に５番目、前年度からの繰越金ですが１１４万８，０００円ございます。

８の翌年度に繰越すべきに財源で５万１，０００円となっている次第でございます。

続きまして７４ページ、７５ページでございますが、これにつきましては地方債の関係の資

料となってございますので、説明につきましては省略させていただきたいと思います。

次に７６ページでございますが、主要施策の効果表でございます。風力発電事業費、決算額

５，０８０万円、その他財源で８５０万円、一般財源で残りの４，２３０万円でございます。

洋上風車２基の稼働実績といたしまして、発電量は２５５万８，９５２キロアットアワーでご

ざいます。平均風速は毎秒６．９メートル、売電収入は４，１１９万９，１２１円となってご

ざいます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりましたので歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書

では風力１ページから風力１６ページとなります。質疑ありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。認定第１０号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第１０号、平成２７年度せたな町風力発電事業特別会計歳入歳出決算は認定する

ことに決しました。

整理番号第１０、認定第１１号、平成２７年度せたな町病院事業会計決算を議題といたしま

す。

内容の説明を求めます。

横川国保病院事務局長。

○国保病院事務局長（横川 忍君） それでは病院事業会計につきましては別冊の平成２７年
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度病院事業会計決算附属資料にて説明をさせていただきます。すでにお目通しをいただいてい

ることと存じますので、資料箇所のみの説明とさせていただきます。

資料２８ページをお開きください。せたな町立国保病院の主要施策の効果表でございます。

まず上段の収益的支出は、決算額９億１，７０９万２，０００円で財源内訳は記載のとおりで

ございます。主な事業実績としては、入院診療実日数３６６日、１日平均入院患者数が４３．

３人、外来診療実日数が２４３日、１日平均外来患者数は医科で１１８．３人、歯科で１６．

１人となりました。収益から費用を差し引いた当年度の純利益につきましては２，５２５万６

３１円となったものでございます。

次に下段の資本的支出は、決算額６，８９６万１，０００円、財源内訳は記載のとおりでご

ざいます。病院事業財源の４，５４３万６，０００円は損益勘定留保資金からの補てんが主な

ものでございます。主な事業実績としては、工事請負費１，１８１万９，０００円、これは非

常用電源配電盤設置工事をはじめ、元町地区病院職員住宅改修工事、医師住宅１号並びに医師

住宅４号改修工事等を実施いたしました。機器備品購入費１，３９９万９，０００円では、高

圧蒸気滅菌装置やＸ線読取装置操作機等更新し、散薬監査システム並びに入院患者用電動ベッ

ト６台等を導入いたしました。企業債元金償還金に９１０万３，０００円、投資として医療職

等を確保するため、奨学資金並びに医師確保対策貸付金として３，１９６万円を貸付けいたし

ました。特に医師確保対策資金貸付金により固定の常勤医が確保され、医療体制の充実に大き

な効果があったものと考えております。

次に４７ページをお開きください。せたな町立国保病院瀬棚診療所の主要施策の効果表でご

ざいます。上段の収益的支出、決算額は１億７，３８８万６，０００円、財源内訳は記載のと

おりでございます。１日平均外来患者数は医科で５３．５人、歯科で３０．０人です。収益か

ら費用を引いた純利益につきましては１，２８１万４，６２４円となったのでございます。

次に下段資本的支出、決算額は７６万４，０００円、財源内訳は記載のとおりでございます。

こちらも損益勘定留保資金からの補てんが主なものでございます。内容といたしましては企業

債元金償還に２４万６，０００円、建設改良費の機器購入費としては５１万８，０００円で、

歯科医事パソコンシステムを更新しております。

次に６６ページをお開きください。せたな町立国保病院大成診療所の主要施策の効果表でご

ざいます。説明の前に訂正がございます。上段収益的支出、主な事業実績中、１日平均外来患

者数が９，７３８人となっております。これは４０．９人の誤りでございます。お詫びして訂

正させていただきます。申し訳ございません。

改めまして上段の収益的支出、決算額は２億５８８万６，０００円、財源内訳は記載のとお

りでございます。主な事業実績ですが外来診療日数が２３８日、１日外来患者数は医科４０．

９人です。収益から費用を引いた純損益につきましては１，５８８万３，５７１円となったも

のでございます。

次に下段の資本的支出、決算額は２，２４５万２，０００円、財源内訳は記載のとおりでご

ざいます。こちらも主なものは損益勘定留保資金から補てんによるものでございます。主な事
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業として大成診療所の車庫及び外構工事に２，０３４万７，０００円、企業債元金返還分で２

１０万５，０００円でございます。

以上で病院事業会計の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○委員長（大野一男君） 説明が終わりましたので歳入歳出全款一括で質疑を許します。決算

書では病院１ページから病院４２ページになります。

細川委員。

○委員（細川伸男君） 固定資産関係の部分で聞きたいんですけど、各瀬棚診療所、大成診療

所、個々の部分で見ていくと固定資産の額は個々には出てないですけども、一括でこれ出てる

のかと思いますけども、建物に関して前に看宿ですか、北檜山の病院にある看宿を固定資産税

額がどのくらいになってるのか聞きたいのと、それとあそこ現状どうなっているのか、現状も

合わせて聞きたいと思います。

○委員長（大野一男君） 中川次長。

○病院事務局次長（中川 譲君） ただ今のご質問にお答えしますけども、看宿の固定資産の

税額についてはこちらでは把握しておりません。看宿の現状ですけども、現在、残念ながら物

置のような状態になってる。ようは建設からかなり年数も経ってます。それとあと残存価格が

まだ２，０００万ぐらいだと思いますけど、残存価格がまだ残っておりまして、まだ減価償却

中だということで、対応年数も若干、公営企業会計の会計基準の見直しもありまして、当初４

０何年から建物関係は３９年が耐用年数となっていますが、その耐用年数も近くなってきてる

ということで、このあと当然取り壊さなければならないという場面も出てくると思いますけど

も、現在まだ減価償却の残存価格がまだ残ってるということで、この関係については、当然、

理事者含めて取り壊すのか、今後も減価償却を続けていくのか、そういうことは調整をしてい

きたいと思っております。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） 多分、残存価格が今２，０００万くらいという話です。ということは

貸借対照でいえば、資産もあるから決算上のことを言えば、要するに資産もあるから減価償却

としても出ていくけれども、現在資産がある。その資産のあるために会計を貸借対照をきちっ

と補う、補うといったらおかしいけども、そういうバランスをとるためにちょっと残しておい

ているのかどうかっていう部分と、今いった当然結構かなり古いので多分もう壊す時期には来

てると思うけども、それは今後の課題として、これからやるだろうけれども、現在、物置にな

っているみたいだけども、使えるものを物置として、その中に入れているならいいんですけれ

ども、僕ら見た感じは、そんな感じでもないし、ただ置いてあるというか、物置としての位置

付けという形だけのものであるのであれば、もうそろそろどうしていったらいいか、その辺も

合わせて考えたほうがいいのかと思いますので、その辺の答弁よろしくお願いします。

○委員長（大野一男君） 中川次長。

○病院事務局次長（中川 譲君） ただ今の委員のご質問にお答えします。先ほど申し上げま
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したとおり、ほぼ建物が古いということで古い医療機器等のとりあえず仮置き場所というんで

すか、物置状態になっていることは確かです。ただその看宿を取り壊すとなると実際病院自体

にそういう仮置き場というんですが、そういう場所が一切ないんです。それでこれは当然、看

宿を壊す変わりにそういう物置のような建物が新たに必要だっていうところもありますけども、

いずれにしましても看宿自体、残存価格残ってますけども、壊すとなるとその２，０００万を

費用化しなければなりません。ようは２，０００万を償却するために収益の費用化をしなけれ

ばならないので２，０００万の除却費が発生するということもありますので、これは当然先ほ

ども言ったように償却する費用の関係も含めて、理事者等ともご相談させていただいて、時期

が来たら取り壊すという流れでいきたいと考えております。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） 最初の質問で答弁貰ったときには、壊すことも考えているというのも

入ってるという話が出たので、私は２回目も質問したんだけども、多分、物置がなければ困る

というのも確かにあります。要するに資産価値として２，０００万もあるんだという話です。

だから普通の人で考えれば、そんなに２，０００万も価値があるのと。じゃどこにそんなに価

値があるのといってもこれは法的な減価償却でいけば当然２，０００万残ってますということ

です。それであれば、その部分が物置として今後も使いたいのであれば、使う方向で話しても

らわないと最初の質問で壊すことも今後考えますという話だったものだから、それであれば今

の答弁聞くと、当面は壊さないと。収納する場所がないんで、それが５年なのか１０年になる

かわかりませんけども、多分、私考えるには、少なくとも５年や１０年、まして２，０００万

を減価償却するのに、まだちょっと時間も係るのかと思いますので、それならそれのように、

きちんと行き先どうするんだということを含めて来年度検討してもらいたいということで、質

問終わります。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

菅原君。

○議長（菅原義幸君） 決算特別委員長の許可を得まして、地方自治法１５０条により発言い

たします。

平成２７年度のせたな町病院会計事業は大変貴重な成果を上げておりまして、高く評価いた

します。中でも医師確保対策は病院長が熱心に取り組んでおられまして、町民の命と暮らしを

守り、持続可能な医療を確保するという観点から深く敬意を表するものであります。その上で

決算資料の２６ページと２８ページになりますが、医師確保対策貸付金２，５４８万３５４円

についてお尋ねいたします。病院事務局長に伺います。貸付けしたのはいつでしょうか。

○委員長（大野一男君） 横川病院事務局長。

○国保病院事務局長（横川 忍君） 貸付いたしましたのは平成２７年１２月２５日でござい

ます。

○委員長（大野一男君） 菅原君。

○議長（菅原義幸君） 次に副町長に伺います。昨年１１月２４日開催の平成２７年度第８回
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せたな町議会臨時会における総務厚生常任委員会報告において、貸付する場合は貸付契約書を

締結し、貸付条件、免責規定、連帯保証人などの詳細に取り組めることを求めました。私も委

員会報告を踏まえて、ことし１月の議員懇談会で１回、３月末までに３回、平成２７年度中に

貸付契約を締結するよう提起いたしました。その都度あなたも同意されておりましたが、約束

は履行されませんでした。なぜでしょうか。

○委員長（大野一男君） 髙野副町長。

○副町長（髙野利廣君） 今、菅原議長からご指摘ございましたけども、昨年１１月２４日に

臨時会の中で条例それから規則、条例を可決してそのあと規則を作って対応していたわけでご

ざいますが、まちとしては条例規則に則った形でそれぞれ貸付けの事務を進めていて、申請書、

決定書、保証人等ということで条例規則に則った形で事務を進めていたということで、理解を

していたところでございます。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。

○議長（菅原義幸君） 答えになってないんです。貸付契約書を締結することについて、あな

たは同意しているんです。その同意したのになぜ約束を履行しなかったのかということです。

結構です。

それで年度が変わった４月４日に、あなたと総務課長に議長室に来ていただきまして、契約

書が締結されておりますかということをお尋ねしました。そのときにあなたはその契約書を今

締結をする作業中ですという答弁をされております。そこで病院事務局長に伺いますが、あな

たが４月１日に着任した時に貸付契約書締結作業は、どこまで進んでおりましたか。前任者と

の引き継ぎ内容を伺います。

○委員長（大野一男君） 横川病院事務局長。

○国保病院事務局長（横川 忍君） 前任事務局長からは当該医師の着任後、金銭消費貸借契

約書を締結する作業をするようにと引き継ぎを受けました。４月１日の前のことでございます。

４月１日に着任した段階では、その様式等とはまだ作業中で、出来上がっている状況ではござ

いませんでした。ただ年度を超えましたので金銭消費貸借契約書では内容が不備ということで、

別な債務承認の形をとった契約書に作り変えるようにいたしましたので、その段階では様式等

まだ出来上がっていない状況でございました。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。

○議長（菅原義幸君） そうしますと４月４日の副町長の私に対する説明と違うんです。それ

でもう一つ副町長に伺っておきます。去る１０月１日開催の議員懇談会で総務厚生常任委員会

副委員長は、副町長と面談したところ議長から催促を受けたと。今のせたな町の条例や規則に

は貸付契約書を締結すべきであるという規定がないので、このようになったと説明を受けたと

述べております。これに間違いありませんか。

○委員長（大野一男君） 髙野副町長。

○副町長（髙野利廣君） 昨年１１月に条例規則に則って事務を進めていたということは先ほ

ど申し上げまして、次に議長からお話があったのが２月１５日に私どもに先生との契約書の関
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係でお話がございました。その次２月１６日にも、まちの貸付決定ではなくて、本人との賃借

契約書を、それを交わすべきでないかという話を聞きました。私はそのときは、まだなぜ条例

規則どおりやってるのにそんなことを言うのかと実は不思議に思っていたわけであります。し

かしそのあと１１月２４日の臨時会の議事録を議長から見せられて、常任委員会報告で貸付本

契約書を提出することに、契約締結をすることになっているんだよということで話を伺って、

これが今回の医者の貸付けについては、ほかの奨学資金とは別にあくまでも２，５００万円を

まちと先生との間の貸付の契約、それと奨学資金ではなく通常の一般のお金の貸し借りの契約

書を結ぶべきでないかというお話を聞きまして、私はその時期はなるほどと初めて理解をした

ということでございます。したがってそのことにつきまして、前退職した事務長にもその旨お

話をしていたんですけども、要するに、まちと先生の間では何も、その先生が拒んだわけでも

何でもなくて、まちと先生の間では一応契約済んでいるという形になっていたわけでございま

す。しかしその後、その契約書を常任委員会の言った貸付本契約書なるものがないので、やは

りそれはそのとおりやるべきだと私も理解しまして、先生が４月に着任したのちに、再度そう

いったことをさせてほしいということで、これも議長には４月まで待ってほしいと、先生が着

任してからお話をして、そういった契約、保証人等も付けることになりますのでということで、

議長にお話をしていたと私は記憶しております。したがって先生が着任した後に事務局長を通

して、そういった先ほど言った契約書を締結したという経過になっているかと思います。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。

○議長（菅原義幸君） 今あなたいろいろおっしゃいましたけど、私の質問に答えてないんで

す。私がお尋ねしているのは、総務厚生常任委員会副委員長があなたと面談したときに、どう

いうふうにおっしゃったんですかと。副委員長がおっしゃるには、議長から催促を受けたけれ

ども今のせたな町の条例や規則には貸付契約書を締結すべきであるという規定がないので、こ

うなったという説明を受けたと発言しているので、それに間違いがないですかということをお

尋ねしたんです。それに対する答えがないということなんです。これもいいです。今あなたお

っしゃったことの中で、私は同意しておりません。これは明確に申し上げておきます。貸付契

約書を３月末までに、つまり平成２７年度の末までにとらなければ、これは大きな問題になり

ます。だからどんな困難があっても必ず貸付契約書を取っていただきたい。これが私があなた

に強く要請した主要な内容です。ここは勝手な解釈をしていただいては大変迷惑です。

それでは次に伺いますが、あなたがおっしゃってるせたな町医師確保対策の措置に関する条

例を議会に提案したのは町側です。これは議会提出の議案ではないんです。条例案を作成する

段階で貸付契約の締結を盛り込まなかった理由は何でしょうか。

○委員長（大野一男君） 髙野副町長。

○副町長（髙野利廣君） １１月２４日の臨時会で条例案が可決されました。そのあと規則を

作りましたので、それに則ってまちとしては、病院側としても事務を進めたということでござ

います。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。
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○議長（菅原義幸君） これも私の質問に答えてないんです。まち側が提案した条例案を作成

する段階で、貸付の契約すべきだという条項を盛り込まなかった理由は何ですかって聞いてい

るんです。これいいです。同じこと聞いてもやむを得ませんから。

それでこの条例の議決日は昨年１１月２４日であります。規則を定めたのは翌日であります。

この規則は条例と違いまして議決を必要としない町長の専権事項です。委員会報告で指摘され

たのが前の日ですから、貸付契約書の締結を規則に取り入れる十分な時間的余裕があったと思

います。規定さえしていれば何の問題もなかったのに、なぜ規則に取り入れなかったのかとい

うことが問題だと言っているんです。条例規則にないから要らないんだという論理になってる

けれども、条例、特に規則についてなぜ入れなかったんですかと聞いているんです。もう一遍

答えてください。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。

○議長（菅原義幸君） 先ほど申し上げたとおりその今回の先生との貸付の契約については、

従来の奨学資金貸付条例規則に則って、今回も先生との間のそれに準じた形で条例規則等、様

式等も作ったわけでして、それらを、なんといいますか、従来の形で作ったものですからそう

いう形になったと私は理解をしております。ただこれもあとで気が付いたというか、議長から

ご指摘があって、なるほどなと思って何回も議事録を読み返してみると、やはり当時の常任委

員会で決定されたものが直接、規則に反映されていなかったのかと私は反省をしておりますけ

ども、そのときも確かに条例とそれから参考資料として規則も配付したと思いますけども、そ

の中で規則の中にそういった常任委員会の意向を十分反映していなかったということを、あと

で気が付いたということで反省をしてるところでございます。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。

○議長（菅原義幸君） 質疑と答弁なかなか噛み合わないんです。私は反省してるかどうかと

いうことを聞いたのではなくて、その時点なぜ規則に規定しなかったのかとその理由をお尋ね

してるんです。

次に進みます。私はこの条例従って貸付けして医師確保に至ったことは、非常に大きな出来

事だし、歓迎すべきことだと考えております。ただ問題は、なぜお金の貸し借りのきちんとし

た契約書をこれだけ議会側が要求しているのに、結果として取り交わせなかったのかというこ

とです。これは相手方の責任ではなくて町側の責任じゃありませんか。副町長も必要であると

いうことを認めて、取るようにいたしますという答弁してるんです。結果としては取っていな

いということになると、これは行政側の怠慢ということ以外に表現のしようがないんです。特

に今の病院事務局長は、年度が変わってから、わずか１０日足らずで誠に法的にも面倒な債務

承認弁済契約書を取り交わしているんです。ですから当然締結すべき貸付契約書の締結、これ

３か月以上もほったらかす理由は何もないんです。そこが私は問題だと言っているんです。こ

れは相手の方に対しても大変な失礼な話です。勉強になりましたということではなくて、明ら

かに行政側の怠慢だったとお認めになりませんか。

○委員長（大野一男君） 髙野副町長。
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○副町長（髙野利廣君） ２月から同じようなやりとりを議長とさせていただいたところでご

ざいます。最終的に先生との契約に至ったのが４月１３日でございます。４月に先生が着任し

てから、改めて経過を説明しながら先生との契約をさせていただいたわけでございます。本当

に先生には何回も迷惑を掛けたと私も思っております。私もやはり当時の１１月のときの常任

委員会の意見といいますか、そういうものを最初に規則の中で反映できていればこういう問題

が生じなかったと思っておりますので、その辺は申し訳ないと思っております。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。

○議長（菅原義幸君） 町長も聞いてると思いますけども、私はわざわざ条例や規則を定める

までもなく、お金の貸し借りですから、貸した借りたの証拠はきちんと残すべきでないのかと

いうことを委員長報告でも指摘しているし、私も一貫してそのことを申し上げているんです。

規則に書く、取り入れる時間的余裕はありました。前の日の委員会報告ですから翌日の規則に

入れればいいわけです。規則はあなたの専権事項なんだから随時変えたってかまわないじゃな

いですか。条例や規則が無いからということで対応するということについて、私は理解ができ

ないです。町長あなたこの間、私に一言の公的にも、個別の場面でも何もおっしゃらないわけ

です。そこも私はどうも理解できないんです。そのままで町長は乗り切るという考え方でいら

っしゃったんですか。ちょっとお答えください。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） まず副町長と議長のやりとりについては、これは副町長から報告をい

ただいておりました。副町長のほうの解釈の仕方というのも、私としては、この問題はやりと

りに行き違いがあったと。そういう部分では、これは私たちとしても反省しなければならない

部分はあると感じておりますが、議長の心配は貸付けに必要な書類が条例に沿って、書類は整

備をされているんですが、貸付けに必要な十分な書類があるかどうか。これがもし履行されな

かった場合にどうなるのかという心配をされてのお話ではないのかと思っておりました。私た

ちの判断としては条例に沿って誓約書という名前の形でのお互いの約束なんです。まちの場合

は。一般的には契約書という形での約束事をしっかりと結ぶというのが一般的な例だと私たち

も認識をしておりますが、まちの場合は先ほど副町長から言いましたように奨学資金などの例

を参考にさせていただいて誓約書ということになったわけでございまして、そのほかの一連の

書類についてはきちんと整備されていると思っております。このまちのほうもこれで仮に約束

が契約どおりに履行されなかった場合どうなるのかと。法的に判断した場合にどうなるのかと

いうことも確認をさせていただきました。これについては大丈夫ですということでございまし

たので、議長がおっしゃるこの契約書という名前のほうが一般的にはわかりやすいと思ってお

りますが、これについては必要だということになれば条例を改正するということもあると判断

をしたところでございます。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。

○議長（菅原義幸君） 私これ簡単に終わると思っていたんです。ところが今の町長のような

答弁するからかえってこんがらかってくるんです。かなり泥沼の中に入ってますよ今の答弁さ
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れると。お金を貸した借りたは借用書を取らなきゃだめなんです。奨学資金の例出しましたけ

ども奨学資金は貸付した１番最後の段階、満タンになったあとはきちんと契約してます。貸付

した全額について。ですから奨学資金に習って作ったというならそういう満タンの部分の借用

書、これは４年後あるいは６年後にとっているわけですから、なんで取らなかったのかという

問題出て来ます。ついでに言っておきますが、副町長の先ほどの答弁、これも問題なんです。

契約に至ったのは４月１３日だと言ってますけども、４月１３日にいわゆる貸付書の金銭消費

貸借の関係の契約はしてないんです。これは取れなかったんです。町長それはお認めになりま

すか。だから名称が別名称でしょ。債務承認弁済契約書、これは横川事務局長が大変ご苦労な

さって４月１３日の時点では、このような形の契約しか交わせないという一つの知恵を生かし

て作りあげたものだと。だから議会で言った貸付契約書はないんです。だから私はその点につ

いて行政側の怠慢ではないのかとご指摘申し上げているんです。町長そこを認めるか認めない

か全く答弁がないんです。行政側の怠慢であれば、これは当然非を認めて謝罪していただかな

ければいけないですが、町長の考え方全く私は伝わってこないんです。これひとつ申し上げて

おきます。

もう一つ私が心配しますのは、先ほどいろいろ町長が言っていた契約書だとか誓約書だとか

ありますけれども、これは全部一つ一つ切れているんです。分断されているんです。連帯保証

人の誓約書も確かにあります。医師本人と連名で。だけどいつ何の債務についてどのように責

任を持つかという完全の中身がないんです。ただ連帯責任持ちますという責任だけで、いわば

白紙に等しい内容なんです。だから私はきちんと金銭消費貸借の契約書を結んで、その契約書

に連帯保証人の署名捺印をするということでなければ、後日、法的な戦いが起きたときに、そ

うならないと思いますけれども、そういう場面では法的に、これは効力を発揮しませんという

ことで、そういうことも含めて私は申し上げているんです。町長このお金２，５００万は、あ

なた個人のお金でないです。町民の公金です。貸した借りたの明解な契約書がないままにずっ

と進んできてたということについて、私はこれは３月３１日までと切ったのは決算の審査の問

題があるからです。認定するべきかどうかということを議会で問われるからです。だから言っ

たんです。そこについて町長どうですか。まずかったらまずかったと、やっぱり指摘のとおり

だということなのかどうか、単純明快に答えてもらえませんか。きちんと謝罪するなら謝罪す

るということで、私は次に申し上げたいことがあります。謝罪する必要ないと。もう終わって

しまった過去じゃないかとおっしゃるんであればそうおっしゃってください。それに対する発

言もあります。町長に伺います。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） まず先ほども申し上げましたが、一連のやりとりに行き違いがあった

ということで、私としても反省しなければならないと感じているところでございます。そこで

この誓約書の関係ですが、この内容は、せたな町医師確保対策の措置に関する条例及びそれに

基づく規則を固く守ることはもちろん、平成２８年４月からせたな町職員として医療業務に従

事することを誓うということでございまして、何かあった時には連帯保証人が一切の責めを引
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き受けますと。その言葉の中身は、医師確保対策貸付金の決定書、貸付額２，５４８万という

ことと、それから当該の医師の貸付金の申請書という書類などが上がっておりまして、条例の

とおり書類は揃えてあると認識をしております。ただその辺の議長との行き違いがあったこと

については、これは反省しなければならないと思っております。申し訳ありません。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。

○議長（菅原義幸君） 私は今の答弁不誠実だし、受け入れるわけにはいきません。議長とあ

なた方の行き違いじゃないんです。当然やるべきこと行政として怠慢だったのではないかと。

そのことについて、どういう態度をとるんですかということをとっているんです。それを議長

との行き違いがあった。問題すり替えてはいけません。問われているのはあなたの責任です。

それでさっきも申し上げたんですが、改めて申し上げます。町長が言っている誓約書、私持っ

てますよコピー。２８年１月３日、これは本人と連帯保証人が医師確保対策資金の貸付けを受

けることになった場合は、誠実に町職員として医療業務に従事することを誓う。それからその

下に万一本人が不都合なことがあったときには、連帯保証人が一切の責めを引き受けます。２，

５００なにがしを借りた貸したの特定の事項何も入ってないんです。これはいわゆる借用書に

はなりませんから。連帯保証人とは借用書の中に借りた主債務者と連帯して共にこの金額、こ

の内容、この返済条件で責任を持つということが特定されないとないんです。この誓約書中に

どこに書いてあります。連帯保証人２，５００万責任を負うということの法的責任問えません

よこれなら。だからあまりこういう議論私はやりたくないので、そこで留めておきますけれど

も、町長はいいですか。町長は２，５００万の町民の公金を貸付けしたのに借用書を取らなか

ったということについて責任は感じていないんですか。もう一遍答えてください。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） この件につきましては、議会から議決をいただいた条例に沿って手続

を進めたと私は理解しております。ただ議長が今何度かおっしゃってました副町長とのやり取

り、それらについての行き違いはあったと私はこれは認めたいと思います。

○委員長（大野一男君） 菅原議長。

○議長（菅原義幸君） 私これで止めます。ただ最後に言っておくことありますから聞いてく

ださい。議長とあなたのやり取りの食い違いでないです。委員会報告で、つまり平成２７年度

第８回せたな町議会臨時会における総務厚生常任委員会の報告で貸付契約書を締結し、貸付条

件、免除規定、連帯保証人などを詳細に取り決めるべきだということを求めたんです。これが

なんで議長とあなたのやり取り、行き違いになるんですか。これをきちんと履行していれば何

の問題もなかったんです。議会が決めた条例の中にそんなこと入ってないじゃないかというの

であれば、翌日の規則になぜ入れなかったのかということを聞いているんです。あなたの専権

事項なんだから。結局、議会が言っていることは無視してるんです。私は年度内に合計４回言

ったことも結局は履行されなかったということです。そういう行政を私は良しとはできないと

いう見解を持ってます。ただこの決算の表決権は私はありませんから、聞くのみでありますけ

れども、議会がこれでよしとするのかどうか。私は問われていると思います。重ねて申し上げ
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ますけれども、医師を確保したということの院長の尽力、評価、これは最初に申し上げたとお

りです。たった１点あなた方の行政に怠慢があったと。これを認めてきちんと謝罪をすればそ

れで済む話なのに、なんでそれを認めれないのか。なんで謝罪できないのか。私は大変不思議

だ。これはもう答弁要りません。それで私の発言は終わりますので、皆さんご判断をよろしく

お願いしたいと思います。

以上でございます。

○委員長（大野一男君） 菅原議長委員長からですが、もう一度答弁をという機会は…

○議長（菅原義幸君） 繰り返しになるからいりません。

○委員長（大野一男君） いいですか。

○議長（菅原義幸君） いいです。

○委員長（大野一男君） ほかに質問ありませんか。

熊野委員。

○委員（熊野主税君） 今議長からいろいろ医師の関係で、契約の関係でいろいろな話が出ま

した。議長の質問の趣旨それから町長、理事者側の答弁等々を聞いてましても、いろいろな立

場から考え方はあろうかと思います。ただ一つだけ言えるのは、議会の総務厚生常任委員会で

このような約束をしてくださいと出しました。その結果が今の状態だと私は考えます。とする

ならば議会の立場からすればうちの総務常任委員会が言ったことが、まちが聞かなかったとい

うことに考える議員もいて私は当たり前だと。これだけ職員の方が一生懸命やってきてるのに

たったこの一つのことで決算が認定できないという不名誉なことが、まちにあっていいのかと

いうことの立場でもう一度。議長は町長の答弁は要らないといいましたけども、私は再度町長

に答弁を求めます。

○委員長（大野一男君） よろしいですか町長。

髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） この条例のおかげで、医師の確保ができたということは大きな成果だ

ったと思っております。その上でこの一連の書類の整備、整理の仕方に大きな行き違いがある

ということについては、私としては十分責任を感じております。申し訳ありませんでした。

○委員長（大野一男君） 熊野委員いいですか。

○委員（熊野主税君） 今、町長が謝罪されたということは、一番求められた言葉だったので、

もう一言、ある意味、理事者側の怠慢だったということをお認めになるということでよろしい

ですか。お答えください。

○委員長（大野一男君） 髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） そう思っていただいて結構です。それでこの条例、規則この辺につい

ては改めて整理をさせていただいて、今後このようなことの起こらないようにやらせていただ

きたいと思います。

○委員長（大野一男君） 真柄委員。

○委員（真柄克紀君） 先ほど来のやり取りを聞いてまして、私、町長これは本当に単純な話
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だと、２，０００数百万のお金を貸す場合に、どう考えたって、普通に１番先に契約書を作る。

そのことをただ指摘されたことだけで、それがどういう事情があったか知らない。それで私も

記憶してます。総務委員会ではありませんけれども、３月の定例会のあともその中で揉んで、

それで正副委員長が汗をかいて、そういう話で終ったということで、定例会も終わったという

事実です。そういうことからして、それを現実問題として公的な肝心の裏付けをする契約書が

ない中で２，０００何百万という貸付をする。それに関しては、町長も間違ったんだからすぐ、

それはちゃんとその時点で処理しなかったことはきちっとやっぱり言ってまちの方々に。それ

でないと何かあったら今度この金返してなくても、まち貸すのかという話になったら困るんだ

から、そういう意味で議会も言ってきた話だから、もう１回これはきちんと対質問者でなくて

町民の方々に本当に、ある面で私もそこまで気が付かなかった。本当に申し訳なかったという

ことで言えば、私はそれできちんとした形の釈明になると思うし、ただもう一つ、こういう貸

し方、借り方をもしまたあるということになると大変なので、その辺含めてきちっとまたその

扱いを。もう一つ貸付金という形になった場合、もしかしたら所得税とかに関係してこないん

ですか。会計上でいったら、これだけの金額ボンと貸付けられたら、その人の形の所得の関係

で税法上何か問題はないんですか。ネットとか見るとそれは貸付になる場合ありますと出てい

るんです。だからこれはまた話あれですから、その辺ちょっと引っ掛かるので再度聞きますけ

ど、いずれしてもこの場で、町長、各委員も議会の中のやりとりも完全な約束を年度内にでき

ない。これは決算委員会ですから。決算委員会でなかったらこういう話にはならないと思いま

す。また、あとから町長責任どうするんだという話に。だけど決算委員会ということは、最終

的に私たちもこれを認定するかしないかとなった場合に、ここのところに金銭的にまちに一銭

も損失はないよというものの、金銭的にそれだけの裏付けをした作業をして、それが決算委員

会の中で一切扱われないで、問題にならないというわけにはいかないとなってるわけですから、

本当に町長が手続上含めて自分のミスだとそれも認めた上で、あとはあれです。認定に関して

はきちっとお願いするしか方法ないんじゃないですか。もしそれがどうなるかわかりませんけ

れども、それと先ほど言った所得税関係のことはどうなのか、私気になるのであとからでも、

税務関係含めて…

○委員長（大野一男君） 真柄委員今の税の賦課の…

○委員（真柄克紀君） そういうことになる可能性はないんですかということです。

○委員長（大野一男君） 返事の出来る職員がいませんので、今すぐ即決回答は難しいと思い

ますが、どなたか明解に答弁できる方いらっしゃいますか。

○副町長（髙野利廣君） このお金は１２月に貸して、１月に…

○委員（細川伸男君） 休憩しているの。

○委員長（大野一男君） 質疑中です。

○委員（細川伸男君） 休憩。

○委員長（大野一男君） 休憩取ってません。

休憩はとってませんが、まち側に今委員長として今の真柄委員の税の関係で答弁できる職員
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が在籍していらっしゃいますかという問いかけですが、いなければ休憩をとって時間を作りま

すけれども。

教育長。

○教育長（成田円裕君） 単純にお答えさせていただきます。貸付金、奨学金にそのまま充当

する場合については非課税になります。ただし、そういう目的外のものとして預金したり、違

う目的に使った場合については贈与税と見なされて課税の対象になる場合がございます。

以上でございます。

○委員長（大野一男君） 真柄委員よろしいですか。先ほどの税の関係の答弁は。

○委員（真柄克紀君） それは今教育長からくしくもおっしゃったとおりで、全くゼロではな

いと、個人の所得税の関係になってきますから、そういうことで私は公的に行政がやる以上は

その辺の引っ掛かりがあったら困るということでお聞きした。１００％関係ないという話には

ならないわけです運用上。もし個人が。あり得るわけでしょそういうことも。だからその辺の

ところもちゃんとしておかなければならないでしょうという意味で質問しているということ。

○委員長（大野一男君） 副町長。

○副町長（髙野利廣君） 今回のこの貸付金、まちから貸付したお金はそっくりそのまま奨学

資金の、本人は返還金ということで産業振興財団の方にそっくりそのままこっちからこっちに

お金が移動したという形になっておりますので、今の教育長から説明したとおりでございます。

○委員長（大野一男君） ほかに質問はありませんか。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 一連のことに関して、いろいろ意見、菅原議長それからその他なり質

問があったわけですけども、ただ中に総務委員会がたまたま出てきたので、総務委員長、今回

決算委員長として壇上に上がっているので、総務委員会中で中身の経過という形で触れてみた

いと思うんですが、先ほど議長のお話にあったように１１月２４日、総務厚生常任委員会の中

においては、委員会の調査報告というのは、先ほど菅原議長が申されたように議会の手続につ

いては貸付仮契約、それから貸付本契約それから貸付条件免除規定とか、連帯保証とかという

ことのものを箇条書きにして３点、これは調査報告ということで提出してございます。これは

認識のとおりだと思います。それによっていろいろ関連して、いろいろなことがあった中で、

先般、総務厚生常任委員会の調査案件でなくて、常任委員会の協議会という形の中で総務厚生

常任委員の方が集まった中で、その中でこの件についていろいろと協議いたしました。その協

議内容についてすでに議員の皆さんには先般、報告しているんですが、この問題点委員会報告

について、まちが履行してないという部分について大きな問題がある。医師の招聘、招致並び

に貸付けに対して問題があるというわけでなく、議会とまち側の問題だと考える。委員会報告

受けて条例の見直しを含めた議決をしなかった部分はありますが、委員会に対するまち側の対

応の仕方にも誠実さが見られなかったのは事実である。こういった意味で協議会の内容でござ

いますけどもしています。ただ財政の執行については、不適正な処理があったわけではないと

考え、さらに１番問題になったのは、今後のまちの常勤医師確保に支障を来すことのないよう
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に、今回の件に関しては大事にならないように求めたいとまとめてあるんです。そういうこと

で議会とまち側の中でいろいろこれに対して不誠実があったのは事実として認め、その分につ

いては、先ほど町長謝罪されましたから、これ以上言及しませんけども、やはりその点につい

はしっかり反省していただきたいと思います。

以上です。

○委員長（大野一男君） 細川委員。

○委員（細川伸男君） 総務の副委員長からお話ありました。協議会なるものをやって、いろ

いろ縷々話はしてました。私たち議会として、議員として総務でいろいろ話して３月の会計年

度が終わるまでの間に、多分ここにいる委員長が総務の委員長もやってらっしゃるので、その

委員長からもお話を聞いて、３月の会計年度が終わる前には、そういうまだ契約書を交わして

ませんよいう話は聞いて知ってましたという話も出ました。そういう中で総務の人方がどうい

う話をしたかもわかんないけども、ただ私たち議員として、じゃこれをせっかく総務委員会で

も協議会いいんですけども、これが議論になるなとわかってるんであれば、私たち議会として

もどうするのか、自分達の態度をどうするのかという部分もきちっと議会の中で考えるべきだ

し、考えていかなかったらないし、これ本当に通す、通さない別にしても、あんた方議会なに

やってるのと。内容も知っていて、それも何もやらないで出てきて謝りましたと、それでいい

んですかと。あんた方なんで議員になっているんですかという私は懸念もありますので、やは

り議員は議員として、それと併せて委員会は委員会として委員会の責任の下で進言した部分が

そうなってないのであれば、やはり早く委員会を開いて、どうなってんだとやるのもひとつだ

と思うし、それを私はどうこう攻めてるんじゃなくて、反省の上で今回こういうことあったの

で、私たちそれぞれ２つの委員会別ですけども、やはり私たちも議員として、きちんとその辺

のけじめなり、そういうものを態度を示して町民の皆さんにわかるようにきちっと示さないと

ない。良いものはいい。悪いものは悪い。是々非々で考えなければならないと思いますので、

議員の皆さんもそれぞれの立場あろうかと思うけども、私はそういうことで今の町長の謝罪を

聞いて、やはり議長議員としての考え方も町民の皆さんにきちっと私からも示したいというこ

とで、私、手を挙げて発言したので、その辺討論ではないですけれどもそういうことを踏まえ

て、私たちも今の決算の委員長として、この結末として委員長の考えも併せて聞きたいと思い

ます。

○委員長（大野一男君） 開会中の中でお話しするのも僭越ですので、休憩を取らせていただ

いて、今の細川委員に対して私なりの意見を述べさせていただくということにしたいと思いま

すが、よろしいですか。よろしいですか。

（「はい」という者あり）

○委員長（大野一男君） では暫時休憩に入ります。

休憩 午後 ２時２４分

再開 午後 ２時３５分
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○委員長（大野一男君） 休憩を解き再開をいたします。

委員長よりご提案がございます。もう一度休憩に入って別室で議員で会議を開きたいと思い

ますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） それでは別室にお集まりをいただきたいと思います。

休憩に入ります。

休憩 午後 ２時３６分

再開 午後 ３時１５分

○委員長（大野一男君） 休憩を解き会議を再開いたします。

休憩中に先ほど別室にて決算審査特別委員会の皆さんと協議をした結果をご報告をさせてい

ただきます。

理事者において、先ほどの議論において事務執行上で職務怠慢があったことをお認めになり

ましたが、改めて謝罪を求め議会としては責任を明確にし、減俸処分を求めるものであります。

以上です。

髙橋町長。

○町長（高橋貞光君） わかりました。申し訳ありませんでした。

○委員長（大野一男君） ほかにありませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第１１号を認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（大野一男君） 異議なしと認めます。

よって認定第１１号、平成２７年度せたな町病院事業会計決算は認定することに決しました。

以上で本特別委員会に付託された１１会計の決算審査は終了いたしましたので会議を閉じま

す。

本委員会は全１１会計のうち認定第１号、平成２７年度せたな町一般会計から認定第１１号、

平成２７年度せたな町病院事業会計までの１１会計すべて認定すべきものと決定いたしました

ので、第４回定例会にその旨報告いたします。
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これをもって決算審査特別委員会を閉会いたします。

長時間にわたって委員会の皆さんには大変御苦労さまでした。

ありがとうございました。

閉会 午後 ３時２３分
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